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国立大学協会教員養成制度特別委員会は、昭和４７年１１月に「教員養成

制度に関する調査研究報告書一教員養成制度の現状と問題点一」を公表して

以来、教員養成をめぐる状況の展開に即応しつつ、鋭意検討を重ね、それぞ

れの段階において、全国国立大学における教員養成をめぐる問題状況の分析

検討を行うと共に、必要な提言を行ってきた。

主な検討の成果は、次の通りである。

昭和４９年１１月「教育系大学・学部における大学院の問題」、

昭和５２年１１月「大学における教員養成

―その基準のための基礎的検討一」、

昭和５５年１１月「大学における教員養成

一一般大学・学部と大学院の現状と問題点一」、

昭和５９年６月「大学における教員養成

一教員養成制度充実のための課題一」、

昭和６２年６月「大学における教員養成

一教員の養成・免許及び採用・研修一」（中間報告）

昭和６３年度には、初任者研修制度の発足、および教育職員免許法の改正

があり、これにともなって、教員養成をめぐる状況は、大きく変化しようと

していたため、本委員会は、制度改正以前の教員養成の実態と、新しい制度

によって変化していこうとする問題状況を的確に把握し、今後の「大学にお

ける教員養成」の在り方を総合的に検討すべきであるとの認識をもった。

そのため、平成元年度には、「大学における教員養成」の実態と、新しい

制度の受けとめ方に関して、会員大学に対する総合的なアンケート調査を行

った。

この調査に基づいて、平成元年１１月、「「大学における教員養成」に関

する調査（第一次報告）」をまとめ、その後、平成２年６月、「「大学にお

ける教員養成」に関する調査（第二次報告）」、平成２年１１月、「「大学

における教員養成」に関する調査（第三次報告）」をとりまとめた。



今回、これらの調査結果を集約すると共に、調査結果に基づく意見要望や

とくに「大学における教員養成」の今後の在り方について、「中間まとめ」

を作成することとした。教員養成制度の改善と会員大学における自主的な改

善努力のための討議資料として活用していただく最終報告を作成するために、

この「中間まとめ」に関する会員大学の意見を積極的に寄せていただくよう

お願いする。

なお、この「中間まとめ」のとりまとめにあたっては、小委員会の素案を

もとに、委員会討議を経たものであるが、＋分な時間的余裕がなかったため

細部については、会員大学の意見を聴取した上で、更に最終報告に向けて討

議を重ねていく予定である。問題点や提言に関わる部分には、なるべくアン

ダーラインを付して検討のための便宜を図ったので、会員各大学学部におか

れては、きたんのないご意見をたまわるようお願いする。

とくに、本「中間まとめ」のうち、「Ⅳ－６小・中学校および高等学校

教員の将来需要推計」は、前委員潮木守一名古屋大学教授の労作であるので、

記して感謝したい。

平成３年６月
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【教員養成をめぐる状勢】

１９７１年の中央教育審議会（以下、中教審と略す）の「今後の学校教育の総

合的拡充整備のための基本的施策について」の答申、１９７２年の教育職員養成

審議会（以下、教養審と略す）による「教員養成制度の改善について」の建議以

来、約２０年間に、戦後日本の「大学における教員養成」の制度的条件や教員養

成教育の実際的な状況は大きく変化した。とくに、１９８４年以降の臨時教育審

議会による一連の答申と、その具体的制度化によって、教員養成を行う制度的条

件は、新たな状況に直面することとなった。

具体的には、１９８８年５月、教育公務員特例法の改正により、初任者研修制

度が実施され、さらに、同年１２月教育職員免許法の改正により、１９８９年３

月教育職員免許法施行規則が改正され、免許法制に重要な変更がもたらされた。

これらは、戦後改革のもとで成立した教育職員免許法制のもっとも大きな改革で

あった。さらに、本年２月の大学審議会答申に基づく、大学・高等教育の新しい

制度的条件の成立によって、大学教育自体が大きな変容を迫られており、その中

で「大学における教員養成」も新たな段階を迎えようとしている。

戦後改革の過程において、「教員の養成は総合大学又は単科大学において教育

学科をおいてこれを行う」とする基本方針が策定され、すべての国公私立の大学

において専門教育を受けると共に、一定の教職課程を履修すれば、教師としての

資格を得ることが出来るといういわゆる開放的制度が成立した。このことは、す

べての教員が高等教育の水準における教育を受けるということや、特定の学校卒

業者にのみ与えられる特権的な又は閉鎖的な資格制度をやめることを意味してい

た。又、大学における養成ということには、大学教育によって獲得した識見をも

って、主体的創造的に教育実践に取り組む力量への期待ということもあった。

しかし、戦後改革から４０余年の間に、わが国の国際社会における地位の変化、

科学技術の長足の進展、子どもをとりまく文化や環境の著しい変化などにより、

教師に対する期待と教師の役割とは大きく変化した。

そのため、「大学における教員養成」の理念のもとで、教師の資質と能力の向

上は繰り返し問い直されてこなければならなかった。

すでに、１９５８年中教審答申では、「児童・生徒に対する正しい愛情と教育

者としての使命感」が強調され、開放的制度のもっている矛盾が指摘された。そ

れ以来、再三にわたる教養審建議等をめぐって、教師の資質向上が問われ続けた。

とくに、１９７１年の中教審答申では将来の学校教育の拡充整備に関する提言
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に関わりながら、教員の養成・採用・研修の体系的な整備を提唱し、これと連動

した１９７２年の教養審建議では、教員の資質向上のために免許基準を見直し、

教育課程の基準に関する具体的な改定案や試補制度案を提示したが、これも容易

に実施されなかった。そのため、１９７８年中教審は「教員の資質能力の向上に

ついて」の答申を取りまとめ、あらためて、免許基準の改善や教育実習期間の延

長を検討するように指摘し、また教師の採用と研修の問題についても改善充実方

策を講ずべきことを提言した。

この間に、新たな教育大学の設置、既存の教育系大学の大学院設置がすすめら

れ、教科教育の研究体制が整備された。さらに、教師の実践的指導力を養成段階

から培う施策がすすめられた。こうして、教員の資質向上の観点から、免許基準

引き上げ、教育実習期間の延長、採用後一年程度の実地修練の実施等が争点とな

り、とくに１９７２年の教養審建議に示された大綱的方針がくりかえし問われた。

その主要な点は、第一に新任教員に対する試補的研修制度を実施すること、第＝

に、免許状の種類に上級免許状を設け、初級、普通、上級とすること、第三に、

免許基準を改定すること、とくに教職専門科目の基準を引き上げること、教材研

究、教科教育法を再編強化するために「教育課程の研究」を設け、教育実習を強

化することなどであった。

１９８３年１１月、教養審は、再度「教員の養成及び免許制度の改善について」

の答申をまとめたが、それに基づく免許制度に関する法改正は、国会における審

議の過程で、臨時教育審議会設置のために、不成立に終わった。

１９８４年に発足した臨時教育審議会（以下、臨教審と略す）は、その第二次

答申で、「大学における教員養成」は、教師としての「実践的指導力の基礎の修

得」を任務とするものであり、これに対して、初任者研修制度を導入して、「実

践的指導力と使命感」の育成を図ることを提案した。大学では実践的指導力の基

礎の修得をめざし、実践的指導力そのものについては採用後の初任者としての訓

練に期待するもので従来の制度とは明らかに異なる方向を示すものであった。ま

たこの答申で、免許基準の全般的な見直しが提言された。とくに教科専門科目・

教職専門科目の内容については、近年の児童・生徒の状況、小・中・高等学校等

の教育内容の変化等に対応する観点から、精選も含め見直しをするという提案が

なされた。さらに、社会人活用のため、「半年から－年程度の教職に関する特別

の課程」を設置することや都道府県教育委員会で認定できる特別の免許状制度を

提案した。また、「教員養成大学・学部」における、小学校と中学校の両免許状

取得をはじめ複数免許状取得のための、過重な履修単位数および学習の過密化の

問題をはじめて公式にとりあげ、「教員養成系大学・学部」の入学者選抜には、

多様な選抜方法を導入し、教員としての適格者を積極的に入学させるとの提案も
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行った。このようにして、教員養成の新しい段階は、次第に準備された。

しかし、教員養成教育を行う大学側にとって重要なことは、「大学における教

員養成」の実質的な確立のための、大学教育の自主的な改善充実の努力である。

各大学はそれぞれの歴史とともに、様々な矛盾や問題点をかかえながら、自主的

な改善努力を積み重ねてきた。

【国大協の対応】

国大脇教員養成制度特別委員会（以下、本委員会と略す）は、１９７２年１１

月、「教員養成制度に関する調査研究報告書」をとりまとめ、大学における教員

養成の制度の理念及び教員養成の改善充実のための課題について提言した。続い

て、１９７４年１１月には、「教育系大学・学部における大学院の問題」におい

て、「新構想教育大学」への疑問を提示すると共に、教育系大学院の設置促進と

その在り方について問題を提起した。

さらに、１９７７年の「大学における教員養成―その基準のための基礎的検討

一」では、教員養成系大学・学部の「設置基準要綱」（仮）を念頭においた基礎

的検討を行い、同じく１９８０年の「大学における教員養成一一般大学・学部と

大学院の現状と問題点一」において、一般大学の教職課程や教育実習及び教員養

成系大学院の具体的な諸問題を通して、大学における教員養成の実質的な確立の

ための多面的な考察を行い、会員大学への問題提起を行った。

その後、１９８４年６月には、「大学における教員養成教員養成制度充実の

ための課題」において、教員養成の改善方向を全く新しい教員資格制度を展望し

ながら検討し、引き続いて、１９８７年６月に、「大学における教員養成教員

の養成・免許および採用・研修（中間報告）」をとりまとめた。

この間、本委員会が、大学の教員養成教育の充実に関して、基本的に留意して

きたことは、大学教育の成果を教師の教養として結実させることである。この観

点から、教師教育が大学教育としてふさわしい実質をもつことができるように、

教育内容の質を学問的に高い質のものにし、学生が学問的探求的な創造的能力を

身につけることができるようなカリキュラムを提供し、教育と学習の条件を改善

することなどについて提言をし、大学の創意と努力を促してきた。

今回の免許法改正以前にとりまとめた前述の「大学における教員養成教員の

養成・免許および採用・研修（中間報告）」においても、大学側の自主的改善努

力を促す基本的な観点から、制度の改変への疑問と要望を提言した。

その中で、今回の免許法改正に関連する事項として、たとえば次のような提言

を行った。「生徒指導、カウンセリングに関する知識と実践力の向上については、

今日の子どもや学校教育の状況がこれらの科目に期待されている知識技術を教師
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に要求していることは否定できない。この点について教師の果たすべき役割への

期待は大きく、従ってまた教員養成への期待も大きい。大学の教員養成がこれら

の要請に応える責務をもっていることはもとよりである。しかし、このような問

題状況が、教員養成における「生徒指導」科目の必修化によって直ちに対応し得

るとみなすことは短絡的である。子どもや学校のおかれている問題状況を認識し、

これに対処するための創造的な実践を創り出す能力は直接の対応する科目のみに

よるのではなく、総体としての大学教育による自主的な判断力の育成、そして全

体としての教職教養の充実による自主的な問題解決能力の育成によらなければな

らない。また、免許状の必修科目として「生徒指導」等が新設されたとしても、

これを運用していく際の、担当者確保の問題やその教育内容の構築は、大学自身

の問題であり大学の創意エ夫をまたなければならない」。これは免許基準の引き
上げに関して提示した疑問の一つであるが、例示した「生徒指導」科目のみなら

ずいくつかの新設科目に関しても担当者確保の問題は解決されず、教育内容を創

意的に構築する条件を伴わず、そのまま今後の課題として残されている。

また、教員養成系大学の制度的枠組みとされてきた課程制は、本来教職の専門

性を保障する趣旨のもとにおかれながら、実質的には、教職の専門性を暖昧にし、

教員養成系大学を一般大学から区別する制度として機能してきた。この問題につ

いても、たとえば次のような提言を行った。「教育系大学・学部においては、課

程制にも関わらず、学生の履修の実態は、たとえば、小学校教員養成課程と中学

校教員養成課程では実態的には、ほとんど異ならない」、またその他の課程につ

いても種々の問題があるなど、「これは地方教育行政当局が、地域における教員

配置の関係から複数の免許状を要求してきたことや」「大学・学部によっても異

なるが」「課程の種別によって必ずしもとらわれない自由な履修方法が行われ」

「その結果、大量の単位取得と複数免許状の取得がもたらされてきた。全国の教

育系大学学生の卒業までの平均取得単位数は平均１７０単位を超え、履修内容は

多岐にわたり、個々の学習内容は浅薄になりがちであることも従来から指摘され

てきた」。課程制の制度と現実の乖離の問題も大学の自主的改善のための制度的

条件として解決を要する問題であり、臨教審もこの問題に言及していたがそのま

まになった。今回の大学審議会答申に基づく大学設置基準の大綱化政策において

も、課程制を存続するものとしており、全体の自由化の中で、教員養成の機構が、

計画養成の性格を持っているのは、教員養成の特質からきているものである。

さらに、教員の研修制度についても、たとえば次のような提言を行っている。

まず現行法制が、「教員の自主性を前提に、研修の研究的性格と研修の教職倫理

性（義務性）を確認し」「教員の研修に対する行政の責務は、条件整備、奨励、

助成を基本とすべきことを定めている」ことを指摘した。そして、「教員の研修
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制度は、その力量の自己形成を支えるものであるから、そのライフステージの特

徴に相応しい研修条件を整えることが基本である。たとえば、入職当初には実務
を通して基礎的実践的技量を獲得し、教師として自立するように援助する制度を、
一定期間の教職経験を経た教師には、自己の教育観をリフレッシュし、より総合
的な視野と豊かな視覚を獲得できるような研修休暇制度を、そして、日常的には、

学校の教育活動について同僚と共に研究し、相互に研修交流ができるような雰囲
気と時間的な保障や、教育活動の理論的、実践的な力量を熟達させ、あるいは自

己の力量不足を補う、自主的な教育研究団体の活動の助成、教員の研修活動のた
めの研修施設やそれを利用する機会などを、制度的に整備・充実することであろ

う」と指摘した。この問題についても、現実に制度化された初任者研修制度がど

のような性格をもち、どのような問題をもっているかは、今後の重要な検討課題
である。

その後、本委員会は、１９８９年７月に、教員養成に関する新たな状況が展開

しつつある中で、教員養成に関する全国会員大学の調査を実施し、その調査結果
として、１９８９（平成１）年１１月「「大学における教員養成」に関する調査

（第一次報告）」、１９９０（平成２）年６月「「大学における教員養成」に関

する調査（第二次報告）」、１９９０（平成２）年１１月「「大学における教員
養成」に関する調査（第三次報告）」をそれぞれ報告した。

前述の法改正を伴う一連の改善措置が、例示した問題指摘にどのように応えた

かについては、これらの報告によってすでに明らかにしてきたが、本報告におい

てあらためて問題の所在について考察するとともに一層の改善措置を要望したい。

調査結果によれば、今回の免許基準の引き上げが、とくに一般大学における教
員養成の重要性とその教育研究条件に対する十分な配慮のもとに行われたとはい

えない点があり、また教員養成系大学の教育研究条件の改善を図る点でも多くの

問題を残したものと考えられる。また、新任教員の必要に応える研修制度を確立
する点でも、今後の改善方策に多くの課題を残したものであることは否定できな
い。

【大学審議会答申以後の展開】

これらの問題は、臨教審答申以来すすめられ、大学審議会の答申とその具体化

の動向にみられる大学・高等教育行政が、大学の教育や組織の在り方を大きく変
貌させようとしているときに、それらの状況との整合的な関連が十分に考慮され

ず、もっぱら「教員の資質向上」という見地から進められたため、全体としての

教員に対する政策が統制的管理的傾向に傾斜していることとの矛盾として表れて
いる。
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たとえば、大学審議会答申においては、各大学における「特色あるカリキュラ

ムの構成と柔軟かつ充実した教育組織の設計」を求め、「各種の職業資格に関し、

資格取得の要件として、大学において特定の科目の修得を求めている場合がある

が、大学の責任におけるカリキュラムの自由な設計という観点から」、「資格取

得要件の柔軟かつ合理的な運用について関係省庁の理解を求める」と指摘してい

る。この点は、新免許制度における科目指定や科目開設方法への指示、再課程認

定の手続き等と矛盾するところがある。しかしまた、大学審議会の答申が、「学

生の学習の充実」を図るため、「ゼミナール形式の授業、テイーチング・アシス

タントの活用」等を勧めながら、教官定員の確保や施設設備の充実について消極

的であることは、その提案に十分に呼応していく教育研究の条件が保障されない

という問題もある。

いずれにしても、現に大学審議会答申にもとづいて、今国会において学校教育

法改正案、国立学校設置法改正案、教育職員免許法改正案等が成立し、それに基

づく省令改正も含めて、大学設置基準改正、学位授与機関の新設、短大・高専卒

業者への準学士付与等がすすめられた。とくに平成４年度からは各大学が独自に

特色あるカリキュラム編成が出来るようにする等、新制大学が発足してから最大

の変化が大学にもたらされようとしている。

設置基準の改変によって提起されている中心的な問題は、基準のと

分を廃止するという司題であるヲ教股教育三

あるカリキュラムのと且つしたの量ルーが易められ「

術や社会の要請に適切に対応しつつ、特色あるカリキュラムを編成実施する」 こ

とが求められている。さらに､「学生の学習ののために「一な￣

の－，にとどまらないロ が生Ｌ上に童される'､》がるという

もなされている。しかしるカリキュラムのも、ロ

業の実現もﾐｰ大学自身が求め続けながら容易に実現し得なかった課題である。こ

れをするためには、のののがり、へロの品

条件の改変によってのみ、その実現が可能かどうかは十分に吟味されるべき問題

である。

とくに、「一般教育の理念・目標は、大学の教育が専門的な知識の修得だけに

とどまることのないように、学生に学問を通じ、広い知識を身に付けさせると共

に、ものを見る目や自主的・総合的に考える力を養うことにあり、入学してくる

学生や諸科学の発展の現状からみて、このような理念・目標を実現することがい

っそう必要となっている」とした理念の表明は重要である。しかし、「一般教育

の理念・目標と授業の実際との間には、しばしば乖離が見られ専門教育との関連

でも、有機的な関連J性が欠如している傾向も見受けられる。このような一般教育
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の理念・目標が大学教育全体の中で実質的・効果的に実現されるよう、カリキュ

ラム及び教育体制の改善が求められている」と指摘された問題の解決が、基準の

柔軟化によって可能かどうかということである。

文部省の「教育白書」にも一般教育の理念と授業の実際の間にはギャップがあ

って、「高校教育の繰り返しとの批判やカリキュラムにおける位置づけが不明確

なまま、機械的に行われているとの指摘があるなど、しばしば乖離が見られ、専

門教育との関係でも、有機的な関連性が欠如している傾向もあるとの批判がある」

と一般教育への不信を指摘している。

一般教育の理念・目標は重要だが、それは実現されてこなかったので、「一般

教育、外国語、保健体育、専門教育、基礎教育」等の科目区分をなくし、各大学

がカリキュラムを自由に設計できるようにする。その代わりに、「教育課程の編

成にあたっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授すると共に、幅広く漂い

教養、総合的な判断力を身に付けさせ、豊かな人間性を酒養するよう適切に配慮

すること」という趣旨を大学設置基準に規定するだけとなった。同様に、教育職

員免許法施行規則にも幅広い教養に配慮するという努力義務を規定するだけとな

った。しかし、法制上、一般教育等（外国語、体育）の科目区分の廃止となり、

そのため一般教育等を開設しない大学学部の存在が可能になる。たしかに、一般

教育の理念は、別にその目的をもった授業科目をおかなくても、大学の創意工夫

によっていろいろな方法が期待できよう．従来の専門教育そのものも、一般教育

の理念と目標に寄与し得るように行うことができるはずである。しかし、一般教

育の専任教員の配置や、教育研究条件の整備の共通基盤を喪失し、その理念を高

潮するのみで改善の目標が実現できるかどうかは大いに疑問のあるところである。

戦後の大学理念は、大学教育が専門的な知識の修得だけにとどまることなく、

学生に学問を通じ、広い知識を身に付けさせると共に、学問的精神を通じて広く

世界観や人生観を自主的総合的に作り上げていく力を養うことにあった。その意

義は、今日ますます重要性を増し、地球環境や現代文明などの、人類の歴史的課

題を主体的に受けとめていく人間の形成、専門的技術的知識のみならず広く漂い

人間的学問的教養と知性をもった人間の形成が必要であり、それは一般教育再生

への期待にもつながっている。

しかし、大学の中にもある一般教育等不信にどうこたえていくか、一般教育の

理念と目標を実現するために大学自身がどうこたえていくか、建て前はとにかく

実質的に一般教育の教育価値をどのように実現するのかということが問われてい

るのである。今日まで一般教育の改善努力も行われてきたが、日本の大学の特質

から常に難しい試練であり続け、一般教育は次第に窮境に追い込まれてきたとい

う側面は否定できず、形骸化した一般教育を保守するのではなく、真に再生の道
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を探ることが求められているのである。

大学の科目区分の全 改員養成に関しては 本育と日本国闇本の＝由化の中で

ついての規定は残される－ととなった法に 攻職科目と教科科目の区分も

資格要件を‘＿する、として－Ａ；にされるしかし

定められる最低基準の教科科目、教職科目以外は、太

レロ ー－２▲」

自治的な者

え_甦＝Er病,を￣することができることになる理をにつけ

＿．っできる教師の養成カリキュラムは、大学自身が定めていくことになる

ょ教員養成カリキュラムの編成が￣それによってかなり 堰よ石

要する‘・込一一僧．’０三，＝してきたも

のをより局次な次元において実現するために、教科科目、教職科目を基本に据え

が三目：こ教員養成のための教育内容を ければならない鞍薬していかプ

攻員こお ’て股教育が電要である とは論を侍たナ従升

一Ｗ&育禾としてすることがされてきた「

の私ェ 止により±されることのないように、

る教育=程において日確に’つけていく八がある。＝基では、

の資格規定が学校種別ごとに異なり、とくに初等教虜軋と中等教員の基礎資格の要

１－．：Ｈ巨一〃：」Ｆ

１教科に関する科目の教養を笏

Iま教養さの程度が異ナしたがって

攻員には.苗ムい教養を要求している初

するというロを￣にはにいする、、Ｌの

２以上の、、の一定立・）、つまりｗ￣割、以ののを

するという口をロにしていくかということが重要な課題となる。_一般教

青科目と専門教育科目の区分の廃止が、４年間の大学教育の質的充実を実現し、

教員養成カリキュラムの改善の機会となるように慎重に検討する必要がある。

【「大学における教員養成」の課題】

今後の「大学における教員養成」においては、まず大学で学ぶということの意

味をどのように考えていくかということを基本に据えなければならない。大学で

学ぶことの新しい意味を追求し、その中で外国語教育や外国文化も含めた語学教

育、あるいはまた大学教育としての保健体育をどのように位置づけていくかとい

うことも、大学自身が自らに問い直して創造していかなければならないのである。

それをどのように位置づけていくのかは、それぞれの大学の見識にまたなければ

ならない。

とくに、一般大学における教員養成は、理念的に、戦後の「大学における教員

養成」の原則の重要な構成部分であり、中等学校教員養成の上において主要な役

割を果たしてきた。大学審議会答申による新しい制度的条件のもとでは、一般大
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学における教員養成はますます重要な意味をもつ。しかし、一般大学における教

員養成に対する文部行政は、各学部の直接の目的が教員養成にはないところから、

基準に基づく規制は行っても改善充実のための条件整備や行政措置を行ったこと

はほとんどなかった。それにもかかわらず、一般大学における教員養成が機能し

てきたのは、大学内部の自主的努力、とりわけ多くの場合、大学における教員養

成の理念の承認を前提とした教育学部の教員養成に対する責任意識や協力があっ

たからである。つまり、戦後初期の「大学における教員養成」の教職課程に責任

をもつ教育学科の構想を、教育学部が受け持ってきたのである。しかし、一般大

学の教員養成に対する行政的配慮の欠落のため、全学の教職課程に教育学部が責

任をもつ場合に、教育研究条件の劣悪化は必至であった。そのため、全学の教職

課程に教育学部は対処し難くなり、また一般学部における教職課程の厄介視も進

んだ。それにもかかわらず、今日まで、一般学部と教育学部の相互依存関係はか

ろうじて維持され、それによって一般学部の教職課程も維持されてきた。

今日、開放制の教員養成を充実させる新たな方策が必要である。その中で、一

般学部と教育学部の新たな関係をあらためて造出していく必要がある。

それを可能にする国、行政による教育条件の整備が必要である。開放制の教員

養成は、計画養成とは異なり、大学の自主的な教員養成を基礎としながら、社会

が必要としている教員を充足している国家的制度である。その意味で、国は、こ

の制度を維持し、その教育の質的向上を図ることについて責任を負うことを要望

する。とりわけ、

はないが、教職：

立大学一ついては一般学部は教員養成を目的とするもので

攻職課程の認定を受けた課程をもっている以上 その規模に応じて こ

れを維持するための条件整備を進める－とについて国力型責任をもっているという

ことができる。

このことを前としてｉ課程センターの設置、ととの、

農協力などによる、各大学の多様な自主的改善努力は援助される必要がある。

他方、教員養成系大学・学部は、長期にわたって計画養成の政策の下におかれ

てきたが、近年、全体としての教員就職率が低下し、今後も長期にわたって教員

需要の低迷が予想され、現に公務員や民間企業等への進出も増加している。こう

して教員養成系大学・学部そのもののあり方がいっそう深刻に問われてきた。

文部省も１９８６年、この問題に関する調査研究会議を設け「国立の教員養成

大学・学部の今後の整備の方向について」の答申をまとめ、教員養成系大学・学

部に対する新しい方向づけを行い、これに基づいて教員養成系大学・学部は新し

い課程の設置や学部再編の検討をすすめてきた。

しかし、教員養成系大学・学部においては、今日も基本的には課程制が維持さ

れている。これに対して、学生の履修の実態は、前述のように所属する校種の教
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負養成課程に制約されず、小学校教員養成課程と中学校教員養成課程では実態的

にはほとんど異ならない、あるいはその他の課程についても大学によって異なる

もののそれぞれの課程の在り方の問い直しを迫られてきた。それぞれの課程の固

有の教育目的以外に自由な履修が行われる結果、大量の単位取得と複数免許状の

取得という履修状況をもたらし、学生の履修内容は多岐にわたり、個々の学習内

容は浅薄になりがちであった。しかも、所属する校種の教員養成課程を卒業して

もその通りに就職できない現実もあった。このように課程制による教員養成の実

態は、現実には、様々な問題をかかえてきた。教員組織としてのそれぞれの課程
の目的と学生の履修の実態、そして卒業生の進路の実態とはしばしば乖離もあっ
た。

この問題に対処するためには、長期的には課程制の在り方をも含めて新しい学
部組織の原理を探究するなど、教員養成を広義の教育専門家の養成として確立し
ていく必要がある。また、大学審議会答申に基づく、新たなカリキュラム原理の
開発によって、過密履修の実態を克服し、教員となり得る基礎的な竃質能力を

分に教育することや、学校種別毎の教員養成に必要な新しい教育学の形成とその
垣的な努刀薯

要するに、教員養成系大学・学部が学術的基礎を根底に据えた教育研究の場で
あることの中に大学としての存立の基本的条件を求めていく方向をいっそう明確
にする必要がある。その際、教員養成系大学・学部の大学としての固有の任務は
何か、その独自な存立の基盤をどこに求めるかということがくりかえし問われて

きている。とくに、教員養成系大学・学部においては、学問と教育の関係、すな
わち諸専門の学問研究と広義の人間形成の関係を自覚的に問い続ける課題意識に

よって、固有の課題に迫ることが期待されている。このような意味で、教員養成
系大学・学部を広義の人間形成に関する総合的な研究教育機関として、柔軟でか
つ多様な可能性が自主的に探究されることが期待されている。
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茸罫、害重

孝文屋ヨ塞藍丘迄ニテミブ＜与三一二二吉個０二二治０ナ

Ⅱ－１教員養成系教育学部の基本組織と問題点

Ⅱ－１－１教員養成系教育学部の教育研究組織

乙孝文匡ヨ塞墓丘迄

１）教員養成系教育学部は、学部編成、教官定員(組織)及び入学定員の決定の仕

方において、教員養成系教育学部以外の一般学部と異なるところが見られる。教

員養成系教育学部ももとより「大学」であり、一般学部と同様に、一般教育科目、

外国語科目及び保健体育科目による一般教育と専門教育科目による専門教育とを

合わせて行う教育体制をとっているが、学校教員、特に義務教育を行う小学校及

び中学校の教員を計画的に養成する必要から、一般学部と異なり、教育学部がそ

れらの教員の養成を主たる目的として設置されているからである。

２）一般学部では、通例、学部は「それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な

組織」としての１又は複数の「学科」にから成り、学科はさらに「教育上必要な」

「学科目」又は「教育研究上必要な」「講座」から成り立ち、いわゆる「学科・

学科目制」又は「学科・講座制」が採用されている。そして、各学科には、それ

ぞれ専門とする学問分野の「教育研究に必要な」一定数の教官（教官定員）が学

科目に従って配置され、一般教育科目をはじめ当該学科の専門教育科目を履修す

る一定数の学生（学生定員）が所属している。その教育内容は学部・学科の設置

目的から大学設置基準の定める基準に基づいて編成され、学生定員は「学科目、

講座等の数、教員組織、教室、実験・実習及び演習の施設並びに設備その他を総
合的に考慮して」定められている。

しかし、教育学部では、学科・学科目制でも学科・講座制でもない、「課程・

学科目制」によって組織されている。ここで課程とは、大学設置基準第４条によ

り、「学部の種類により学科を設けることが適当でない」ときに、「これにかえ

て設けることができる」組織をいい、教育学部ではこの組織によって教員養成教

育が行われている。したがって、どの教育学部でも、校種別教員養成の原則に基

づいて複数の課程が設置されており、各課程には、その課程の設置目的によって

養成される一定数の学生（学生定員）が所属し、学生は課程毎に編成される教育

内容を履修することになっている。その教育内容は大学設置基準のほか教育職員

免許法・同法施行規則に定める基準に基づいて編成されるが、これは教員養成を

主たる目的とする教育学部のみに見られる教育内容編成方式である。しかし、教

育学部では、学科目は、組織上、課程とは無関係に、直接学部に位置づけられて
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いるので、課程所属の教官はいない。教官にとって、課程はなじまず、一般学部

の学科とは異なり、教育研究上の組織単位とはなり得ないからである０

また、教育学部の教官定員は、一般学部の場合とは異なり、上述のように教員

養成上の必要から、課程の種類、教育職員免許法・同法施行規則の定める「教科

と教職に関する専門教育科目」の種類及び学生定員等に基づいて、また学生定員

は、原則として教員需要を考慮して、決定されてきた。（その際、国立教員養成

系大学・学部では、従来から小学校教員需要の約９０％、中学校教員需要の約６

０％の養成が目標とされてきた。）そのため、近年のように、教員需要が児童・

生徒数の減少に伴い低下すると、入学定員の見直しが行われ、課程の在り方にも

変更が加えられることがある。ここ数年来、多くの教育学部において、小学校教

員養成課程を主とする課程の学生定員の振り替えによって総合科学課程等の、い

わる新課程が設置され（１９８７年２校、９０年２８校、91年２９校）、教官

定員の変更が行われてきたのは、その表れといえる。

３）教員の資質・能力の一層の向上を図るため，修士課程の大学院が教員養成系

大学・学部に初めて設置されたのは１９６６年度、東京学芸大学においてであり、

６８年度には大阪教育大学にも大学院が設置された。その後、中央教育審議会の

７１年答申、それを受けて行われた教育職員養成審議会の７２年建議、新構想の

教員養成大学等に関する調査会(文部省）の７４年報告などによる「教員養成の充

実」方策と「新構想大学院」に関する提案に基づき、「全体として大学院に重点

をおく」新構想の兵庫教育大学が８０年、上越教育大学が８３年に設置され、ま

た８４年には、同様な趣旨で鳴門教育大学も創設された。

その間、すでに７４年６月に大学院設置基準が省令化され、その第３条におい

て、修士課程は、「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究

能力又は高度の専門性を有する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とす

る」と規定され、また、教員養成系大学院の早急な増設・拡充を熱望していた日

本教育大学協会の諸委員会が７２年、７５年、７８年の３回にわたって行った報

告・提言が出るにおよんで、教員養成系大学・学部における大学院の設置は再び

軌道に乗り、７３年度の愛知教育大学における大学院の設置を皮切りに、以後８

７年度を除き、８９年度まで毎年度１又は２大学院が、また、９０年度と91年

度にはそれぞれ４大学院が設置され、これまで教員養成系大学・学部に設置され

た大学院の数はすでに３１（設置率６３％）に達している。

８９年１２月の教育職員免許法（以下「免許法」という、）の改正により、教員

の資質向上のため、大学院修士課程修了を基礎資格とする専修免許状が全種類の

教職に創設され、教員の生涯研修の一環としての大学院における研修の意義も認

識され、その実現方策も拡大されつつある。こうした趨勢の中で、全教員養成系
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撞期宿邪への大字院の設置が ｡

ところが、教員養成系大学・学部における大学院の設置は，それによっていわ

ゆる研究費等の諸経費が増額されたとはいえ、ほとんどの場合、従来のままの人

的・物的条件の下で、それらの拡充をみることなく行われてきている。したがっ

て、そうでなくとも不十分な教育研究条件の下にある教員養成系大学・学部にお

いては、大学院の設置によって活性化した反面、教職員の不足、授業負担の過重、

学生指導の室と二二のなどえ、よりした

のたかい教育研究を可能にする条件整備を望む声はますます高くなっている。

攻育実践を分析し理論化したり、演習方法や討議形式をまた、そうした中で、

ろく活用したりして.､上のさまざまなエをみ、目の

漂的綜合こよ石と教職専門の研究、及びそれらの賞を局める努力や、１
、

力の交流はこれま であま駄科教育学の構築の努力も見られる。これらの試みや蔓

それを今後盛んにすることは､_教育学部における教り行われナったが

の質的向上を図ろためにも重要な課題である といえよう。

Ⅱ－１－２「大学における教員養成」の原則の問題

１）「大学における教員養成」の原則は、「開放制教員養成」及び「現職教育の

重視」の原則とともに、現行教員養成制度を特色づけている重要な原則の一つで

ある。そればかりでなく、とりわけ「大学における教員養成」の原則は、世界の

教員養成史、とりわけ初等教員養成史における、世紀を超えた長い間の念願でも

あったが、我が国では第２次世界大戦後の教育改革の結果初めて制度的に実現し

たものである。

２）ところで、「大学における教員養成」は、これまでの本委員会の報告でも再

三強調されてきたように、大学が自主的・主体的に、学問研究とその成果に裏づ

けられた教員養成を行うことによって、広い視野、深い洞察力、豊かな人間的教

養と優れた教育指導力をもった人材を養成することを使命とするものであり、極

めて重要な概念として考えられるべきものである。現行制度が実施されてから、

この原則の下で教員養成が行われ、大学の「単位修得証明書」等に基づいて、都

道府県教育委員会により教員免許状が授与されるようになったのも、そのような

意味においてである。

３）したがって、「大学における教員養成」の原則の実質化と深化を図り、教員

養成の質を高めていくことは大学に課せられた重要な責任である。しかし、それ

をあるいは阻害し､あるいは困難にする要因が、これまで大学の外にも内にもあっ

たように思われる。即ち、その外的要因としては、まず第１に、大学における教
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員養成教育に対して、卒業と同時に教員として役立つ即効的な目的的完成教育を
求められてきたことがあげられる。これは、結局は各大学独自の特色ある教員養
成教育の否定に通じ、人間の成長発達と教育についての幅広い豊かな教養よりも、

いわゆる「教育技術」の修得と適用を優先させる考え方である。今日、教職は専

門職であり、「教員の職責にふさわしい資質能力は、教員養成のみならず教職生

活を通じて次第に形成されていくものである。」（１９８７年教養審答申）とい

う認識が一般化し、１９８９年度から「初任者研修制度」が本格実施に入ったこ

とは、大学における教員養成の意義と役割を問い直し、そのような考え方に修正

を迫るものとなっている。第２に、一般に、教員の任命権者（都道府県教育委員

会）の側から、人事行政上の必要から、例えば小学校教員免許状と中学校教員免
許状のように、複数教員免許状の取得が期待される事例が多くなり、事実、その

ため、教員免許状の複数取得者が多くなっていることがあげられる。このため、

教育学部ではどこでも、４年間に１８０単位から２００単位以上の単位を修得す

るという過密履修が一般化し、内容と内容相互の関連を問わず、専らとり易い多
数の科目を広く浅く履修するにとどまっている学生が多くなっている。このよう

な現状の下で、「大学における教員養成」の原則（理念）に照らして、果たして、

上述のような資質能力を備えた優れた教員が養成されるかについて、再検討・再

評価してみる必要があろう。第３に、１９８９年の免許法の改正の結果、大学と

関係なく、教員の任命権者たる都道府県教育委員会が主催する講習会等の受講の

積み重ねによって、いわゆる上級免許状の授与を行い、また、都道府県教育委員

会が実施する教育職員検定に合格した者に「特別免許状」を授与し、これらの者
を採用することは、大学における教員養成の原則を外から脅かすものであるとす

る意見がみられる。

また、その内的要因としては、大学において教員養成に関わる者がそれぞれ自

己の専門とその研究成果を教員養成の中に生かし、互いに「教科専門と教職専門

とを統合する努力がなされ、講義や演習等の教育活動に結晶することが必要であ
るのにもかかわらず、（教育学部においても、今日なお）その実が十分にあがっ

ていない面がある」ことがあげられるOこの背景には、教科専門に徹し、教科に

関する学識の深化を図ることこそが、優れた教員養成の要諦であるという考えが

今日も強いことも指摘できる。これらの点に関わって、本委員会の１９８４年６

月の報告『大学における教員養成一-－－教員養成制度充実のための課題一-－－』
(Ｐ､16～17）から次ぎの文章を引用しておこう。

「諸専門を教員養成の中で生かすということは、教員とは何か、教育の理論と
は何かについての関心や理解を不可欠の要素としている。そもそも教育は、文

化・社会の動態と、人間の個体としての成長・発達との接する領域で、文化と
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人間とのよりよい未来を創造するのを助ける営為である。未来を創造するには、

過去の文化の長所やよい伝統を伸ばし、過去の文化の欠陥を克服していくだけ

ではなく、新しい文化をうむ創造力や構想力をもつ人間が必要となる。そのた

めには、自然・社会・人間・文化等についての専門諸科学の理解と応用を、児

童・生徒の発達段階に応じながら、教授し錬磨することが重要である。教育の

理論的研究は、教育の対象となる人間の成長・発達の過程と構造とを究明し、

これを教育実践のうらづけとすることによって、その質を高め、また、逆に生

きた人間とのふれあいによりその特性を理解し、これらに対応する教育実践を

とおして、教育の理論の改善が可能になってくる。このような意味で、教育理

論と教育実践との統合は、大学における教員養成の大きな課題となっている。」

Ⅱ－１－３教官の実態と問題

１）教育学部の教官定員は、他の一般学部の場合と同様、教授、助教授又は講師

及び助手等から構成されているが、それは、１９６４年公布の「国立大学の学科

及び課程並びに講座及び学科目に関する省令」によって課程・学科目制が整備さ

れるに至った前後のころから、一方では５教科専門科目や教職専門科目等の充実

のために、他方では児童・生徒数の増加に伴う教員需要増に対応して、増加が図

られて今日に至っている。そして、１９８９年５月現在（以下同じ）、その数は

定員で６，３８３人、現員で６，１１２人に達している。これは、現員で見る限り、

全国国立大学教官の約１２％（助手を除く割合では１６％、学部教官のみの場合

には２０％強）に相当する。

また、１教育学部当たりの教官定員は、最も少ない８３人から最も多い３０９

人（一般教育担当教官４８人を除く）に及び、平均は１１７．９人である。これを

学生の入学定員との比較（教官１人当たり学生数）で見ると、４９教育学部（北

海道教育大学を１校として数える）のうち入学定員３００人以下の教育学部１７

校では－－－ほぼ３人の３校を除き－－－－すべて３人以下（2.96～1.09）、入学

定員３００人以上の教育学部ではすべて３人以上である。そして、教官１人当た

りの学生数は、一部の教育学部を除き､入学定員が多くなるにしたがって多くなっ

ている（4人以上7校）。

２）教官の職位別構成を見ると、教官定員に占める教授の割合は高く、助手定員

の比較的多い東京学芸大学、上越、兵庫、鳴門、大阪の各教育大学、岐阜大学、

熊本大学及び琉球大学の８校を除き、他の教育学部ではすべて５０％以上(50.4～

61.2%，平均52.8%）に、また、助手を除く教官定員に占める教授の割合では、東

京学芸大学の４８．５％を例外として、他はすべて５０％以上（50.4～63.2%，平
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均54.8%）に達し、６０％以上の教育学部も３校（宇都宮、島根、広島）ほど存在
している。しかし、教育学部においては、それぞれの学科目定員が必ずしも教授

・助教授（又は講師）・助手の３者から成り立っているのではなく、教授１人又

は助教授（あるいは講師）１人の、いわゆる不完全講座の場合も少なくない。

また、教育学部では、過半数の学科目が実験系であるにもかかわらず、下表の

ように、一部の学部を除き、助手定員が少ないばかりでなく、皆無のところも７

校を数えている。その背景には、教育学部ではもともと助手定員がすぐなかった

うえに、これまでその一部を教授定員又は助教授定員に振り替えてきたことや、

国家公務員の定員削減計画の一環として実施されてきた教官定員の削減要求に対
して助手定員の削減によって対応してきたことなどが挙げられる。

助手定員の現状（平成元年５月１日現在）

助手定員大学・学部数助手定員

２０人以上５校５～９人

１５～１９人２校１～４人

１０～１４人１校０人

大学・学部数

９校

２５校

７校

３）また、教官定員の専門分野別割合を見ると、次頁表のように、それが教育学

部によってかなり異っていることがわかる。例えば、教育学関係では４７教育学

部が有意回答をしているが、その専門教官定員が全教官定員に占める割合は４％

台から１１％台に、割合が最も高い理科関係の教官の場合でも９％台から２１％

台に分布している。しかし、外国語（英語）関係の教官はどこでも比較的小人数
で、せいぜい９％以下に留まっている。このように、 貝の専門分野別割岩ヲ

静里｜大

奴ユの全般印改善充実のた。
一夕

に検顧

必要がある。

４）次いで、教官定員に対すると教官現員の割合、すなわち教官の充足率をみる

と、全国４９大学・学部（北海道教育大学を１大学とする）の平均充足率は９５．

８％である。なかには９０％以下の低いところ（４校）もみられるが、全体的に
はかなり高い充足率であるといえよう。

しかし、教授の充足率は、９０％以上のところ１１校に対して、８０％以下の

ところも全休の３分の１（１６校）にのぼっている。したがって、教授の平均充
足率も８３．６％と低く、これは教官全体の平均充足率よりも１２％余り低いこと
になる。他方、助教授・講師の充足率は１００％以上が大半を占め、平均でも１

０８．９％で、かなり高い。また、助手の充足率は、大学・学部によって助手定員
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教官定員の専門分野別割合（平成元年度）

関係専門分野

保
健
体
育

美
術

音
楽

理
科

数
学

社
会
科

国
語
国
文
学

幼
児
教
育

障
害
児
教
育

教
育
心
理
学

教
育
学

家
庭
科

技
術
科

外
国

看
護
学

養
護
学

％ 語

ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ー
ヘ
ヘ
へ

〈
１
上
ｎ
Ｖ
ｑ
Ｕ
Ｒ
ｕ
７
－
ｎ
ｏ
』
ｈ
Ｕ
・
刈
仕
９
Ｊ
。
△
１
▲
ｎ
Ｕ
０
Ｊ
ｎ
ｏ
可
！
〈
ｎ
ｌ
Ｋ
Ｊ
・
几
註
⑨
０
⑨
△
１
１

⑨
△
の
ク
ロ
ニ
１
上
１
上
１
Ｌ
１
１
舎
利
上
１
Ｌ
●
１
上
１
上
舎
１
上
１
上

２

１

１
２
６
７
１
４
９
３
７
６
５

２
２
３
６
８
８
１
７
３
２

１

２

１
１

１
３
３
２
７
９
１
７

２

１
３
１
７
１
３
１
３
１

１
１
１

１ １

１
１
６
２
１
２
０
４

１
１
１

１
１
４
１
１
４
１

１
２
１

２
１
４
９
４
９
１
１

２

３
１
３
６
９
１

１
１
１

１１

２２

１

８１

２６

１１１

５

１２

１
３
５
７
９
１

１
１

４
１
５
７
３
３
７
２

２

３
０
４
２
６
３
２
１

１
１
１

２
１
５
０
４

１
２
１

３
２
５
５

１
１

１

計４７４７５２３５５３５３５３５３５３５３５３５２５３５３８２

(注）各欄内の数字は学部数である。

－１７－



のないところもあるため、まちまちであるが、助手定員を有する４３大学・学部

のうち定員より現員の方が多いところは２１校、同数のところは６校である。ま

た、助手定員を有しない６大学・学部のうち助手のいるところは３校で、これら

のなかには現員７人のところも１校みられる。したがって、助手の平均充足率は

１１１．３％と、かなり高くなっている。

５）なお、教官の専門分野別定員をめぐっては、総合科学課程等の設置に伴って

若干の動きがみられるが、以上のように見てくると、教官に人を得て教育学部の

研究・教育の質を高め、これを一層円滑に進めるために、

を含む教官定員の増加、その専門別分野の比率の見直し、分野の比率の見直し、学科目の完全講座

ｉ’よ活用、よどは劃ょかでも教授定員の一層
庭＝佐＝＝

旨職位それぞれの２

といえよう。部の場合、特に重要な課題である

Ⅱ－１－４学生の実態と問題

１）教育学部の課程とその入学定員

教育学部は、１９４９年度に第一部（４年課程）と第二部（２年課程）の２部

制で発足し、６１年度末に第二部が廃止され、６５年ころから今日のような各種

の課程名が全国的に用いられるに至ったが、入学定員の改正も最初はそのころに

行われ、次いで７０年代に児童・生徒の増加を背景に、特に小学校教員養成課程

の入学定員の増加が－－－－学部によっては２次又は３次にわたって－－－－図ら

れた（約２，４００人増川またその間、ところによっては養護学校教員養成課程、

幼稚園教員養成課程、養護教諭養成課程あるいは各種の特別教科教員養成課程な

どが設置され、さらに８０年代に入って兵庫、上越及び鳴門の大学院（修士課程）

を中心とした、いわゆる新構想の３教育大学が新設置されるなどして、全国の教

育学部における総入学定員は、８３年度にはそれまで最高の２万１５０人（うち

小学校教員養成課程11,940,中学校教員養成課程4,160）を数えるまでに至った。

これは、当時の国立大学の総入学定員の約２３％に相当する。

しかし、８０年代後半期に入って、児童・生徒数の減少に伴う教員需要の低下

（教員就職率の低下）に対応して、特に小学校教員養成課程を中心に教員養成課

程の入学定員の削減措置が図られ、後述するように、削減された入学定員によっ

て総合科学課程等の、いわゆる新課程又はＯ免課程が設置されて今日に至ってい

る。その結果、平成元年度における教育学部の各教員養成課程の名称と設置数及

び入学定員は次頁表のようになっている。

因みに、これまでの入学定員削減分の中には、他学部に割愛した福島大学教育
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学部小学校教員養成課程の５０人、中学校教員養成課程の２０人、特別教科（理

科）教員養成課程廃止に伴う３０人、計１００人、及び埼玉大学教育学部小学校

教員養成課程の４０人も含まれている。また、前年度（1988年度）の場合と比較

すると、課程別入学定員は次々頁のようになっている０

教育学部における各課程の名称､設置数及び入学定員

名
校
校
校

数

３
０
１

置
５
５

課
小
中
高 学

程
学
学
等

設 入学定員

９，８５５

４，０６５

２０

特
別
教
科

数学

理科

音楽

美術工芸

書道

保健体育

看護

小計

４
９
６
６
５
７
２
９

３

０
０
５
０
５
０
０
０

９
３
５
５
７
０
４
４

２
１
１
２
９

特
殊
教
育

盲学校

聾学校

養護学校

肢体不自由児教育

言語障害児教育

障害児教育

小計

幼稚園

養護教諭

合計

２
５
６
２
３
１
９
１
９
２

４
５
３
４

２

３０

７０

９１０

３５

５５

５５

１，１５５

８４０

３９０

１７，２６５

大阪教育大学(注） 北海道教育大学の5分校を5学部と数え、大阪教育大学

の小学校教員養成課程の入学定員には第二部の50人を

含む．
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課程別入学定員

小学校教員養成課程１０，４６５→９，８５５人

（53校前年度より610人減）

中学校教員養成課程４，１１０→４，０６５人

（50校、前年度より４５人減）

特別教科教員養成課程１，１０５→９４０人

（39校、前年度より4校、165人減）

幼稚園教員養成課程８８０→８４０人

（３１校、前年度より４０人減）

その他の課程１，５６５人（全年度と同じ）

合計１８，１２５→１７，２６５人

（前年度より８６０人減）

ところで、これから明らかなように、１９８９年度に小学校教員養成課程は全

国５３校（北海道教育大学５分校を５学部として数える。以下同じ。）のすべて

の教員養成系大学・学部に、また、中学校教員養成課程は、北海道教育大学の岩

見沢分校及び上越、兵庫の各教育大学を除く、５０校に設置されている。前者の

入学定員は１９０人以下が３２校（60.4%，９５人以下は札幌分校95，山梨､福井，

宮崎各90，高知、琉球各80、鳥取70）、２７０人以上が８校（15.1%，そのうち

300人以上は埼玉320，静岡350，千葉、福岡教育各370，愛知教育380，大阪教育３

９５〔第二部50を含む〕、東京学芸510）、そして１校当たりの平均入学定員が１８

５．９人であるのに対して、後者のそれは５０大学・学部のすべての大学で２００

人以下（最多の福岡教育150，次いで東京学芸145，愛知教育130）、しかもそのう

ち５０人以下が１２校（24%，最少の45人は宮崎、５０人は山梨、富山、金沢、福井、

滋賀、鳥取、島根、香川、高知、佐賀）を占め､平均入学定員は８１．３人となっ

ている。

高等学校教員養成課程は入学定員２０人（保健体育専攻）で金沢大学教育学部

に設置されている.特別教科教員養成課程は、当初、教員の不足勝ちな高等学校

の数教科（数学、理科、音楽、美術工芸、書道、保健体育、看護）の教員を養成

するために設置されたものであり、現在、数学については４校、理科については

９校、音楽については６校、美術・工芸科については６校、書道については５校、

保健体育については７校、看護科ついては２校（弘前、熊本）に、それぞれ１０

人から３０人の入学定員で設置されている。

－２０－



障害児教育関係教員の養成課程では、大阪教育大学で既存の関係５課程を包括

して平成元年度から入学定員５５人で発足した障害児教員養成課程を例外として、

それぞれ入学定員１０～２０人の範囲で、養護学校教員養成課程については４６

校に、その他の諸課程については７校に、それぞれ１課程又は２課程ずつ設置さ

れている。なお、障害児教育教員養成の関係では、特に言語障害児教育教員養成

の分野で、すでに幼、小、中又は高校の教員免許状を取得していて将来この分野

の教職を志望している者を対象とする臨時的な特設課程が全国数教育学部に設置

されている。幼稚園教員養成課程は３１校にそれぞれ３０人（２２校）、２５人

（1校）、２０人（7校）又は１５人（１校）の入学定員で、また、養護教諭養成

課程は9校にそれぞれ３５～６０人の入学定員で設置されている。

繰り返し述べているように、教育学部における各課程の入学定員は、教員需要

の低下（及びこれとの関連で生じるであろう新課程の設置やその他種々の学部改

革など）との関係から、若干の変更は今後もおこりうるであろう。

２）履修単位数と免許状取得

教育学部においては、卒業に必要な履修単位数は、ほとんどのところで大学設

置基準に定める１２４単位よりも上回っている。その上、教職就職上有利である

ということもあり、また、在学中に複数の免許状の取得が可能であるということ

もあって、学部の定める履修基準を遙かに超えて履修している場合が多い。１９

８８年度卒業者の単位の修得状況を、全国教育学部の回答に基づいて課程別に表

示すると、次頁の表のようになる。

この表から明らかなように、履修単位数は、全体的には、１３７～１７０単位

のところが多い（65.9%）が、小学校教員養成課程では１５０～１７０単位がピー

クとなっている。しかも、１７０単位以上が過半数を占めているところが９校あ

り、さらに、そのうち１８０単位以上が過半数を占めているところが３校（山梨、

信州、広島）も見られる。これに対して、１５０単位以下が過半数のところは３

校（東京学芸、宮崎、琉球）に過ぎない。

中学校教員養成課程では、１６０単位以下が多く、これが全体の５８．３％を占

めている。全休的に見て、履修単位数は小学校教員養成課程の場合よりも少なく、

１５０単位以下が過半数を占めているところは１２校（弘前、宮城教育、埼玉、

東京学芸、大阪教育、岡山、山口、高知、福岡教育、長崎、宮崎、琉球）にのぼ

っている。しかし、１７０単位以上が過半数を占めているところも２校（信州、

岐阜）ある。
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１９８８年度卒業者の履修単位数の分布（課程別）

修得単位数

課程名～136～150～160～170～180～190～200200～人数計

小学校３．９１９．３２１．６２３．７１６．０９．１４．０２.411,499

中学校１１．７２７．６１９．０１８．６１２．２６．７２．４１．９4,075
特(数）２０．４６４．８７．４６．５０．９１０８

特(理）９．４５０．６１２．９９．４７．８８．６０．８０．４２５５

特(音）１８．１４７．２１８．１９．３６．２０．５０．５１９３

特(美）２３．１４６．２１３．６１０．７３．０１．８１．２０．６１６９

特(書）３．２１４．０４４．１２４．７３．２１．１６．５３．２９３

特(体）１５．７２５．１１８．８２０．０１１．８５．９１．２１．６２５５

特(看）２．４５１．２４３．９２．４４１

養護学５．７２３．８１８．０１６．５１４．７１０．８６.３４．２８９９

特殊教５．３２９．３２１．５２０．０１２．６６．５４．１０．８２４６

幼稚園４．４２３．３３３．５１８．０８．３４．８３．９３．９８４７

養護教３７．６３３．８１６．７６．１１．８３．５０．５３９６

計６．２２３．２２１．４２１．３１４．０８．０３．６２．３１９,076

(注）（１）各課程欄の数字は、それぞれその単位数の範囲で単位を修得

した者のその課程の全卒業者に対する割合（％）である。

（２）「特(数)」は特別教科教員養成課程の数学、以下同様に、（理）

は理科、（音）は音楽、（美）は美術・工芸、（書）は書道、（体）

は保健体育、（看）は看護である。ただし、「特(体)」には金沢

大学教育学部の高等学校教員養成課程（保健体育）を含めてある。

「養護学」は養護学校教員養成課程であり、「特殊教」には養護

学校教員養成課程以外のすべての特殊教育関係教員養成課程が含

まれる。また、「養護教」は養護教諭養成課程である。

高等学校教員養成課程・特別教科教員養成課程関係の卒業者の履修単位数は、

看護が多く、書道と保健体育がやや多いほかは、比較的少なく、なかでも数学と
美術・工芸では過半数が１５０単位以下となっている。

養護学校教員養成課程を含む障害児教育関係教員養成課程及び幼稚園教員養成

課程の卒業者の単位履修状況は、小学校教員養成課程よりは中学校教員養成課程

の卒業者の場合とよく似ているが、履修単位数は全体的に多い。養護教諭養成課
程卒業者の履修単位数は比較的少なく、１６０単位以上が過半数を占めていると

ころは９課程中３課程（北海道教育・札幌〔170単位以上55.3%〕、弘前、熊本）
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である。

ところで、かつて、昭和５６年６月、日本教育大学協会教員養成制度委員会は

その報告書『小学校教員養成のための教育課程の改善等について』の中で、教員

養成系大学・学部における当時の単位履修の現状について、「いわゆる『過密カ
リキュラム』の現象をもたらし、学生は過大な単位履修に追われ、充実した専門

教育を享受するという点で、多くの困難な問題を惹起しているということができ

る」と指摘しているが、このことは今日なお同様にいえることである。

次いで、教員免許状の取得状況をみると、当然のことながら、履修単位数の多

さは複数教員免許状の取得となって現れてきている。次表に示したように、小学

校教員養成課程卒業者は、その約７０％が中学教員及び高等学校教員１種免許状

を、またその他の免許状を合わせると、一人当たり計２．８４枚の教員免許状を取

得している。中学校教員養成課程の卒業者の場合は、中学校教員１種とほぼ同一得している。

１９８８年度卒業者の教員免許状取得状況（1989年６月１日現在）

取得免許状

小学校中学校高校特殊教育幼稚園養護教諭

課程名１種２種１種２種１種１種２種１種２種１種２種

小学校９９．７０．１７０．０１６．４６９．２２．７４．０４.２１７．２０．１０．１

中学校24.421.4103.612.2100.20.71.80.３３．２０．２０．２

特（数）5.22.2100.70.7100.7０．７

特（理）17.36.9102.53.0103.30.30.3４．４

特（音）5.013.6100.05.9100.00.50.5０．９

特（美）１．８１１．０９６．３４．３１４３．３３．１１．２１．２

特（書）５．４１５．１８７．１６．５１７７．４１．１

特（体）19.633.6104.42.4104.00.84.4１．２

特（看）100.0200.0100.0

養護学校80.49.632.215.430.3100.40.23.９２２．７０．１

特殊教育86.59.411.46.511.0113.56.512.２３１．０

幼稚園８８．５４．３１０．３８．２９．４２．６７．６９８．９１．１０．１

養護教諭３．２０．２９９．１１．６９９．３０．２100.0

(注）（１）各課程欄における免許状の種類別取得数の割合は、それぞれ

その課程卒業の免許状取得者実数に対する百分率である。

（２）その他については、前掲の表の（注）を参照。
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（３）課程別１人当たりの教員免許状取得枚数

免許状取得枚数免許状取得枚数

課程名１種のみ１．２種課程名１種のみ１．２麺

小学校2.56枚2.84枚特（体）2.29枚2.70枚

中学校２．２９２．６８特（看）４．００４．００

特（数）２．０７２．１０養護学校２．４７２．９５

特（理）２．２３２．３８特殊教育２．３５２．８８

特（音）２．０５２．２６幼稚園２．１０２．３１

特（美）２．４５２．６２養護教諭３．０２３．０３

特（書）２．７０２．９２計(平均）２．４１２．７７

要件の高等学校１種教員免許状は１００％、小学校教員免許状は４５％強、その

他の教員免許状も６％余りの者が取得している。教科看護を除く各邇の特別教科

教員養成課程卒業者にあっても、最近では、これとほぼ同じ状況になりつつある

ようにみえる。養護学校教員養成課程を含む特殊教育関係教員養成課程の卒業者

の場合は、小・中学校（・高校）教員免許状ばかりでなく、幼稚園教員免許状を

取得する者の多いのがめだっている（1,2種免合わせて40%前後）。しかし、幼稚

園教員養成課程の卒業者の場合は、従来同様、小学校教員免許状の取得に集中し

（約93%）、中学校（・高校）教員免許状取得者がさほど多くない（20%弱）のが、

特徴的である。

３）卒業者の進路（就職）

繰り返し述べているように、教員養成系大学・学部の就職事情は、全国的な教

員就職状況の悪化に伴って、大きな問題となっている。事実、教員養成系大学・

学部の教員就職率は、次頁表のように、全般的に年々低下している。そのため、

教育学部は、この点からも、その目的や在り方に関して検討を迫られている－－－

－１９８７年度以来漸次多くの大学・学部に設置されてきた総合科学課程等はそ

の具体的な検討の一つの結果であるといえよう－－－が、教員就職率の低下は、

とくに小学校教員、幼稚園教員、養護学校教員の３養成課程において著しい。こ

れらの課程では、その他の課程よりも教員外就職率が高まっている。また、教員

就職率の低下とともに憂慮されるのは、８８年度の１１．７％から８９年度の１３．

０％のように、期限付き等による教員の採用が多くなってきたことである。そし

て、このことが熱心な教員志望者に教職に対する不安を与える原因ともなってい

る。
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教員就職状況（就職率）の推移（各年６月１日現在）

卒業者総教員就職教員就職率教員以外の就

年度数(Ａ）者数(Ｂ）（B／A)(％）職者数(就職率〉

１９８３18,87610,866（2,205）５７．６（11.7）1,877（9.9%）

１９８６19,4619,761（2,655）５０．２（13.6）3,081（15.8）

１９８７19,7309,203（2,780）４６．６（14.1）3,518（17.8）

１９８８19,4608,255（2,992）４２．４（15.4）4,089（21.0）

１９８９19,4269,071（2,535）４９．２（13.0）4,448（22.9）

(注）（１）「教員就職者数）欄の（）内の数は、期限付き等により採用

された者（病休、産休代替教員等）を示し、外数である。

(2)教員就職率等は、卒業者総数に対する百分率である、

ところで、教員就職率は、教育学部によって、あるいはその教育学部が存在す

る都道府県によっても大きな相違がみられる。例えば、教員就職率が一時的に好

転した１９８９年度の場合、正規採用教員の就職率は平均で４９．２％であるが、

下表からわかるように、６０％以上のところは１１校、４０％以下のところも１

８校－－－－２０%以下のところ3校（徳島9.2%、鳥取15.7%、和歌山19.9%）－－－に

のぼっている。また、期限付き教員就職率は平均で１３．０％であるが、２０％以

上のところが１２校もあり、なかには３０％以上のところも５校（富山30.4%､徳

島34.0%、和歌山34.2%、香川35.0%、鳥取64.0%）にのぼっている‘そして、

正規教員と期限付き教員とを合わせた教員就職率を表示すると、上表の下段のよ

うに、就職率はかなり高くなる。こうしてみると、正規教員就職率は比較的西日

本よりも東日本の方が高く、期限付き教員就職はその反対であることがわかる。

なお、こうした教員就職状況の下では、女子に比して男子の就職率がよいのがこ

れまでの常例である。

大学別教員就職率の分布（1989年６月１日現在）

就職率～19％２０%～３０%～４０%～５０%～６０%～７０%～８０%～計

正規採用

大学数２６１５９９６３５０

正規採用十期限付き採用

大学数２６１５２０６１５０

（注）北海道教育大学と大阪教育大学第２部をそれぞれ１校として数え、

計50校となる、
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Ⅱ－２教員養成カリキュラム

教員養成系大学・学部は、教員養成課程を基本組織としており、そのカリキュ

ラムは教育職員免許法施行規則が定める教科及び教職に関する科目を中核として

編成されている。したがって、今回の教員免許状取得要件の大幅な変更を伴う教

育職員免許法の改正によって、教員養成系大学・学部は現行カリキュラム全体の

見直しを行うとともに、新しいカリキュラムを策定し、現在すでに平成２年度入

学生から適用する段階に入っている。しかし、このカリキュラムの改編は、教員

養成課程を基盤とする教育研究体制の根本に関わるものであって、教員養成系大

学・学部にとっては、将来の在り方に向けてのいっそう主体的な取り組みが今後

の重要な課題となるであろう。

Ⅱ－２－１現行教員養成カリキュラムの問題点と改善努力

教員養成系大学・学部が、従来から教員養成教育の充実を図るためにカリキュ

ラムの改善に努力してきたことは、今回の実態調査によっても明らかである。そ

の改善努力の具体的内容は多様であり、大学・学部や課程、教科分野等によって

差もあるが、そこには表裏する二つの側面がある。その一つは、現行の教育研究

体制の不備を是正し補完するための改善努力であり、他の一つは、反対にこの教

育研究体制の不備がその改善努力を妨げているということである。

【教職科目の教育】

教員養成系大学・学部では、教育学・教育心理学系を中心とする「教育原理」

「教育心理学」「道徳教育の研究」及び、教育学、教育史、教育制度、教育社会

学、教育心理学、発達心理学、教育方法学、社会教育等の学科目の関連科目、各

教科教育学系の「教材研究」「教科教育法」とその関連科目、さらに障害児教育

や幼児教育等の関連科目等、多様な専門科目を開設しており、その履修科目数と

修得単位数については法的基準を上まわって課している大学・学部が多い。この

ような教職科目の開設状況は、教職科目と教科科目を両輪とする教員養成系大学

・学部のカリキュラムの特色を示しており、その多様性が教職教育の基盤を強化

することにもなっている。しかしそこに問題がないわけではなく、その改善充実

のための方策については､,多くの大学・学部がエ夫を重ねつつも、少なからず苦

慮している実態がある。
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（１）教育原理・教育心理学等

教育原理と教育心理学等は、教員免許状取得者のすべてに課される共通必修の

最も基礎的な科目である。したがって、担当者によって力点に多少の相違はあっ

ても、その内容は概ね教職に関する基本的事項の教授が一般的となっている。し

かしすべての教員養成課程の学生を対象としているためにマス・プロ教育の弊害

は免れず、授業内容と教育方法の改善がたえず問われてきた。その中では、「従

来の教育原理は教育哲学を中心に理念にかたよっていたが、現代の社会変化を反

映させながら主として現実の教育問題をとりあげる」、「教育原理は学校教育に

限定せず、生涯教育の視点を導入して講義を構成している」、「学校現場と切り

結ぶことのできるような内容を重視する」、「教育実践に役立つよう、不登校、

学業不振、’性非行や校内暴力などの今日的問題に触れる」など、教育現実や教育

実践に視点をおいた授業内容のエ夫が行われている。また、「ＯＨＰ、ＶＴＲ等

の視聴覚機器や教材の活用」、「教育エ学センターでのＣＡＩ、ＣＭＩ等の実習」、

「各教官の専門性を生かしたティーム・テイーチング」などの授業形態や方法に

ついてのエ夫もきわめて特徴的である。その他にも「教員養成実地指導講師」の

任用制度によって現場体験の豊かな非常勤講師を登用することも次第に定着して
きており、

量二

具■賑，△の現ＩＷ 則回色1鴫」か掴

（２）道徳教育の研究

道徳教育の研究の改善事例については、「最近の生徒の問題行動の実態に対応
する内容」や「仲間関係の中で獲得する対人的技能や能力、子供の適応能力や学

力の形成過程における教師の期待の影響力」等に力点をおいた授業や、「ティー

ム・ティーチングの導入」「授業の工学化」「実地指導講師の任用」「教育方法

等改善経費による調査の結果に基づく内容の改善」など、教育原理や教育心理学

の場合と同様の改善努力が見られる。その他、「教育学、心理学、哲学、倫理学、

宗教学、法学、経済学、社会学、歴史学、地理学、特殊教育学等、幅広い分野か

ら授業を行っている」、「小学校や中学校の実情にそって、道徳教育論の他に、

同和教育論、生活指導論をこれに読み替える措置を講じてきた」、「クラス・サ

イズの縮小を図るために読み替え科目を増やした」など、複数教官の兼担による

授業内容の多様化を図る工夫も若干見られる。しかし、全体的には、道徳教育の
研究に関しては積極的な改善方策はあまり見られず、

み替え」にしても、それはむしろ道徳教育担当の専任

｢科目の振り替え」や「読

攻官の不足からくる 題を

していると＝える
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（３）教材研究・教科教育法

教材研究と教科教育法においては、多くの大学・学部で、これらの科目の特色

や独自性、教科専門科目との関連性などについて積極的な論議が行われ、その学

問的基礎づけのために教科教育学研究を推進しようとしてきたことがまず注目さ

れる。

次に、授業内容や方法の具体的な改善として、教育機器の利用、模擬授業の導

入、現場教師の任用など、授業の効率化や実践性を高めるための多様な方策が積

極的に追求され、実施されていることが挙げられる。しかし、他方では、「１ク

ラスの学生数が多すぎる」、「受講者数に比して担当教官が少なく過重負担とな

っている」、「教材研究や教科教育法、とりわけ教材研究については１００名以

上の講義しかできない教官スタッフであり、講義室や設備の余裕もない」、「受

講人数が多くて、一人ひとりの学生に目が届きにくく、作業学習を十分させるこ

とができない」、「実験室が狭くて実験が十分にできない」など、担当教官の不

、童一二・二のえるがにいこのよ】ｈ

の不備はすでに常態化しており、それがむしろのをげ

ることにもなっている。このような深刻な状況は速やかに解消されねばならない

研究についてはリわけ小学校課程の教巾研究と教科ぅ，｡のであって 双俶

本的な条件整備が必要である 。

【教科科目の教育】

教員養成系大学・学部のカリキュラムで最も論議が集中するのは「教科科目」

であり、その中でも特に問題となっているのは小学校の教科に関する科目の学問

的性格である。多くの大学・学部が採用している「専修制」又は「ピーク制」は、

本来は小学校教員養成課程独自の専門教育組織として一般化されてきたものであ

って、そこでは 変のの門白か目Ｉ U】=溶くカコＦＦ

● の、との百についてだロなをるにって

いない。このことはしかし中等学校の教科の場合も同様であって、この点につい

ては一般の専門諸科学との異同が問われている。教科科目の教育に関する問題の

多くは、このような教科科目の学問的性格に関する問題状況と関連している。

（１）小学校の教科に関する科目〔開設方法〕

小学校の教科に関する科目の開設方法は、＜小学校教科独自の科目を設けてい

るもの＞とく中学校の教科科目を共用しているもの＞及びく教材研究と一本化し

たもの＞の三つの類型に分けられる。この中で、小学校教科独自の科目を設けて

いるのは４４学部(83.0%）、中学校教科科目と共用しているのは３１学部(58.5%）
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で、大半がこのいずれかの類型に属しているが、これに対して教材研究と一本化

しているのはわずか２学部にすぎない。

これを教科別に比較すると、第一の類型は、音楽１４学部、図画エ作１３学部、

理科１２学部、算数１１学部、国語ｇ学部、体育８学部、家庭５学部、社会３学

部であるのに対して、第二の類型は、社会１８学部、家庭９学部、国語７学部、

理科及び体育各５学部、図画工作３学部、算数及び音楽各２学部となっている。

これによれば、小学校独自の教科科目を設けているのは音楽、図画工作、理科、

算数の順に多く社会が少ないが、これとは逆に、中等学校教科科目を共用してい

るのは社会が最も多く、算数、音楽、図画エ作が少ないことが分かる。教科別に

ついては複数回答のため、その実態を正確に把握することはできないが、しかし

これらの調査結果からでも、小学校の教科科目と中等学校教科科目との共用はど

の教科でも行われており、しかも社会科の場合に最も多いことが注目される。

また、担当方法については、教科別には「専任教官が当該科目の全部を担当し

ている」のは、書写を含めて国語９学部、算数５学部、理科４学部、図画エ作３

学部、音楽及び体育各１学部となっており、国語が一番多い。次に「１科目を複

数の教官が担当している」のは、理科６学部、図画工作５学部、音楽及び家庭各

４学部、体育３学部、国語及び算数各１学部であり、「複数科目から選択させて

いる」のは、社会５学部、国語３学部、音楽、図画工作及び体育各１学部となっ

ている。これらの結果は、当該教科専門科目の範囲や専門性による開設方法に多

少の違いはあっても、この三つの担当方法はかなり一般化していると言える。

以上は、現状における小学校教科科目の専門性保障の実態の一端であるが、そ

こには各大学・学部の教官組織や教育設備の問題も絡んでおり、これが小学校教

科科目の本来の専門性に関する認識の実態を示すものでないことは言うまでもな

い。

〔小学校教科科目の専門性〕

小学校の教科科目の性格については、「小学校教科専門科目には独自の専門性

がある」とする回答は62.7%で、「小学校教科と中学校教科との専門性の基礎は

同じである」との回答は39.6%である。しかしこれらの回答はかなり重複してい

るため、両者の内容上の差はほとんど認められない。「小学校と中学校のいずれ

の教科も専門性の基礎は同じであり、児童・生徒の発達段階に応じて、教材の選

択や教育方法が異なるだけである」、「どの教科でも、小・中に共通の部分と、

発達を考慮した独自の部分がある」などの見解がそれを裏づけている。

交教科科目の学問的基礎は中学校教科科目と口じであるとすこのように、 川、

る考え方は少なくなく、その独自の専門性については 児童の発達段階に即した
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。「専修制」その他の小学校課程独自の専門２－＞のるが蓼

教育組織の大部分が、「必ずしも副免取得を保証するようにはなっていないが，
努力すれば取れる」、「専修科目の中の一定の単位は副免に当てることができる」、

「副免に対応している」など、対応の仕方に多少の違いはあるが、実際には従来
の「副専攻制」と同様に中学校や高等学校の教員免許状が取得できるようになっ

ているのは、小学校教科科目と中等学校教科科目との併用ないし共用が、一般的
に許容されていることを示している。

しかしながら、小学校と中等学校の教科科目の学問的基礎の同一性を認めると

認めないとにかかわらず、現実に小学校教科科目は８教科（生活を加えると９教

科）の広域にまたがっており、しかも教員養成カリキュラムの中の所定の枠でそ
れを開設するとすれば、そこには

、織腸 見出すかのP彦一エ1１

また 変教科科目の'性格の暖昧さとも関わって 果たして小 交全教川〕 、

、 、

Z，

（２）中等学校の教科に関する科目

中学校及び高等学校の教科科目の専門性については、一つは、「専門諸科学を

深く履修することが教科に関する専門の学力になる」、「教科専門科目の水準を

一般大学の水準に高めることが必要である」など専門諸科学に専門性を求める立

場がある。二つに、「教員の資質としては、それぞれの教科に関する学問領域の

専門的内容に十分通じていることが望ましいが、それだけで教育にかかわること

はできない。教材として構築される学問的内容の意味を理解しておく必要がある」

として、教科科目の独自性をも含めて考えようとする立場もある。三つに、さら

に「教科専門科目は教科としての性格を踏まえるべきで、専門科学そのものでは

ない」、「学術研究と現実の学校教育における教科専門の研究とはおのずから異

なる」として、教科科目の独自の専門性を明確に認める立場など、さまざまな見
解が錯綜している。

このように、中等学校の教科科目の専門性に関しても多様な見解に分かれるが、

しかし立場の如何にかかわらず、そこには先の小学校の教科科目の場合と同様の

現実的な問題がある。それは教員養成課程を基盤とする教員養成カリキュラムの

特殊性に基づくものでもあるが、具体的には、 所定のカリキュラムの枠の中で識

」円ッ胴

臆に入れた選択が求1１ ということである。
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（３）教科教育学研究

教員養成系大学・学部においては、教科領域の教育を構成する教科科目と教材

研究・教科教育法等の専門性や相互の関係等の問題を契機として、教科教育の体

系的把握をめざす教科教育学研究が個別的・組織的に推進されている。このこと

については、日本教育大学協会研究促進委員会が「教員養成大学・学部が拠って

たつべきひとつの重要な学問的基礎は教科教育学である」（『教科教育学研究』

昭59．）という見解を表明してきたが、これらの方向は「大学における教員養成」

の観点から教員養成系大学・学部独自の研究分野の開発を志向するものとして、

従来からの蓄積もふまえて、今後いっそう推進されるべきである。

教科教育学研究については、「教材研究・教科教育法は専門科学の単なる応用

ではなく、独自の研究領域と目的をもつ」、「子供の発達段階の解明を基盤に、

教材研究・教科教育法が対象としている領域を根本的に見直す必要がある」など

の教材研究や教科教育法のI性格を中心とする問題提起がある。あるいはまた、

「学習指導要領の解説や専門諸科学の応用としてではなく、教科教育学研究の成

果に基づいて、各教科教育の実践の根拠となる理論を探究すべきである」、「教

育現場での児童・生徒の生活実態を、教科に関してのみでなく総合的に把握する

必要がある」などの研究の進め方についての反省がある。さらに、「教科教育を

単に方法や技術の指導として狭くとらえず、教科教育の全体を見通した体系的な

学問的基盤の上におくべきである」、「教科に固有の論理と教育の論理をふまえ

た研究が必要である」、「科学や文化の体系と方法は当然変容され、独自の内容

構成と、それに基づく教材の開発及び学習指導の原則を明らかにしなければなら

ない」など、従来の教科専門科目と教材研究・教科教育法を教科教育学のカテゴ

リーの中で学問的性格を中心に捉えようとする意見のように、さまざまな見解が

開陳されている。

なお、このような研究動向を背景として、教科教育学の研究分野がようやく文

部省の科学研究助成の部門に加えられることになったが、

における教員養成教育の充実のためには、その助成の枠ノその助成の枠がいっそう拡大される こ

とを要望する。

【教育実習】

教育実習は、大学教育の一環をなすものであり、教員養成カリキュラムにおけ

る教職専門教育の重要な部分を占めている。そのために、教員養成系の各大学・

学部はいずれももその改善充実に努力しているが、そこには教育実習をめぐる現

実のさまざまな制約があり、解決しなければならない問題が多い。

－３１－



〔教育実習の内容・期間〕

教育実習は一般に、実習生が主として学校での教育活動に参加し、実際に児童

・生徒に接し、教育の実践を通して教師としての職能を学びとる、一種の体験学

習の過程であり、教員養成系大学・学部のほとんどが、教科指導、特別活動、道

徳教育、生徒指導、学級経営等の広範囲にわたってそれを実施している。その他

にも、事前・事後指導、観察参加、他の教育施設の参観なども含めて、多様な教

育体験を組み込んでいる大学・学部も少なくなく、その内容や方法はきわめて多

様なものとなっている。

また、教員養成系大学・学部の多くが、教育実践研究指導センター、教育エ学

センター、教育実習指導センター等の教育研究施設を、教育実習のいずれかの段

階で活用している。そこでは、ＶＴＲやＯＨＰなどの視聴覚機器やパソコンの利

用法の指導、マイクロテイーチング、授業分析、授業シミュレーションなどによ

る指導、教材開発など、その施設の特色を生かした方法がとられている。しかし、

これらの施設は一般に専任教官が少ないために、その利用については、他の学部

教官の理解と協力が必要である。

実習の期間については、主免実習では、小学校の場合は法定基準の４週間が最

も多いが、それを上まわる５週間以上を課している大学学部が約半数を占めてお

り、中学校では法定基準の２単位以上課しているのが約８０％で、その中の約半

数が小学校と同じ４週間実施している。このことは、教員養成系大学・学部が小

学校教員の養成と同様に中等学校教員の養成においても教育実習を重視している

ことを示している。

しかしながら、全休的に教育実習の期間は以前よりも縮少されてきており、そ

こには、同一の時間に大学の授業と実習とが重複して行われる「二重履修」の矛

盾や、多数の主免実習生とともに副免実習生を受け入れるのには、現在の附属校

の規模ではおのずから限界があり、実習協力校に依存する大学・学部が多くなっ

段員養成カリキュラムの過盛ているという問題がある。そこには、 這習施認

」に絡んでおり、 力校の確保とともに それの不足ナ

本の在り方をも含めて根本的な検討が求められている

〔教育実習と大学の責任〕

教育実習は大学教育の一環をなすものであり、それが大学の責任において実施

されるべきであることは改めて指摘するまでもない。その運営組織として、大部

分の大学・学部が教育実習のための委員会（教育実習委員会、教育実習運営協議

会、その他）を設けており、実習の計画立案、実習校への交渉と確保、実習生の

配当、実習及び実習生に関わる諸問題の調整・処理等を行っている。大学・学部
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の多くが、教育実習をより効果的に実施するために、実習に関する学習内容の体

系的な順序性に応じたプログラムを組むとともに、本実習については、たとえば、

３年次実施の場合、「２年次末までに、一般教育、外国語科目、保健体育科目、

教職及び教科専門科目の合計４８単位」、４年次実施の場合には、「卒業研究の

資格を有し、実習の種類ごとに定める要件を備えていること」などのように、何

らかの履修条件を課している。

しかし実習の具体的な指導については、「研究授業の指導・助言」「巡回によ

る実習生の指導把握」「全教官による実地指導の分担」などを行っている大学・

学部もあるが、中には「連絡や挨拶のみ」や「教官が関わっている課程もあるが、

大半は事務官」という学部もあり、さらにはごく少数ではあるが「何もしていな

い」学部もあるなど、学部教官の指導の程度については、学部によってかなりの

相違がある。

教育実習の評価もまた、基本的には大学の教育責任に属している。しかし、現

実には教育実習が大学でなく実習枚で、しかもその実習校の教員の指導の下で行

われるため、評価はまちまちで、「実習校の評価を附属校で調整して評価する」、

「実習校の成績と実習生の提出物（指導案、実習日誌など）を総合して行う」、

「大学側の評価表にしたがって実習校が評価し、大学に提出する」など多様であ

るが、その中では「実習校が実質的に行った評価を、大学が形式的に承認して単
位を認定している」が約６０%で最も多く、「大学が成績評価を行う」の２倍強で

ある。

このように、大学は教育実習の計画立案はするが、具体的指導や評価について

は、大部分を実習枝に委ねているのがその実態と言える。そこには、大学教官の

教育実習に対する意識の問題がある。しかし同時に、学部の授業と並行して教育

実習が行われるために、教育実習に積極的に関わる余裕がないという問題もあり、

さらにまた、多数の実習生を多数の協力校に委託せざるをえないという実習施設

の問題もあるであろう。しかしいずれにしても、これらの問題が未解決なままで

は、大学の教育実習に対する責任は形式的なものにとどまらざるをえない。ｉｎ廷

のと二Ｑの窓一にしい龍に、Nして

自身の教育実習に対する責任を るとともにその在り方について根オ

；よ検討を加える必要がある

さらに、教育実習には実習委託謝金などの実習経費の問題もある。教員養成系

の大学・学部の場合には、一定の基準単価に基づく国費が予算化されているが、

副免実習生の増加に伴って、所定の予算額を超過した実習経費について、その総

額を従来どおり大学・学部が国費を支出するか、それとも－部を学生負担とする

か、という問題である。しかし、この問題については、現在の段階では従来どお
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り総額を負担している大学は約85%%であるが、「副免取得者に関しては自己負担

も止むをえない」とする学部が、「大学が単位を認定する科目の履修に自己負担

させるのは妥当でない」とする学部を相当上まわっており、「現状では一部受益

者負担も止むをえない」とする考え方が次第に一般的となってきている。

【障害児教育・幼児教育・養護教育・産業教育等】

〔障害児教育〕

現在、特殊教育諸学校の教員養成課程を有する４７大学・学部のほとんどが、

教育実習の単位を含めて平均約４０単位の特殊教育専門科目を開設している。し

かし、その運営に関してはかなり苦慮している。

その問題の主なものは、「基礎となる普通免許と特殊教育免許」の履修の二重

構造から生じている。例えば、系統的・段階的学習や必修専門科目と選択科目の

特定化の困難さなどであるが、これらは直接的、間接的に、特殊教育専門科目担

当の教官の不足からくる問題でもあって、教官定員の増加が急務と考えられる。

次に、免許状取得の二重構造から基礎免許状に関する履修の困難さ があり、入

学試験の在り方が問題になっている。入学時に基礎免許状の種類を決めることに

よって、その困難は多少とも解消されるが、実際には、基礎免許状として中学校

教科の免許状取得を希望しても必ずしもかなえられない大学が半数ある。これに

u､＝順位低い場合生の意欲が､,わブ加えて、 といった問題もある。

入学試験の在り方を含これらはいずれも、特殊教育の充実を阻む要因であって、

めて根本的に検討すべき課題を提出している。

また、３９大学（８３%）から、 守通免許状の取得妾件に障害児教育に関する科巨

が出されている。特殊教育や児童・生徒の人権に関す

現象への対応、教育実践の一層の深化・充実のために

えるべきだとする竜

る諸問題や現代の教育病理現象への対応、教育実践の一層の＄

も、この問題は積極的に検討すべき課題であろう。

なお、盲_二聾・養護学校の教員免許状の一本化については、 これに賀 成する

躯が叩反対はの調査 今後の一本化の禿19％）を得ており

向が予想される。

〔幼児教育〕

現在、３１大学・分校が幼稚園教員養成課程を設置しているが、その主な問題

点は、第一志望の入学者の確保の難しさ、就職事情の悪化による小学校副免取得

者の増加と、それに伴うカリキュラムの過密化などである。

この中では、特に幼児の減少傾向に加え、公立幼稚園が少ない事情もあって、
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幼稚園課程卒業生の約半数が小学校に就職し、幼稚園に就職した者（44%）を上ま

わっている実態があり、課程卒業後の就職や進路が最も深刻な問題となっている。

しかし、幼稚園教員養成課程は、設置当初から、必ずしも狭義の幼児教育機関の

人材養成のみを意図したものではなく、小学校低学年をも含む幼年教育を対象と

した研究と教育の発展の基礎として設けられた課程でもあった。このような意味

で、「 〃２ 題や'、ザ；：をもした「幼年教育」よどを倉

曹を生かし た今後のめた広い視点から、幼ポ 成教育の在り方を是の専門夢

と思われる。腹本的に検討する時期にきている

〔養護教育〕

現在、１４大学が養護専門課程（４年課程）、７大学が特別別科（１年課程）

を設置している。

養護専門課程の問題点としては、４年課程の場合は、「実習施設・病院・指導

者確保の困難さ」などが指摘されている。これに対して、特別別科の場合は、

「学部教官の認識不足」「専任教官の不足」「教員採用に不利」など、問題が多

い。特に就職に関しては、昭和６３年度の養護教諭としての採用は、４年課程卒

業者が99％であるのに対して、特別別科の卒業生はわずかに36％にすぎない。こ

れは、二種類の養護教諭養成の在り方に一石を投じる問題と言えよう。なお、一

学部からではあるが、児童・生徒の発達の質的差異と発達課題の異なりや、思春

期の病理、児童・生徒の心身の健康の維持などの点から、「校檀別の養護教諭養

が、これは今後十分に検討すべき問題成の必要性」について竜見が出されている

であろう。

〔高等学校職業科教員の専門教育〕

現在、高等学校の職業科（エ業、商業、農業等）の教員養成に直接関わってい

るのは２６学部である。これらの職業科教員の養成は、教科専門教育に関しては

関係他学部の協力が期待されているにも関わらず、その協力関係が形式的になり

がちで、その不備が指摘されており、

関係の強化が求められる。

吾学部の教員養成に対する理解と相互協丈

【一般教養】

教職の専門性は、本質的には、児童・生徒（被教育者）に対する教育能力に基

礎をもつと考えられる。したがって、教員養成教育は教職を志望する学生に対し

て、この教育能力の基礎を培うものでなければならない。

教育能力を形成する要素の一つは、児童・生徒の教育に関する専門的知識や技
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能であり、これは一般的な意味での教科科目の教育によって与えられる。次に、

教師は単に専門教育によって得た知識や技能を保有するだけでなく、それを児童

・生徒の成長発達にとって意味あるものとして伝えていかねばならない。この伝

達・教授が第二の要素で、これは主として教職科目の教育によって保障される。

専門課程の教員養成カリキュラムは、この教科科目と教職科目によって構成され

ている。しかながら、専門教育の高度化には個別化と分化の側面があり、それを

広い視野に立って総合していく力がなければ、その成果も人間形成という全体的

な活動とは無縁のものとなる。このような広い視野からの総合によって高度の専

門的知識や技能もはじめて教育力となるのであって、この視野を開くのが教育力

を培う一般教養であり、教員養成教育の第三の要素である。このような意味で、

教員養成教育の基礎課程として、幅広い一般教養を重視すると共に、その内容と
在り方が検討される必要がある。

Ⅱ－２－２教育職員免許法の改正と教員養成カリキュラム

今回の教育職員免許法の改正に伴う教育職員免許法施行規則の改正は、教員養

成課程を組織基盤とする教員養成系大学・学部のカリキュラムに大幅な変更をも

たらした。この改正は「教員の資質の保持と向上を図る」ことを目的としており、

現行の教員養成教育を見直す契機でもあるが、しかし他方では、現有教官組織と

施設・設備の不備のため、かえって問題を増幅させることも危倶されている。

【教職科目】

この免許法改正の大きな特徴の一つは、教職専門教育の重視にある。例えば、

小学校の場合、従来の基本科目であった「教育原理」と「教育心理学」及び「道

徳教育の研究」の３科目１０単位が、「教育の本質と目標に関する科目」「幼児、

児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目」「教育に係る社会的、

制度的又は経営的な事項に関する科目」「教育の方法及び技術（情報機器及び教

材の活用を含む）に関する科目」及び「道徳教育に関する科目」に細分化され、

さらにこれに「特別活動に関する科目」と「生徒指導及び教育相談に関する科目」

が新設・追加され、７科目１８単位となっている。しかし、このようか教職科目
の大幅な変更については、次のような問題が指摘されている。

第一に、教職必修科目は教員養成課程の学生全員を対象としており、これまで

ｉマスプロ教育の弊害が問題にされてきたが 単位数の倍増はさらにそ

れを常態化させるおそれがある。

第二に現有教官定員 で担当を調整するにしても、多数の受藷 を対象とする
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叫目数の増加によって負担過重は避けられない。

三に ＄にる、に び教材の活用が含まれるが

の受講者を対象として_これを実施するためにはスタッフととに竺設
がしている

第四に、新設の特別活動や生禍
8世
に関す る科目については、専任教官がいな

いために非常勤講師に依存せざるをえナ

五に、必修科目の細分化、内容の分割は 互の関連を暖昧にするだけ
、

の幅を狭め例 、教職叙一のも

ここで挙げた 総合大問題については の教員養成系 濱部の教職課程にとって

Iま他学部の教燗 皇の兼担によって、いっそう増幅されるという矛盾がある

攻職科目にも共遜題は他の しており、人的及び物的条件の早急の整備が強

<望まれる。

〔教育実習〕

教育実習では事前・事後指導が含まれることになったが、この点については、

従来から何らかの形で実施している学部が多く、「大学教官が事前・事後指導に

参加することを通して、実習に対する関心は高まるが、負担過重は避けられない」

「具体的には、時間割編成への組み込み方が問題」などと指摘されている一方で、

むしろ事後指導をどうするかについての積極的な対応は今後の重要な検討課題で
ある。

【教科科目】

〔小学校教科科目〕

小学校教科科目においては、教職科目の比重の増大による競合関係も含めて、

全体として「履修科目の細分化・過密化」「選択科目履修の困難」など、カリキ

ュラムの過密化がもたらす問題点が指摘されている。

しかし、その中でも最も大きな問題は、新設の「生活」科に関して提出されて

いる。「生活科の学問的根拠が不明で困惑している」「小学校の必修科目として

生活科が入り、教育内容、担当教官にとまどいがある」「生活科に対する共通理

解が困難」など、この科目の新設にとまどいを感じているところが多い。そのた

めに、「生活科検討委員会を設けて担当者、内容と方法について検討している」

「生活科の授業内容を検討中」「長期にわたる検討が必要」など、廷とんどの大
・学部が生活科に苦慮しており、専任教官の配当を求める声がきわめて強い。
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〔中等学校教科科目〕

中等学校教科科目では、甲教科と乙教科との区分がなくなり、乙教科の免許状

取得単位が増加したが、この点については、ほとんどの大学・学部が「従来から

上まわって課しているので問題はない」としている。しかし、ここでも教職科目

の増加のための過密化の問題が指摘されている。

教科科目の中では、「理科の実験は設備が不足している」「理科の実験の分離

・新設は、既存の設備での対応は困難」「実験、実習の増加については、時間割

への組み込みが困難」「コンピュータに問題、条件整備を伴わない理科の内容の

改定には問題がある」など、特に

となっている。また、これとの関

理科の実験について設備の不備が大きナょ問躍

これとの関連で「教官の負担増」を訴えている学部が多い。

〔特殊教育科目〕

特殊教育諸学校の教員養成課程のほとんどが基準を上回って専門科目を開設し

ているので、免許法改正による問題はあまりないが、ここでも基礎免許状の履修

の困難とカリキュラムの過密化、教官の過重負担が問題となっている。

以上のように、教員免許法の改正に伴う教員養成カリキュラムの問題は、その

大部分がカリキュラムの過密化、教育施設設備の不備、教官不足と過重負担等の

今回の免許法の改正がめざす教員義実のために問題に集中している。

力する‐とが必 であるが、しかし1'究付行の敷 にいっそう努lま、

これらののはってそのをげることにもなってり

ょ改善方策を講ずる’がある 。

Ⅱ－３附属研究施設および附属学校の現状と将来

Ⅱ－３－１附属研究施設の現状と将来

（１）教員養成系大学学部

教員養成系大学学部における附属教育・研究施設の中で全国のほとんどの大学

において整備されているのは、教育工学センターと教育実践研究指導センター等

に関連した施設である。これは、教員養成において教育研究施設が極めて重要な

機関であるばかりでなく、その機能が今日の多様化した教員養成に果たす役割が

大きいことを示している。

しかしながら、これらの教育研究施設の現状に関しては、各大学に設置されて
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いる施設面積が大小様々である。この違いは、それぞれの大学の事情によるとこ

ろもあるものと推定されるが、このような施設面積の差異は、教員養成系大学学

部に関する建築基準が他学部のそれと異なることによる。大学によっては、教室

面積を減らしたり、学生厚生施設面積を割いたりして，教育研究施設を拡充して

いる所もある。このような対応の仕方は、本来的に好ましい措置ではない。この

ことを是正するためには、教員養成系大学学部においても他学部並の建築基準を

適用し、に基づく雲をできるようにして霊センターの

尊研究の活性化を促進するよう配慮が望まれる ◎

次に、これらの施設の教職員の配置について見ても、教育工学センターには、

専任の教官が配置されている所は少ない。教育実践研究指導センターには、専任

教員が配置されているが、両センターには、ほとんどの大学において事務官は配

置されていないのが現状である。最近、多くの大学においては教育工学センター

を教育実践研究指導センターへ改組する動きがあり、その実現も着々と進んでい

る。教育工学センターは、その設置目的から見て大学に必要な教育研究施設とし

て設置したにも拘らず、人的配置がないという理由だけで改組せざるを得ないと

ころに問題がある。教育工学センターと教育実践研究指導センターとは、教育研

究の役割が異なり、それぞれ独自の教育研究の目的を担って設置されたものであ

れば、教育工学センターをそのまま教育実践研究指導センターへ改組することに

は疑問もある。むしろ、これらの施設に専任の教官を配置するなどの方策も考え

られよう。また、両施設ともに事務系職員が配置されていないために、教官がそ

の役割を果たしている施設が殆どである。これらの施設が教育研究上有効に活用

され施設の機能を発揮させるためにも、人的配置が早急に対処されることを要望

する。

第三には、これらの附属教育研究施設とは別に大学独自の計画に基づき設置し

ている教育研究施設は、教員養成系大学学部には少ないが、大学の地域的な事情

や社会的な要請に基づいて、独自な施設が設置されている。僻地教育研究施設・

大雪山自然教育研究施設・寺山自然教育研究施設・特殊教育研究施設・野外教育

研究施設・海外子女教育センター・理科教育実習施設・野外教育実習センター・

実技教育研究指導センター・障害児教育実践センター・カリキュラム開発研究セ

ンター・障害児治療教育センター・湖沼実習施設・実技教育研究指導センター・

体育研究センター・障害児治療教育センター等である。これらの教育研究施設等

では，各大学の地域的特色や人的条件等を活用しながら，教員養成の目的に適っ

た教育研究が行われ、教育実践の面とアカデミックな面とに関して優れた業績を

あげている。これらの施設は教員養成系大学学部における独自な教育研究に寄与

すると共に、教員養成にとっても重要な役割を果たしており、今後も、条件の整
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ったところには、施設の拡充や新設が図られるよう要望する。このことは、地域

社会における大学の役割という観点からも、研究教育を通して地域社会の活性化

に多大な影響を与えることができよう。

第四には、各大学において着手している既存の施設の見直しに関してである。

教員養成系大学学部における教育実践研究指導センターは、今後いっそう重要な

役割を果たすことが考えられる。この施設は、今後教育実習の事前・事後の指導

に加えて、現職教員の再教育・研修の場として活用されることも期待されている。

さらに、将来的にはこの施設は教員養成や教師教育に関係するだけでなく、学校

教育全般の科学的認識に関する機能をもつことも期待される。今日の学校教育に

おいては、学習遅滞と登校拒否の現象は、社会的にも深刻な問題として論議され

ている。これらの問題に対処するためには、いっそう高度の専門的な知識と技術

が要求される。これらの機能を充実させるための見直しが、今求められている。

たとえば、二・三の大学においては教育実践研究指導センターの中に「障害児

教育部門・教育相談部門・生涯学習部門・情報教育部門」を置き、学部における

教員養成を総合的に研究教育しようとする計画が進められている。その他にも、

発達・臨床研究センターとか総合的な教師教育研究施設や幼児教育実践研究指導

センター等の構想を検討している大学もある。既設のセンターに部門を増設する

ための学内検討委員会を置き、その計画構想に着手している大学もある。これら

の大学においては、教育機器中心主義から脱去して、今後の教員養成は教育を総

合的な行為として認識する見地から、多様化する教育に対処できるような施設セ

ンターを計画している。また、大学によっては、地域的な特色を生かした計画と

して地域文化教育研究センター構想を検討し、自然科学教育部・社会科学教育部

・芸術科学教育部等の部門を置き、教育の基礎科学を地域文化の柱にしようとす

る構想もある。その他の構想としては、自然教育センターとか情報教育実践研究

センターとか理系機器共同利用センターという特色ある構想を検討している大学

もある。

このように、多くの教員養成系大学学部においては将来の教員養成の在り方を

生かすための具体的な教育研究施設構想が検討されている。条件の整った大学か

ら、施設の教育研究機能の改善充実、将来の教育文化発展のために必要な施設セ

ンターの創設等が期待される。

Ⅱ－３－２附属学校園の問題と将来

教員養成系大学における附属学校園は、もともと教育実習・教育研究・教育実

践の先導的試行と模範的教育実践の機能をもつとみなされてきた。それでは、現

在の附属学校園は、これらの問題に対応することができているのか。そして、将
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来的には附属学校園はどのような役割を果たすべきなのか。また、現在の附属学

校園における教育の改善すべき点は何か。これらの問題に関して、基本的には附

属学校園は上記の諸機能を果たすべきであり、将来においてもこれらの機能を担

う必要があると考えられる。しかし、このような基本的な認識にもかかわらず、

附属学校園に対する社会的な認識は厳しい。附属学校園の原点からの見直しが言

われている今日、今後の附属学校園の在り方に関する検討課題にふれておく。

第一に、教員の資質向上の施策が進められてきた今日の状況のもとで、附属学

校園の果たす役割は従来以上に重要性を増している。そのために、まず現行の公

立学校教員との賃金格差を早急に是正することは急務である。公立学校との人事

交流の促進にあたってもこの点が壁になるからである。

また、新免許制度及び初任者研修制度のもとで、大学における教育実習のをい

ぎあらしめるためには、あらためて教育実習の内容と体系等について、各大学に

おける独自の検討がなされなければならない。

さらに、附属学校園における教育を、教育における研究開発と結びついたもの

として実現していくためには、カリキュラム開発や、今後の学校教育に不可欠な

教育の「国際化」と「情報化」、および生涯学習における役割などに関して先導

的な役割を果たすべきであろう。

第二に、附属学校園の役割の中で、大学との関係の重要性について十分に認識

しなければならない。附属学校園は大学における教育研究の一環を担うべきであ

り、教員養成系大学学部における教育研究は、附属学校園における実践的な研究

と相互に関連し機能しなければならない。医学教育が大学における基礎教育と附

属病院における臨床教育によって行われているのと同様に、教員養成における研

究と教育もまた、大学教育と附属学校園における実践的教育とが密接に関連して

行われることが望ましい。具体的には、附属学校教官の教育研究開発を促進する

ための予算措置を積極的に講ずることなどが期待される。

第三に、今後の附属学校園は、大学院修士課程における臨床的な教育研究と現

職教育の場としてのあり方をも検討すべきである。修士課程の学生や現職教員が、

附属学校において自己の研究課題と取り組みつつ、児童生徒の教育過程の検証に

も関わっていくことが期待される。また、学部教育と附属学校園との関係は、各

大学学部に付置されている教育実践研究指導センター等を活用して、新しい教育

と研究の関係を模索することが可能である。

第四には、附属学校園のあり方についてである。社会的には、附属学校園は特

定の者が入学できるかのような風評があるが、各大学においてそれぞれの教育研

究の目的と結びついた入学者選抜が出来るように、入学試験の改善についても検

討しなければならない。また、多くの附属校園は、「幼一小一中（ないしは高）」
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という一貫教育が可能な条件を具備しているので、今後の附属校園のあり方とし

て検討すべき重要な課題がそこにある。全国の附属学校園が、すべて同じ姿であ

る必要'性はないのであるから、それぞれの附属校園が、独自の教育計画をもちな

がら地域社会における先導的な教育の場としてのユニークな校園づくりに努力を

することが、附属学校園としての存在理由を明らかにすることになる。

第五には、附属学校園の管理運営に関する問題である。附属学校園は、大学学

部の教育と研究の場である限り、その管理運営の基本的責任は大学学部にある。

しかしながら、これは管理する機関と管理される機関の関係ではなく、それぞれ

独自性を持ち自治的な校園の、相互に連携しあう関係が保持されなければならな

いことを意味している。少なくとも、大学学部の附属学校園であるかぎり、その

教育は、大学学部における教育と研究と密接に関係したものとしてつくりだされ

ていくことが期待されているのである。

Ⅱ－４教員養成系大学の大学院と現職教育

Ⅱ－４－１教員養成系大学の大学院

教育職員免許法の改正によって、大学院修士課程修了を基礎資格とする「専修

免許状」が新たに設けられ、教員の高度の専門職性に法的基礎が与えられた。し

かし平成３年現在における設置率は６３．２％（３１大学。学部）で未設置は、

３６．８％（１８学部）である。

教員養成系大学院には、「教育学研究科」と「学校教育研究科」とがあるが、

いずれも教員の養成を一義とする「○○教育」という教育系の専攻によって組織

されている。また、入学定員の約３分の２を３年以上の教職経験を有する現職教

員を当てている３教育大学の他、その他の大学院でも、大学院設置基準第１４条

に基づく教育方法の特例措置を適用して現職教員の受け入れを進めているが、こ

れは教員養成系大学院の現職教育重視の方向を示すものとして注目される。

しかし、入学定員の充足率は全般的に低く、昭和６１年から６３年の３年間の

平均は、８割以下にとどまっている。この充足率の低さは、個別的には応募者数

の定員割れの問題もあるが、受験生の質や入学試験の在り方等の問題も含めて再

検討の余地があると思われる。

また、大学院入学者の男女の比率は、男子が約７割で女子は約３割であり、修

了後の教員就職者も、男子が入学者の約９割であるのに対して、女子は約７割と

低い。このことは、女子の場合は、単に入学指数が少ないだけでなく、就職も厳
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しい状況にあることを示している。

しかしながら、 今後の状孜｜膠免許状の制届

も予想されるのであって ご現職教員の受 け入れについては 行財政上の私

的な措置が望まれるとともに、高度の教員養成教育の機会均等を保膳

差を正するためにものの設置が促迫

し、その地

される必要

がある。

Ⅱ－４－２教員養成系大学における現職教育

大学の社会的役割として、学部・大学院等による正規の教育活動の外に広く社

会に開かれた教育活動がある。聴講生・研究生の制度・公開講座等はこうした教

育活動の伝統的な形態であるが、さらに近時では生涯学習が強調され、大学にも

その役割への期待が高まっている。

教員養成系大学・学部にとっては、一般的な社会人受け入れや社会人向け公開

講座等も意味のある活動であるが、現職の教員に対する教育活動一現職教育が大

切な任務となる。従来から教員養成系大学・学部にとって現職教育がその本来の

任務の一つであることは広く認識されていたが、実際の取り組みは必ずしも十分

とはいえなかった。

昭和３０年代までは師範学校時代の遺産によって、教員養成系大学・学部も教

育界とのつながりが強かった。さらに過渡期における教員資格の格上げのための

認定講習会の開催等により、地域教育界への寄与を行っていた。

その後、地域教育界においては教育研修センターの設置を軸に行政の手による

研修が整備され、体系化が進められてきた。最近では、初任者研修制度が全面的

に実施されたことにより、教員のライフステージに沿った研修が体系化されよう

としている。

この間、教員養成系大学・学部においては自らの「師範学校」的性格を脱却す

ることに主目標がおかれたために、現職教育の任務は脇におかれがちとなった。

昭和５０年代になって、当時「新構想」と呼ばれた現職教育を主目的とする教

育大学（大学院）の設置により、この問題は新局面に入り、その後、既設の教員

養成大学・学部にも大学院の設置がすすめられ、現職教員の受け入れも一定程度

すすみ、今日に至っている。

教員養成系大学・学部が任務とする現職教育には次のような種類がある。

－，正規の学部教育以外の方法によって教員資格を付与するための教育（聴講

生、認定講習）

二、教員の自主的研究、研修への援助（公開講座、現職教育講座等）
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三、大学独自の現職教員の教育（学部への派遣生、大学院への現職教員の受け

入れ）

四、教育行政機関による研修への協力

上記のうち一、二、四はそれぞれ重要な役割をもっているが、今後、教員養成

系大学・学部にとって最も重要なものとなるのは三の領域である。とくに大学院
レベルのは￣の証という、もあるが、それＬ上に

の内容・方法の高度 こあたf本来取り誰ぺ

要請されている堅
[獄大学院レベルにおける現職教育は

暁によって制度的に確立したが、

馨想」と呼ばれた教員のために大
、U’■

の後既設の教員養成系大 、学部にも修士

邦に及」大

６３２０ここっ￣の舅なっていろ、

現段階における第一の問題は教員養成系大学・学部の大学院に現職教員の入学

者が必ずしも多くはないということである。現職教員が全入学者に占める割合は

３６．６％（昭和６３年度）にとどまっており、しかもその大部分が３教育大学

の大学院に偏在している。

この原因の第一は、在職のままで大学院に入学できるための制度的保障が不十

分であることにある．教員の現職教育を主目的に設置された３教育大学には各県

から教員を派遣した場合の教員補充についての財政措置が国によってなされてい

るが、他大学の場合には各県の自主努力に任されているのが現状である。国によ

るを３にすることなｉ教育を中心とする針

を採る他の大学へのM｢遣拡大すＫ求められる

ままの、、壁こする:ｕ１ｒ－ｉ･B-がるとすれば

て採られている特約退職制度の条件において復職を保侭

目におい

する制度）設定

と活用が望まれる。

一方、教員養成系大学院においては現職の教員を受け入れる教育方針を確立す

るとともに、早急に条件整備を急がなければならない。例えば入学試験において

大学院レベルということを既成の観念のみで捉え、実質的に現職教員を排除する

ことになっている場合もある。 〃.0.2＝＿恥学院は現職教員詞かれた教
■

弓をすすめるとともＩ 新しく式 屍の証 ロ画する大学においては 見職教渭

を核と木目Ｉ=されて
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芦宮１１１言室

一応受プ=言二 ‐言二吉旧B【二二お０ナ そら孝文儂雪義畳｣豆迄

Ⅲ－１新免許制度と一般大学・学部

【新免許制度の受けとめ方】今回の新免許制度は、一般大学の教員養成にとっ

て大きな意味をもち、「大学における教員養成」の、重要な変わり目になること

も予想された。たとえば、いくつかの大学学部は、再課程認定申請を断念する、

あるいは特定の教科または特定の校種の再課程認定申請を断念するという状況を

もたらした。このような事実と関わって、新免許制度についての様々な受けとめ

方があった。

第一に、専修免許状の性格や取得要件についての疑問が提出された。たとえば

専修免許状取得のために、教科または教職で取得できるとしたのは暖昧であり、

専修免許状の趣旨がわかりにくい等であった。

第二に、履修科目の指定や単位数の指定は、各教科科目の特性に応じて自由度

があるべきで、基準は大まかで幅広い運用のできるものであるべきだが、大学設

置基準における自由化とは逆に限定的な性格をもっている等であった。

第三に、教職科目は、とくに新規科目について、担当教官の不足が目だち、教

育内容の低下が危倶される、新規科目の基礎となるべき教育学の発展が裏付けと

してあったのか、専門の研究教育の担当者の需給関係についての現状認識が裏付

けとしてあったのか疑問である等であった。

たとえば、従来の教育原理、教育心理学に相当する４領域については、学問の

現状を正しく反映しているか、また現状における担当者の配置に適合するかに問

題があり、結果的に無理な授業開設や、水増しの授業開設を招き、かえって教職

教育の質の低下を招くのではないかとの危倶が表明されていた。同様に、生徒指

導や特別活動の必修化等についても、大学教育として確立するための困難のある

ことが指摘された。教科教育法は履修単位数削減の傾向となり、各大学における

教科教育法の位置づけが、法改正の趣旨に合致するかどうかにも問題が残された。

一般大学においては、とりわけ教職科目の比重の増加が、様々な問題をもたら

した。教育学部や非常勤講師への依存度が増大し、そのため一般学部としての教

員養成への姿勢が弱体化するのではないか、免許状取得自体が困難になるなので

はないかなどの指摘もあった。学生の履修上の負担の増大、時間割編成の困難、

教職課程を４年間で併修させることの困難等についても指摘があった。

以上の諸問題を制度的に改善する方策を引き続き模索することが期待されてい

るがｎ時に学生の 力を自由に ら教職を選ぼうとする優させつっ
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が稲極的に講するような創意工夫が舵よる‐ｘできる を各大が、

められている。いっそう易

【教職科目の開設方法】次に、教職科目の開設方法に関する１９８９年５月の

課長通知において、教職科目について、施行規則に定める欄の区分を超えて授業

科目を設定してはならず、各欄毎に別に授業科目を開設しなければならないとし

たことに対して、大学のカリキュラム編成の自由を求める意見があった。具体的

には、たとえば生徒指導と特別活動は密接に関係しており、またそれは教育全休

と関係しているにもかかわらず、生徒指導と特別活動を複合した授業科目は認め

られない、それぞれ独立の授業科目としなければならないのは理解し難い等であ

課栓定のための審査と実際の授業展開の関係の問題はｊ:お空った゜しかし、

笥題であ大学；よ取り組みが期待される後の具体的展開の

【中学校理科教科科目等】今回の教科科目の基準改定の中で、とりわけ多くの

大学で問題になった点は、中学校理科の実験の単位増加に関する問題であった。

中学校理科の実験の単位増は、理科全科目にわたって教職科目のための実験が増

え、とくにコンピュータ活用を含むことにより、教官の負担増、施設設備の不十

分さ、また授業実施に要する経費等の問題のあることの指摘があった。

に一般大学における中学理科の免許取得者の減少がヨこれらのことから、

股大学においても教職を志す者に対して履修しやすい条件を積極想されるが

△える－とが-'；される 。

【人的物的条件の整備し関する要望】一般大学はもとより教職課栓を実施す

る教育学報の側力らも他学郊学生を配慮した時間判編成授業内容の編成教

室の確保等の種々の戸て困難が生しることが鈩摘されとくＩ担当者の不足

施設の不足機器の不足等が深刻てあるとの指摘が多力っナとりわけ教官定

員蝉を要望するとの竜見が多くな力ても新規の授業科目Ｉ対応するための教

官ipdが必要てあることを多くの大学が訴えていナ

具体的Ｉは次の諸戸Ｉついて積極的な竜見要望が提〒されている

－１ののためののＩは戸がてる

委員会としても制度改正の趣旨をレカす教職教育の改善のナめＩとく1-人的

的条件門のための財政的保障を要望する ◎

よかった生擶
■４

とりわけ-コ。

活動新規の敷

＝
■＝ ：にはＦ,

職科目の実施に関する条件整備 あるこの分野の敦笥題が

肝究を準備するための定＝増 の条件整備を行う とを期待する
、IJP
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別↑ 導における 現場教た型教育実践に関連の深い科目の開設や教育実 習の

大学学部Ｉついても髪に、ては 算の裏イけよる非常Ⅱ講師の

を要望する。

二に、狭義の教職課程のみならず、、に、心するためのな

上の措置を講じることを要望する。たとえば、理添ののにともな

￣増、＝のう＝のの、の、′、の

掌充実に必要な諸経費の措置が期待される。とくに、コンピュータ活用の

肩プ導入Ｌ関してＩ特段の条件.＿望する 。

の専任教官のみならず、事務官の不足を整卜する‐ともすべての領第三に

要望する。

【課程認定の問題】今回の免許制度改正により全面的な再課程認定が行われたが、

これにともなって課程認定の基準が必ずしも大学の実態に適合しない面のあるこ

とが指摘された。とくに、 写課程認定〒綿きの池 斗仏の

則が、総合大学の組織上の特色や、と、のな調、のの壺

育の体制と必ずしも適合せず、大学の実情に適合するように配慮されたいとする

要望はかなりあっ迄。たとえば、 壬教員の置等に関して総合大学における

進lＥ＿図､、－ｚ・には二辻、＿＆ピニ０．ナー．~二四

の指摘があった。社会科や理科の課程認定を受ける学科の場合、

邪間`?

虞されたいと

との関係Ｉついてはいっそうの配慮がと個々の学科の狭義の

期待される。

実際の課程認定審査のでは熊 Biじた行政指導も行われたが

迦麺

写課程認 査の 栓で実際に適合し鼻 かつた,、－ついては全面的な

検討を期待する。

Ⅲ－２一般大学・学部における教員養成の状況と教職課程

Ⅲ－２－１一般大学・学部における教員養成の状況

一般大学における教員養成の役割を考察するに当たって、一般大学・学部が実

態的にどの程度教員養成にかかわり、どれだけ教員の供給にかかわっているかが

問題である。国立の一般大学・学部における教員養成の実状を明らかにするため

に、昭和６１年度の教育実習者数、教員免許状取得者数、教員就職者数の概況を

例示して、その特徴を明らかにしておきたい。
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昭和６１年度

卒業者実習者小免中免高免免許計就職者

文２１６３１１８３１９７０９８８６１６２４２３６

人文３８２４１２９６１０８６１１７４２２６０３３０

教育１０４４７２２７３４０６１９９９１２３４

教養１４８０３８１２４５２９４５３９６３

法３８０７１７３５９８０１３９１３

経商６６０２２９１１１５２４８３６３４５

理５１５３２４９８１１２８０２１２７３４０８６５４

エ２２６１６６６２２８８２０６５２３５３１５３

農５５５６１００６４７９１０６６１５４５１５６

水産１５３８２０７１２０３１９４３９７４

医歯９０３１３１３１

薬看７７９６４６１９６６１９

芸術５４１３３６２５７２６０５１７１９

体育２４２２４０２３４２３４４６８１０８

家政２５５１９７２６１４５１６１３６０３１

学部計56503９４００５３５３６３9552150852136

大学院12159１６０４６１７５９１８４６９１８

院含計68662９５６０５３540911311169313054

教員養成18946304161422515194127214823110684

全数87608399761427820603250326516713738

（註）上表の学部系統分類は、次の要項に基づいている。

＊１，人文系学部には、法文、比較、日本、国際、社会等も含めた。

＊２、教員養成は教員養成系教育学部を参考に挙げた。教育には教員養成

系を除く教育学部、人間、文教等の学部を含めた。

＊３，教養系学部には、総合科学、外国語系学部を含めた。

＊４、法学部に、法経学部を含めた。

＊５，経商系学部には、経営学部、商学部を含めた。

＊６，理学部には、自然を含めた。

＊７，エ学系学部には、基礎工学、理エ、電気、社会工学、商船、エ芸、

を含めた。数学、理科の免許を内数で示すと次の通りである。

理科１５３数学１１３

＊８，農学系学部には、農林、園芸を含めた。

＊ｇ、水産系学部には、畜産、生物資源を含めた。

繊維
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＊１０、薬看系には、薬学、看護、養護を含めた。

＊１１、大学院には、教育系大学院を含めた。単科の教員養成系大学院修了

者を内数で示すと次の通りである。

年度卒業者実習者小免中免高免免許計就職者

昭和６１年７６５３０００９１１２８４７６

この数字から大学院修了者で教員就職する者の約半数は、単科の教員養成

系大学院修了者で占められていることがわかる。

＊１２、免許状合計枚数が、小学校、中学校、高等学校の免許状枚数の合計よ

りも多いのは、障害児教育や養護教諭の免許状も含むからである。

昭和６１年度の場合、全体としての卒業者中、教育実習を受けた者の割合は、

１６．６％である。高等学校教員免許状と中学校教員免許状はほとんど重なって

おり、卒業者中、高等学校教員免許状取得者の割合についてみると、１６．９％

である。卒業者中、就職者の割合は、３．８％にすぎないが、高等学校免許取得

者数に対する就職者の割合は、２２．４％となり、免許を取得した者の中、２割

強が教員になっている。卒業者中、高等学校教員免許取得者の割合及び就職者の

割合を、学部別にみると、文学部４１％及び１０．９％、人文系学部３０．７％

及び８．６％、教員養成系を除く教育学部５９．３％及び２２．４％、理学部４

１．３％及び１２．７％となっている。工学系学部は、免許取得者、就職者に有

意の数を示しているが、母数となる卒業者数が多いので、教員の志向は低い。以

上により、教育学部を筆頭に文学部、人文系学部、理学部等の教員養成の機能は

注目すべき数値を示しているといえる。

昭和６２年度、昭和６３年度についても、全休としてさらに漸減傾向であるが、

ほぼ同様の傾向が見られる。

以上のことから、

主として中等学校ヨ

文、人文系、教員養成系を除く教育、理等の学部においては

（よ として重要な位置を占めていることが■０ 成の

指摘できる。

Ⅲ－２－２一般大学・学部における教職課程の課程認定と管理組織

【教職課程の課程認定】

（１）今日、国立大学の学部の９５％以上が、教員養成のための教職課程の認定

を受けている。

（２）認定課程の種類等は、以前は１学科あるいは１専攻に複数の免許教科が認

定されている場合が多かった。しかし近年課程認定を受けた大学学部では、人文
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学部、文学部以外では複数教科の認定は例外的である。

（３）学科専攻等の改組新設に際して、新規課程認定の過程において、認定不許

可となるケースがかなり見られた。これは、課程認定の審査方法が変化してきた

経緯と関連している。この点について次のような問題指摘があった。

１）１学科１教科の原則によって申請教科が不許可になった。そのため、以前に

複数の教科の認定を受けていた同系の学科、専攻との間に、認定された免許教科

科目にアンバランスがおこった。

２）現在の認定基準は、近年の大学の組織の見直しによる改組再編によってつく

られた新しい総合的な学科や学際的な研究教育の構想に基づく学科の規模や教育

課程の広がりに適合しない点があった。

３）現在の基準では、カリキュラム編成や教官の配置における困難があった。

以上のように、 Ｄものか字の組織騒構の実態と適宕

いるかどうかあるいはのにともなう亀のとして

分な包括'性のある基準であるかどうかなどの点が、問題となったケースもあり

今後の検討を期待す石 。

【教職課程の管理と実施】

次に、教職課程を管理している組織については、全学的な教職課程委員会等を

設けている大学は多くはない。各学部がそれぞれに行っているとみられる場合が

相対的に多く、教育学部が行っているところもかなりある。各大学の実情による相対的に多く、

ものであるが、 字部単位で実刑 が紺封印に多い点ご問題がiｌ

考えられる。

さらに、教職課程を実施している組織についても、全学的な教職課程実施機関

を設けている大学は少ない。教育学部が担当している大学や全学機関や各学部と

協同している大学がかなりあるが、各学部で実施している大学・学部もかなり多

く、大学数で３分の２になっている。この場合も、各学部単位でそれぞれ実施し

ている実情に種々の問題がある。

このような教職課程の管理、及び教職課程の実施に関して、改善すべき問題に

ついて、次の諸点があげられる。

１）教官定員や予算増額などの要望

教職課程の管理運営、実施にともなう教官及び事務の定員、及び相応の予算措

置を多くの大学が要望している。

Iまプ・・・･学校教員の養成に

一般大学・学部は、教員養成を目的とするので

しては現実にその機！ をIまた ており、ま

た課程一によって'~政上も

育研究に対して、人的物的柔

馴度化されている以上、機能として行われている教

牛整備が長年にわたって行われてこなかったことに
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問題があり、－艘大 程の占 望す石 ｡

２）カリキュラムや学生指導体制の改善

カリキュラムや時間割編成、あるいは教育実習に参加する学生の指導の問題、

教育実習枚の確保と実習校との関係の問題、また教育学部と一般学部の関係の問

題等多くの問題があり、多くの大学がそれらを検討課題としてかかえている。い

一般学部における教職課程を改善充実するためには全学的ナずれにしても、

地から部局間の 周整を図り に教職課程の実施に段 ろ教育学部との関係

瓢局間連携の密接化が重要な課題Ｉこなっている。

３）全学的な管理組織の必要

以上のことから、全学的な管理組織の必要性についての要望が強い。

実態的には、各学部単位で教職課程を実施している大学の方が多いが、教職課

農センターの新設、教職課程委員会の設置等の全学的な管理組織、教育学部と－

の全学的屯 する連絡協議会里 が多 各大学にお部との一一 急に各大学における自主的ブ

牛整備について強く る。

【教職課程の事務組織】

（１）教職課程の実施に必要な事務を行っているのは、大学事務部（全学的）、

教育学部事務部の場合もあるが、各学部事務部で行っているケースが多い。

（２）教職課程の事務組織機構の改善すべき点は次の通りである。

１）全学的な教職課程センターの設置を希望する。

多くの大学は、「全学的な組織（例えば教職課程センター）の設置が望ましい」

「教職課程関連センターの設置が望まれる」「教職教育センターの設置を希望す

る」「全学的に統合されたセンター的組織が必要である」等、全学的な組織の設

萱を要望している。この問題の具体的な実現を期待する 。

２）全学的な管理組織が必要である。

「全学的な管理組織が必要である。教育実習等に関して専門的な担当事務官の

充実が望まれる」「教職課程のための独自な事務組織を必要としている」等、全
綱、存に胴 。

３）専門職員の配置、専門の事務組織が必要である。

「学生に対してより細かな指導をし、実習校とより綿密な関係を維持するため

に教職課程を専門に担当する職員が必要である」「教職課程に係る事務処理は、

高度の専門知識を必要とするので、将来的には専門職員の設置が望まれる」等の

il〔職課程のための特別な専門＝『望する意見が多く、 ◎
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【一般学部における教員養成と教育学部の関係】

現状においては、教育学部がすべての教職課程を維持している大学・学部が三

分の一程度あるものの、原則として学部単位で教職課程を実施し、部分的に教育

学部に依存している大学・学部の方がはるかに多い。しかし、原則的に学部単位

で実施するといっても、実質的には非常勤講師への依存等によるものであって、

学部で独自の教職課程を実施するものではないので、この点には問題がある。

「教職科目の教育学部依存は今後も継続したい」とする意見が多いのは当然で

あるが、教育学部のない大学もあり、「各大学の実状に応じた条件整備」が必要

大学のの差をふまえてののロを査である。

の＝部を教養部において上する必要がある。とくに興一教職科巨課題をB：

てきたのための

によってなる。がすすめられる、画で、

けをあらためて検討する必要がある。いずれにしても、全学的な新しい組織によ

るかは それぞれの大字の実情に即して検するかあるしは教育学部に依

なければならない。

現状はとにかく、全般的には、全学の教職課程に対する教育学部への期待は大

きい。ただ、「学部独自の教科科目により質的に高い教員養成に責任をもつ。教

育学部にすべてを委任するのはよくない」ので、「教職課程を担当する施設を学

内共同利用施設として設置する」必要があるとする意見がかなりある。そのため

に、「教職課程センターを設け固有の事務をもち、学部と共同で行う」「教育学

部に過大な期待はできない、教職課程を教育学部から機構上独立させることが望

ましい」として、「大学外に教職課程のみの専門教育機関を設置する、教員希望

者はそこで教職課程を履修する」という方法が考えられている。この点について

教育学部にも「教育学部も専門教育を行っており、全学的な組織が有効である」

との意見がある。

このような全学的な組織としての教職課程センターの設置計画等が具体化され

ている大学は多くはない。むしろ、教育学部があるので、その必要はないとする

大学の方が量的には多い。しかし、「教職課程の管理、実施、研究を行う全学組

織」が必要であり、早急に具体化する必要があるとする強力な意見もある。その

方法としても、「センターを一般学部の共同組織とし、教職と教科を含むセンタ

ー運営委員会を設ける案」などが提案されている。

この問題については、各大学の実状に応じた将来計画を確立する必要がある。

－の－においては

運営方法_を曜立する八がある。しかし、<のにおいては、むしろ

邪の機能を強化して、教育学部自体が教職課程センターとしての機能を持つこ

る

と

－５２－



がされているるいはの本、セン－を

せて、全学の教職課程に責任をもつようにすることも考えられている。

さ

その一方を画一的に整備するのではブ くじていずれの戎各大字の実状に

篭_も匡回;_でロセンターの=加；ブヘに

ついては、早急に予算措置が識じられることを要望するまた、教育学部が、全

の教職課程センターしての擬能をもつ大学においては教育学部の

の見しによる学部組織の整がで ｡

【一年制の教職特別課程】

「一年制の教職特別課程を設けることや多様な教員養成課程の選択の可能性を

提供する」ことについては、学部教育に教職課程をとりこむことがカリキュラム

の過密化であり検討を要する現状にあるので、一年制の教職課程により、学部専

門講義と教育実習の重複が避けられ、教職に関する意識を確立するためにも、有

効であるとする意見がある。しかしまた、「教職教育は大学教育全体を通じて行

うべきで一年の短期で教職課程を済ませることは教員養成の質の低下をもたらす」

ので反対であるとする意見もある。

要は、多様な教員養成システムの一つとして、教職課程センターなどにより試

みられるべき制度であり、全学の教職課程に責任をもつセンターの設置を前提と

ょ教員養成の選択の面を用意すそして考えることが出来よう。

べきであり、一年制の教職鑑 のみを用意するというのではブという形JJu

今後ので一つの可能性を用意することについては広く支持されており

における教員養成の一つの在り方として考慮さるべきである ｡

【教育学研究を主とする「教育学部」のあり方】

教員養成を直接の目的としない教育学部の研究教育を教員養成とどのように関

連させるか、とりわけ教員養成をめぐる状況の変化を展望しつつ今後の教育研究

のあり方をどのように位置づけていくかが問われている。

これらの＿のりについてもののと‐からえて

問研究を教；よ立脚点 であるべきであり成への視点は基 教育字の

員養成にどのように関わらせていくかがいっそうにうことがされる。

たとえば、広義の人間形成と教育実践に焦点化され、教育者養成機関の後継者

養成に直接役立つような、人間科学に関する研究と教育の機関であるべきことは、

教育学部にとっての基本的な責務であるということができる。
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Ⅲ－３一般大学・学部における教職課程の改善努力や問題点

Ⅲ－３－１教職専門教育の改善努力

一般大学・学部において、教育原理、教育心理学（青年心理学を含む）等を独

自に開設したり、改善計画を実施できる条件をもつところはきわめて少ない。そ

のため、担当者個人の努力にまつか、あるいは担当学部である教育学部や教養部

の論議に任されている場合が多い。

第一に、教職に関する選択科目を開設している大学は少なく、一部の大学では、

教育学部の開設する教職選択科目を履修させているが、独自に教職選択科目を開

設している大学はきわめて少ない。ごく一部の大学で、「コミュニケーション、

職業指導、教育工学、企業内教育等、身近な話題で幅広い知識が得られるように

選択科目にエ夫している」等、自ら教職を選ぼうとする者に対する大学学部とし

ての独自な教育体制がないわけではないが、少数の大学である。

第二に、教職教育の改善については、基本的には、担当者個人に任されている

が、その中で「断片的な知識にならないように工夫している。教育を限定してい

る社会への視点を重視している。また、臨床教育の成果もとりいれている」とか、

「人間学を基礎として多様な教育方法を導入している。本質的で教育実践に有効

な教育内容を精選する」などの意識的なエ夫はなされている。

第三に、方法上の工夫に関しても、「ビデオ等の視聴覚機器の活用を図ってい

る」「聴覚教材の活用による教育内容の充実、優れた教育実践を視聴覚によって

学ばせる。実習経験者の報告なども活用する」とのとりくみは行われている。

しかし、一般学部対象の教職課程は、多くの場合、学部専門教育に対して付加

的な状況におかれていることは否めず、受講者数や教育方法の点からも、多くの

検討課題を残しているということができる。

一般大学における教職教育の改善措置は遅々しているが以上のように、

｣．ナの工■二Ａ＿・の工が主としてニト.、’

志によって努力されており、今後もますますこのような努力が必要であり、それ

を可能にするためにできる限りの人的物的条件の整備が望まれる。

Ⅲ－３－２教職科目の教育と学部専門・教科科目の教育の関係

新制度による教職科目と教科科目の教育及び本来の学部専門教育の関係、とく

に時間割編成等の技術的な問題についても苦慮している大学が多い。一般大学の

場合、教職科目と教科科目の時間割上の関連に支障があるとの苦情が多かった。
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要するに、履修単位数の量的な増大が、一般学部における教職科目・教科科目

と学部専門科目の競合をいっそう複雑にし、多くの大学が苦慮している。jHi主fiE

制度の受けとめ方に関連して指摘したように、免許基準の柔軟な運用を可能にす

朋福早の改善万策が 。

Ⅲ－３－３教科教育法の実施に関する問題

一般大学の教職課程において、問題も多く、しかしまた一定のエ夫努力がなさ

れているのも教科教育法の分野である。「教育学部依存科目は制限があり、履修

機会が制限される。そのため、教育学部以外の学部で独自開設ができるようにし

ている」のように、一般学部が協力して教育学部の開設するものとは別に教職課

程を実施している大学、また教科教育法の一部のみを教育学部に依存する等、多

様な対応がみられる。方法的にも、教科教育法と教育実習、教育実践の関連を工

夫する等の改善努力がみられる。

邦においては教科教育法も多くの場合、厄介視されいずれにしても、 －船

てきたが 劃とえ＿わりについての１からのユニークカ

アプローチが期待される。教職科目と教科科目の接点をなす分野として、今後さ

らに自主的改善努力の求められている分野である 。

Ⅲ－３－４教科科目の諸問題

教科科目の実施については、設備充実に関する意見が圧倒的に多かった。「実

験実習のための、設備機器等の整備が必要である」「理科実験、情報処理の設備

等に問題あり」のようにである。とりわけ、理科の実験実習の施設設備に関する

問題の指摘は多い。とくに「コンピュータ活用には、新規関連機器の充実が必要

である」「コンピュータ活用への対応が困難である」など、コンピュータに関す

る問題の指摘が多かった。

また、免許法の規定は、従来からの縦割的な専門学科を前提として教科科目を

定めているが、学際的な学科が多い場合、免許取得を希望する学生は自分が所属

する学科での必修科目の聴講の他に、教職免許取得の為だけに多数の他学科聴講

をせざるを得なくなり、負担が著しく多くなって免許取得が事実上困難となるこ

との指摘もあった。

その他、より広い分野にわたって、「免許のために受講する学生が専攻する学

生より上回って専門教育に支障がある」とする指摘もあった。

次に、教科科目の内容については、教科科目が複数の専門分野に関する一般的
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包括的な内容から構成されているため、学部専門教育の観点からすれば多岐にわ

たることになり、本来の学部専門教育と教職のための教科科目の関係もあらため

て問われなければならないとの指摘も留意しなければならない点である。学部学

科の専門教育と教職用の教科科目との関係については、教職に関する教科科目と

はなにかということの検討を含めて、より柔軟な方向で対応することが認められ

るべきである。また、授業形式に関連して、「受講生の増加のため講義のみとな

ってセミナー形式の授業ができない。教科科目の一般的包括的というのはすべて

がそうでなければならないということではない」はずであるとの指摘もあった。

教員希望者にも、常に幅広く履修させるということだけでな、の

研究をすすめることのできる学問方法の習得をこそ重視すべきである ◎

一般大学においては教職科目のみプ 教科科目そのもの以上のようこ

の在り方につい‐ ；よ問題の指摘や改善万策が提--されていることに１こついても、

ヨしておきたい。これらの問題は、新しい免許基準そのものの問題であるととも

ていないことかを実施する

の自主的改

牛が＋品 に整えらに、法改正にともなって、こ

ら生じている問題である｡大 共に免許基準を充足するた努力と

めに必要な条件整備を要望する

Ⅲ－３－５産業教育の教員養成

産業教育・職業科の教員養成については、各専門学部への期待が大きく、各学

部はそれなりに相応の問題意識をもち、普通教育と職業教育の関係を問いなおす
べきだとする視点も示しているが、近年、産業教育教員の希望者が少なく、教員

養成の在り方が問い直されている。

このような状況の中で、大学院を含めて質的にすぐれた教員を養成する方針で

あるとか、教員たる熱意と資質ある職業科教員をおくりだしたいとする大学側の

問題意識は失われてはいない。

たとえば、商業教員について、すでに商業高校長会と緊密な連絡をしているケ

ースや商業科の課程認定を地元から要請されたケースもある。あるいは推薦入学

検討の過程で商業科教育の在り方とその教員の重要性が認識されたケースもある。

工業教員についても、地元からの要請があるケースは全国的にみられ、需要は
あるが十分に対応しえていないのが実情である。

農業教員については、多くの農学部が、農業教員の質的充実に配慮を示してい

るが、農学部や農業高校そのものの将来のあり方の問題があり、難しい問題であ

る。

また、教員養成系大学学部を除く国立大学工学部等において技術科教員の免許
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を取得する条件が皆無であることは、技術科の教科の性格および今後の在り方と

も関連する重要な検討課題である。

一般に専門学部の出身学生は企業就職者が多数を占めるが、教員就職に関して

は、就職後の待遇の問題等もあり、また採用決定時期の問題等、複合的な要因に

よって希望者低減の傾向にある。しかしそれだけでなく、専門学部の多くの学生

が普通高校出身者であり、産業教育に対する理解に乏しいなど積極的に教員を志

すものは多くはない。そのため、 １＝￣をてるための特別の方法として

学をめた＝望者に対する免許法認定・の

銅設、技術科等の教員養成を含む特別な教育体制を検討することも考えられる。

ただしこのLJ--ニニついては圭一＝に上するｕ

になるので制全般に関する将来像との関連が

変の将来の問題が前蔽

われなければならない

Ⅲ－４一般大学における教育実習

Ⅲ－４－１【教育実習の意義と位置づけ】

大学における教職教育として教育実習は必要であるとする考え方は、圧倒的に

支持されている。教職を志す者には、教育実習が不可欠であるとの認識はきわめ

て一般的である。

教育職を志す者には実習が必要であり、実習体験は貴重である、短期でも教員

としての入口を垣間みる貴重な経験であると考えられ、初任者研修があっても従

来通りの教育実習が必要であると多くの大学は考えている。

第一に、教育実習は、教育活動の体験として重視するべきであり、この機会に

教える学ぶの相関関係を自覚させたいと主張される。第二に、教育実習は、現場

教育の経験であり、教職の実態を知る上に不可欠である、したがって現実にふれ

実践応用する新課題に対処する、生徒理解の重要な機会になると主張される。第

三に、教育実習によって現実を通して教育への意欲を再認識し、教員としての自

覚・責任の確認をする、そのことが教師としての使命感を考えさせると主張され

る。第四に、教育実習は、教員としての適否判断に重要であり、自覚と適性判断

に貴重な体験である、それゆえに教員資質の体験的把握として必要であるとも主

張される。 攻胃実 とする明確な万蚤

を確立する‐とが必要である 。

なお、教育実習を必ずしも教職に直接に結びつけなくても意義があるとし、実

習により教職教育のみならず専門教育に積極的になり、教育実習を通じて基本的

な人格、学識を培う経験学習を得ることができるとの評価もある。
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しかし、教育実習の制度については、多様な意見があり、実地研修の体験は重

要だが、新規定は過重であるとか、採用試験合格者にのみ実習を課すべきだ、必

要最低限の経験でよい等、負担過重の問題は従来から指摘されている。また、実

習受け入れ校の問題があり、実習校の受け入れを容易にする対策が必要である等

実習を実施する条件に問題があるとの指摘も多く、 攻職を志す者に有意義ナ

本験を『冠 のの1,1〃か水６ ０一一 砂 」目－７ｊ

汀課題の一つであ

る。

Ⅲ-４－２【教育実習枚の現状】

一般大学の教育実習においては、実習校の確保の問題が、大きな課題である。

今回の調査によれば、出身学校へ行った者は、７３％、附属学校で実習を受け

た者は、１３％、協力学校で受けた者が、１１％、その他は、教育委員会等の配

置によって行った者及び地域教育実習協議会によって配置されたもの等である。

つまり、 股大字の教育 ■■ 杖乞トト

が異ナ

一一
罫実習における式

iわれている。の指導`性との関連も田

課程認定の制度からすれば、いわゆる「母校実習」は容認され得ないはずのも

のである。また大学における教員養成、養成教育に対する大学の指導責任などの

観点からいっても、「母校実習」は「大学の指導が事実上行われ得ない」実習形

態であるから、望ましくないことになる。しかし、現実には、大量の教育実習が

母校実習によってまかなわれている。政策的、行政的に、これを改める現実的な

方策を見いだすことが教員養成の重要な改善方策になるものと考えられる。

現行制度が想定している実習委託校制度において、教育実習の委託契約が実効

性をもつためには、地方教育行政において公立学校における実習学生の受け入れ

を指導し、調整する機能をもつことが考えられる。それは「教育実習地域連絡協

議会」として部分的に機能していた地域もあったが、実習委託についての法制的

根拠が暖昧で、もっぱら当該学校・教職員の「善意による協力」によるものであ

った。従ってこの制度を実効あるものとするために、受け入れ学校の教職員に対

する「業務付加」の法的根拠とそれに見合う労働条件の保障などの法制的整備等

も考えられよう。
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Ⅲ－４－３【教育実習の参加条件】

教育実習参加者の選択について何らかの条件を課している学部は、８９％で圧

倒的に多い。その条件としては、教職に関する専門科目数または履修単位数を規

定しているものがもっとも多く、３５％であり、教育原理、教育心理学等及び教

科教育法を履修済または履修中とするものである。次に教職科目と所属学部の専

門科目の履修状況をあわせて規定している学部が１５％である。さらに、教職科

目とその他のなんらかの条件を課している学部が９％である。また、教職科目と

専門科目とその他を含むもの、教職科目とオリエンテーションのレポートと専門

科目、教職科目とその成績などがある。

その他、所属学部の専門科目の履修状況、オリエンテーションのレポートのみ、

あるいは「真に教員を希望している者」、「教職希望の強固な者」、「採用試験

を受験する者小また「卒業論文の進展の状況を含む」場合等もある。

以上により、

2部はきわめて

曰の＝修羅 履修中を教育習の参加条{と

いであり教職への意志につよがる何らかの 探して

いるといえる。

Ⅲ－４－４【教育実習のオリエンテーションまたは事前指導】

教育実習事前指導は、新制度への移行にともなって大きく変化するものと考え

られるが、従来は４年次に２時間から４時間程度行う場合が一般的であった。教

育学部の計画に従って、従来から長時間の事前指導を実施してきた大学もある。

その内容は、実習心得、実習の意義、実習の内容等が中心である。その他に、学

級経営、生徒指導、教科指導案、教案作成、模擬授業、マイクロテイーチング、

授業参観等、教育実習への導入に関わるあらゆる内容がとりいれられている。

これを担当する者は、教育学部に依存している場合や、学生部、教職課程委員

会等に任せている場合もあるが、大学の教職課程担当者や学部の教務委員会が実

施している場合もある。

前、の(ことなってにおいてはその欄を検

ｐ・・でるが、

問題は、大学

三二
るかという点にある。

Ⅲ－４－５【教育実習の実施】

教育実習そのものは、一般大学の場合、現在でもほとんどすべての大学が最終

学年４年次の６月に２週間行うのが圧倒的であるが、実施時期は実習校の都合で

５月から１１月まで幅がある。
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教育実習の内容については、ほとんどすべての大学学部（８９％）において実

習枚に任せている。大学で実習すべき要項を定めているところはわずかにすぎな
い。基本的には、実習校の自主的方針を尊重するが、「母校実習ガイド」で指導

する等、大学としての教育実習の位置づけを明確にしようとする努力も一部にみ

られる。そのため、実習校との事前協議をするとか、巡回指導に出向いて指導す

る等の対応もみられ、また担当者と実習校との反省会等の会合等、実習校の自主

性に任せながらも大学としての実習指導への姿勢を模索する状況は皆無ではない。
事'住の問題は今後の問題で３しかし、 改育習指増 太．の鹿

実習体験を軸に事前写夷'盾（畦校実｣

くかが今後の最もの教育計画にどのように結びつけてい後の指一ごおいて

重要な問題である。

Ⅲ－４－６【教育実習への大学教官の関わり】

教育実習校への大学教官の直接関与は、次第に拡大してきており、実習校への

挨拶．連絡・指導に必ず行くものが５０％、行く場合もあるとするものが３９％

にのぼっている。行く場合もあるとする場合には様々な段階があると思われるが、

遠隔地はともかくとして、県内は挨拶、連絡、指導にも出向くとのコメントが多

い。また、実習上の助言を行ったり、研究会の助言をしたり研究授業への参加を

笥題は、実習校訪問に関する大学側の体制をどのようにつくするケースもある。

りだすかという点にある ◎

Ⅲ－４－７【教育実習指導のための大学の組織】

教育実習を指導するための大学の組織は、すでに述べた事前指導の指導体制と
ほぼ重なるが、教職課程委員会、教職課程連絡委員会、教育実習委員会、教育実

習協議会などの全学的な組織とその学部代表か、または学部の教務厚生委員会、

教務委員会等である。その役割としては、実習生の割り振りから、実習校との連

絡調整、教育実習実施計画の立案、事前事後指導、訪問指導、さらに評価と単位

認定まで含む場合がある。 今後、実習指導にする.Ｐ．な,、雷も”型

。

、－４－８【教育実習の成績評価】

教育実習の成績については、大学が実習校の資料に基づいて成績評価を行うと

するものが４６％、実習校の成績により大学が形式的に認定するというものが４

４％であるが、実質的には、実習核の成績に依存している場合が多い。今後、事
前事後指導の過程も含めるとレポートやなんらかの評価資料を大学として独自に
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加味する必要が大きくなるものと考えられる。

従来でも、 実習杖評価を蔦 篭台詞．Ⅱ
肥告眼

夷習・『～ 、旬'１，１

置1迩的な関わ万がＺ ．『とのDＰ会を重祈 THmIの霧

今後、←（ 'ＪＤａ

になると考えられる。

Ⅲ－４－９【採用試験時における教育実習成績の提供】

近年、採用試験時に、教育委員会からの要請で教育実習校の実習成績の提示を
求められる事実があり、やや広がる傾向にあった。大部分は、ほとんどそのまま

応じてきたが、独自な報告をした大学や、要請があっても応じないとする大学も
あった。 笥題は、実習校の成績を通常の学業成績とは、別途に必要とする趣鄙
のＡＤＸ -２十分な了解 ◎

、－４－１０【教育実習経費の負担】

教育実習経費については、大学が－部負担しあとは学生が負担する学部は５０
％、学生負担の学部が３３％、大学負担は２４％である。

全額学生負担の場合は、８０００円から１万２０００円程度が一般的である。
教育実習経費の学生負担については、教員養成を目的としない学部としては当
然であるとするものが４９％、やむをえない等が２７％、大学の単位認定に自己
負担させるのは望ましくないとするものが２４％である。

刀｢
込正 （酵校実習を2S

攻育実習担当教員に対する教育実習手当の問題

習字生数 江の間題校費で男 える所妄経費Ｃ■■

の目負担等 懲一町な施策を認

：二組の金を±減する万策を検Ｉ

散育~￣生の精選Ｌも冑
｡

そのためには、実習枚の現状で述べたような、教育実習委託校方式が行政的に
整備確立されることが、重要な条件となるものと考えられる。
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舞雪１Ｖ害彗

「二大こ与二０二コ＝０ナ 二孝文Ｅヨ竃這丘迄」 ＣＤ斗守二緯呂=

今一壱量ＣＤ言果長髪［

Ⅳ－１－１一般大学における教員養成の将来

一般大学における教員養成は、中等学校教員に関して量的にも重要な役割を果

してきたが、新規採用教員数の低減傾向に伴ってその役割は減少するとみる向き

もある。現実に、漸減傾向となっていることは否定できないが、一般大学・学部

の意識においては、将来においても一般大学における教員養成の役割は変わらな

いとする大学・学部が圧倒的に多い。

教員養成とりわけ中等教育の教員養成は、特定の教育者養成機関だけでなく、

一般の高等教育機関、つまり一般大学において行われるべきだとする考え方は、

今日、幅広く支持されている。

一般大学出身の教員が存在することは教育界の活性化に役立ち、多様な大学出

身教員のいることが教育の画一化を排し教育の質の向上になる、個人差の多様な

教育を考慮すれば教員も画一的に養成すべきでないとの意見が広く行われてきた。

教育学部の理念方法と共有点をもちつつも、異なる教育方針をもつそれぞれの学

部経路が重要である、教師の集団は多様でなければならない、多様な資質をもっ

た教員が必要であり、そのために一般大学の役割は大きい、教員組織はヘテロで

あるのが望ましい、ワンパターンの教育を受けた教員だけでは今後の時代に対応

できない、特定の専門に精通した教員の存在が望ましく、一般大学の教員養成の

貢献は大であり質的に高度の専門性を要求される教員を輩出することが、高度情

報社会化、国際化時代に重要性を増す、情報化社会において、理工、医、言語等

の専門知識と教育を結びつける人材が必要である、社会教育、生涯教育の重要性

が増大し、一般大学の教員養成の必要は高まる等々、今後における一般大学の教

員養成の重要Ｉ性を指摘する意見は多い。

大学における教員養成という開放制の趣旨は、もともと教員養成の多様なルー

トを重視した制度であり、今後とも維持されるべきである。

一般大学における教員養成は、戦後の教員養成制度の基本的な部分であり、採

用者数の減少にもかかわらず、将来にわたって重要な制度であり続けるものと考

えられる。とくに、教育内容の高度化が今後も進んでいくことは必至であり、ま

すます幅広く深い知識をもった教員の養成が必要であり、そのため専門技術等を

修得し、研究活動における経験を有する教員、専門分野を深く研究した経験を有

する教員が、教育界において果たす役割は、いっそう大きくなると考えられる。
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他方で、子どもと教育の問題、人間研究にすぐれた見識をもった教員も要請さ

れており、今後ますます、多様な教員供給ルートが保障されることが望ましい。

このような観点からみて、一般学部から教員を志向する者自体が漸減傾向にあ

ることには問題があり、教育界が有為な人材を吸引し得る職域として再編改革さ

れる必要があることも認めなければならない。

とくに中等学校教員の養成に関しては、一般大学が大きな役割をはたしてきた

ことは否定できない。多様な資質教養をもった教員が教育を豊かにすると考えら

れ、尊重されてきたのである。

「大学における教員養成」は、初等教育から中等教育までのすべてを含めて、

高等教育における教員養成という養成水準の高さと、多様な養成ルートを認めた

制度であり、国際的にみても先駆的な制度の実現であった。

このようにして、様々な専門的研究に重点をもつ学問にふれた教育者が多数含

まれることが教育界全体の資質向上につながるという認識が一般化し、国公私立

の一般大学から多数の教員が輩出したのである。

しかし、それだけにこの度の新免許制度に対する危倶の念も表明されたのであ

る。教職の専門性重視が強調される傾向にあるが、一般学部に条件を与えずにこ

の制度を続けるならば開放制の原理は否定されることになる、新規程による教職

の強化により教員養成の条件は困難となる、新規採用教員の低減傾向の問題以上

に制度的問題の影響が大きいなどのように、新制度は受けとめられたのである。

基準等の「引き上げが受身の自主性を欠いた人間にしないよう」「カリキュラ

ムを充実させる」必要がある、「履修基準の一律引き上げは教育内容よりも形式

を整えることになる」心配もあり、「単純に履修基準を引き上げる考え方には問

題がある」「多大な負担による学部専門の講義の質的低下は免れない」などの指

摘もなされたのである。

それにもかかわらず、教員の資質は国の将来を左右する基本問題であり、免許

基準が満たし難いということで、教員養成の役割を放棄すべきではない、より困

難さが増すとしてもいっそう努力する必要があるとも主張されている。

資格基準そのものは再検討を要する点もるが△もいっそう責Pｋその際、

匹投－基．旦正のⅦ回一もふまえて基．によるブ

大学ワニ主的な改善充実方策を促す方向をさらに検討する必

二」▲を、る咄

句束にとらわれず

要がある。

前述のように、 戦後の教育改革において、大学こおける教員養成の理念と制贋

がでされた■はったを‐＿」にくことで鋲

た。教師団は多様でなければならず、それぞれが－なに1-,した

であることが望ましいとする要請に基づくものであったｃ
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畦_門教を毎けた0･･から

教師になるべきだとする見解は、今日も

いＨ１」かな二i性をえたが

されているしかし、現実には

若い： を吸引する力を意 同させつつ！ このようよ問題状況を芯攻育界は

本的に克服する方策が必要である

による基、のき上げによって一における△の

￣（まますますになりに免許を取得する者は減少することが予想さ

れているしかしの窓の重’にみて－においても￣

のための■‐を、めるべきだとの。

ているそして、教職を自ら選択する君

Ｉまにされ

に、して正なカリキュラムを提供する

展望は今後ま すます重要であると課題への 覚されていることは！ ﾖされなけれ

ばならない。

Ⅳ－１－２一般大学と現職教員の研修

現職教員の大学における長期研修については、一般大学においても、全休とし

て積極的にかかわるべきだとする意見は予想以上に多い。むしろ、多くの大学が、

教員の現職教育への積極的な課題意識を示しているといえる。

教員の「再教育の場として積極的にかかわりたい、専門教育の対応は教育学部

では対応しきれない」、「社会人の再教育にもっと門戸を開くべきであり、現職

教員の長期研修も受け入れるべきである」、「深い知識のために再教育研修は有

益である」、「社会人入学と同趣旨で前向きに考えられる」、「レフレッシュ、

教育のあり方を客観的に反省し、新しい学問の動きを吸収する機会はきわめて有

意義であり、便宜を供与すべきである」、「学問の進展は加速度的で新しい知識

を修得して基礎教育を充実させる必要がある」、「教科内容について深い理解と

知識をもって教育にあたらなければならないから、最先端の学問研究にふれさせ

ることは重要なことである」、「１０年に一度現職教員に長期研修に参加するよ

う専門学部も対応する」などと応えている。

とくに、「自然科学は学問の進展著し<、教育現場にもこの態度が重要である」

とし、そのために「専門'性を高めるために大学における長期研修は有効である」、

したがって「高校教員及び一般性専門性包括性をもつ中学校教員にも、専門学部

で専門'性を深め変遷している新しい学問分野にふれる機会を与える」必要があり

「高度の専門知識をもつ教員の増大が中等教育に大切である、学問発展が教育に

影響を与えるので情報交換が必要である」とする。「教科科目は専門研究者の指

導を受けることが必要であり、一般大学も門戸を広く開放し教員と専門研究者の

接触をはかるべきである」、「技術革新にともなう専門教育の内容の急速な変化
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からみて必要である」、「現在でも専門性をいかした研修は実施されており、教
育手段に関するものでなく先端技術の研修に一般大学も関わるべきである」とし、
専門の科学技術の面での教員の研修の必要性とそれに積極的に関わるべきだとす

る意見は多い。「現職教員の希望により、長期研修の機会を提供する、専門を深
く理解することが教育の場で有効に働く」、「一般学部は、現職教員の専門職性

を高めることができる」、「教員は常に自ら学ぶ姿勢が必要である、専攻分野の

研修の機会の多く与えられるということが必要である」ととらえられている。中

には、「研究グループに属して研究の一端を担い教員自ら専門領域の最先端にふ

れ自ら学ぶことの喜びを感じてもらい意欲や自信をもたせる」とする積極的な意
見もある。

「一般学部の専門知識を現職教員に修得させる機会が必要である」、「諸分野

で卒後教育が叫ばれており、教員もその例外ではない」、「教科専門については、

大いにやるべきでそのことが大学の教育と研究の発展にもプラスする」と大学に

還元される部分のあることも主張されている。「深い専門知識をもつ教員のいる
ことが望ましい」ので、「教育学部を中心に一般学部でも研修機会を与える必要

がある、現職教員にできるだけ研修機会を与える必要がある」、「目的学部から

一般学部へ、一般学部から目的学部へ研修の機会が与えられることが望ましい」
のように、教育学部と一般学部の協力を指摘する意見もある。

「一般学部も現職教育に関わる」ことの必要性が、教員は常に「最新の教育情
報を得る必要がある」、「中等学校教員の質的向上を図る」、「幅広い視野を持

つ人材を養成する」必要がある、それは「多様化社会に対応して研修内容を多様
化する」ためであり、「現職教員が専門知識を得ることは教育の活性化のために
重要である」と認識されているのである。

「教員の能力のリフレッシュには１０年おきに２－３か月実施するべきである」、
「学校教育の多様性に対応できる教員の再教育が必要であり、真に現在と将来に
おいて何が必要かを明確にし、研修できるようにすべきである」、「教員となっ

て自己学習の必要が呼び起こされ、研修を要する場合、一般大学はその機会を提

供する」が、「問題は雇用条件と研修の関係にある」として、問題は受け入れ側
よりも、教員を雇用する側にあるとする指摘も行っている。

「科学技術の進歩に即応した教育を行うため」、「専門教育科目の高度化にと

もない、質的に高度な教育が必要である」、「現職教員も常に日進月歩の最新知

識が必要であり、大学はその機会を提供する」が、一般に、「教員の研修内容は

専門教育が含まれ全学で対応すべき問題である」とする。「大学の長期研修は望

ましく、可能な限り協力する、教員のみならず一般にも開放したい、ただし受け

入れ体制の整備が先決である」とし、一定の条件整備が必要であることも指摘さ
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れる゜

さらに、「大学大学院でもっと大量に現職教員の研修を受け入れるべきである、

教員の研修条件を整備することがまず必要である」、「大学院で現職教員の内地

研修を受け入れ、専門技術の再研修の機会、教育現場の状況の大学への還流にも

意義がある」、「生涯学習の一環として大学院の門戸を拡大して受け入れたい」、

「修士課程をそれに当てることが出来る」、「一般大学の関与は大切である、長

期研修、研究生を受け入れているが、さらに修士課程にもいれたい」など、大学

院を研修の場とする意見も積極的に提起されている。しかも「一般学部での研修

が教員の質の向上に資する」ので、「狭い現職教育でなく専門の分野を勉強する」

必要があり、「学部のみならず、大学院をも再教育の機会を提供すべきである」

とし、「必要に応じて内地留学などを受け入れる」としている。むしろ「大学院

レペルでの対応が望ましい」ものとし、「修士課程を再教育の場としたい」、あ

るいは「教員再教育のための大学院構想ももっている」とする大学もある。

以上のように､_現職教員の大学における長期研修について、一般大学は予想以工一
部の問題ではナすべてのに基づくものである。教員の再教育は、単に教胃

雪機会 を大学の提供するあらゆ賢極的にかかわり再教育の場として 、一一 とくに－－人－

すでに大学によ

っては、然、、の、壷や、にするをしてい

るところもりまたの士一をのこめにしたい

との意向を示している。このような、教科内容について深い理解と知識をもって

にふれる今を；.､することにっい

とを重視して受けとめる必要がある

》一
これらのことは、今忽の一における￣のり、のり

方を構想していく上で、きわめて重要力でるといわなければたらい

Ⅳ－１－３一般大学と教員採用

教員採用制度の問題については、多くの一般大学・学部が積極的な関心を示し、

多数の要望意見を提出している。

第一に採用決定時期の早期化についてである。「企業の内定が早く、教員の内

定が遅いため、優秀な人材が企業に流れる」ので、「採用枠の拡大、採用決定時
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期の早期化等を要望する」意見は多数である。教員希望者でも、他途に流出する

傾向にあることが指摘されている。受験機会を保障するような様々な措置、待遇

の改善を図るための措置等と合わせて、教育界に人材を誘引する方策についてい

っそう積極的に対処する必要があると考える。

第二に、教員の採用数、採用枠を増やすべきだとする意見も多い。「学級生徒

数を減らし採用数を増やすべきである」、「学級定員を少なくすればまだ教員は

不足である。教育条件整備は行政責任である」、「新採用の低減は教育の停滞を

招く、ゆとりある教員数を確保して学級人数、担当時間を軽減する必要あり」の

ように、一般大学においても、この問題には深い関心を示している。また、「臨

時採用が多いので正規の採用者数をふやしてもらいたい」との指摘があり、現在

の臨時採用方式に対する疑問と改善方策も提示されている。

児童・生徒数の減少傾向の中で、積極的に教育条件の整備充実を図る方策を要

望する。

第三に、採用過程に問題があるので、「採用選考過程を透明に」とする意見も

多い。そのため、まず「採用基準・計画を公表されたい」、「教員採用について

選考内容等を公開されよ」、「採用基準、採用試験問題、面接内容などの公表を

要望する」と主張する。「教員採用にふさわしい専門試験を望む、履修基準の改

定よりは採用方法のエ夫の方が先決である、有能な人材の採用を期待する」との

要望もある。

以上を通じて、「試験問題と採用基準を公開すべきである、教育委員会と大学

の協議機関を設ける等の必要がある」、「養成現場の意向と採用側の意向が相互

に交流されていない。採用に当たって、養成現場の意向を反映させる方法を考え

る必要がある」など、教員採用過程への大学側のなんらかの関与を求める意見も

注目される。さらに、大学院修了者の採用に関する要望意見もあり、新免許制度

における専修免許状の位置づけの問題と関わって、今後の重要な検討課題である。

Ⅳ－２－１教員養成系大学・学部の将来

教員養成系大学・学部は、長期にわたって計画養成の政策の下におかれてきた

が、児童・生徒数の減少に伴う教員需給関係の変化が、教員養成系大学・学部の

役割や将来の在り方に重大な問題を投げかけており、近年、全体としての教員就

職率が低下し、今後も長期にわたって教員需要の低迷が予想され、現に公務員や

民間企業等への進出も増加している。こうして教員養成系大学・学部そのものの

あり方がいっそう深刻に問われている。

文部省も１９８６年、この問題に関する調査研究会議を設け「国立の教員養成
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大学・学部の今後の整備の方向について」の答申をまとめ、教員養成系大学・学

部に対する新しい方向づけを行い、これに基づいて教員養成系大学・学部は新し

い課程の設置や学部再編の検討をすすめてきた。すでに相当数の学部が教員養成

課程の縮小や改組によって新課程を設置するなど、状況は大きく変わりつつある。

しかしながら、新課程については、「教員養成課程の活性化が期待される。新

課程においても、教育学部の特性を生かしたい」、「教育学部でも、教師以外の

道が開かれることは、学生に教師としての適性を問い直させる意味でも望ましい」

など、その設置に期待を寄せている大学がある一方で、あくまでも教員養成学部

の充実を求める学部も少なくない。そこでは、「定員が不十分なままででは、か

えって教員養成の質的低下を招くおそれがある」「教員養成学部はあくまでも教

員の養成を一義とすべきである」などの意見が出されている。

児童・生徒数の減少は教員養成系大学・学部にとって存立に関わる問題である

が、しかし、学校教育の質的向上のための積極的な改善方策によって、教員養成

の改善充実も図ることができるのであって、文教政策自体の抜本的な改善が強く

求められる。

本来、教員養成系大学・学部においても、狭い目的養成ではなく、学問・芸術

・技術の諸専門を深化させ、広義の教育関係の職域において自由に自己を伸長さ

せるための基礎となる能力の修得を基本に置く必要がある。教員の就職状況の悪

化にともない、幅広い職域を開拓するというだけではなく、大学における教員養

成の本来の趣旨により、教員養成系大学と一般大学の組織原理の違いを少なくし

ていくことが必要である。教員養成系大学・学部も学術的基礎を根底に据えた研

究教育の場であることの中に大学としての存立の基本的条件を求めていく必要が

ある。新課程は、教員養成系大学学部が課程制を原理としながら、教員養成課程

が原理的に計画養成の組織として教員需給に対応していない現実のもとでつくら

れた。しかし、新課程は、教員養成課程のように、課程の養成目的が明確でなく、

そのために同一学部内に、教員養成を目的とする課程と、本来課程制にはなじま

ない一般学部的な性格をもつ課程を内包することになった。教員養成系大学学部

の内部において、原理的に異なる二つの課程をおくことによって、学部としての

統一的な原理をどのように見いだしていくかが問題であった。

教員養成系大学・学部の大学としての固有の任務は何か、その独自な存立の基

盤をどこに求めるかということがあらためて問われる。教員養成系大学・学部が

独自の任務を保持しつつも、一般大学と区別されない大学として発展させること

が必要である。その場合にも、画一的な規制や行政指導によるのではなく、柔軟

でかつ多様な可能性が寛容に認められることが必要である。

教員養成系大学・学部においては、なによりも学問と教育の関係、すなわち諸
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専門の学問研究と広義の人間形成の関係を自覚的に問い続ける問題意識によって、

固有の課題に迫ることが必要である。このような意味で、教員養成系大学・学部

を広義の人間形成に関する総合的な研究教育機関として一層発展させることが期

待される。

Ⅳ－３－１情報化と教員養成一一般大学及び教員養成系大学・附属学校園に

おける情報科学・情報処理等の教育一

（１）教職科目としての情報教育

新免許法の実施によって、教職科目として情報科学および情報処理に関する所

謂情報教育が、本格的に実施されるようになった。本調査によって明からになっ

たように、多くの大学学部においては、高度の情報教育（コンピュータ利用によ

る技術教育を含めて）が進められている。たとえば、人文系学部においては情報

科学や情報処理論が教育工学と並んで開設されている。社会系学部においても、

早くから意志決定理論とか機械会計等の講義や演習が導入され、情報化社会にお

ける経済・経営情報戦略に情報教育関係の授業が開設されている。理科系学部に

おいては、コンピュータの利用が最も進んだ領域であり、統計学・推計学の手段

としての電算機利用から実験モデルのシミュレーションとかエキスパートシステ

ムへの活用範囲が広がり、各専門領域における『知識データベース』が作成され、

コンピュータを利活用した新しい分野が生まれている。このような利活用の基礎

的理解を支える科目として地域管理学、生産ソフト工学、システムプログラム等
がこれからの大学教育の教養科目として登場している。医・薬学系学部において

は、すでにいくつかのエキスパートシステムが開発されているので、これらの学

部においては教養科目として情報処理概論等が必要な科目として位置づけられて

いる。

しかしながら、一般大学における'情報教育は、それぞれの学部教育に合致した

専門教育の基礎教育科目であって、教職科目としての情報教育に関しては、その

ほとんどの学部においては「教育学部において開講している科目を受講すること

になるであろう」という回答が多い。このことは、教職科目としての情報教育が

教員養成系大学に課せられている緊急課題の一つであることを示している。

それでは、教員養成系大学における情報教育はどのようになっているか。既に、

多くの大学学部においては新免許法の実施以前から既に情報教育に関連した授業

科目が開設されている。その教育内容に関しても、一般大学学部に匹敵する位の

豊富なメニューを揃えてはいるが、新免許法の実施は'情報教育に新たに加わった

条件とし、その教育内容の精選と情報教育を実施するための施設・予算面におけ
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る条件整備等に問題が多いことが指摘されている。教職科目における「情報の技

術」、技術家庭科目としての「情報の基礎」とか理科実験に「コンピュター利用」

等が加わり、これらの授業科目をどのように進めるか、どのように活用するかに

ついては、現状としては、①講義と実習を行うための教育内容の検討、②情報教

育を実施する教室の確保や情報機器を揃える物的条件の拡充整備に問題がある。

さらに、③情報関係の教職科目を担当する人的配置に関する問題は多くの大学学

部において深刻な事情を抱えている。このように、教官が研究教育上必要なコン

ピュタ（大型コンピュタやパソコン・ワープロ機器を含めて）を保有していても、

教職科目として開講する場合は５０人、１００人の学生に情報教育を教えるため

には、上記の諸条件が整備されていなければ有効な教育効果は期待することは難

しい。その上、新たに開設される情報教育に関する授業科目には、教育情報学、

教育システム工学、教育情報科学とかＣＡＩ教材論等の情報科学関連科目が多く、

担当する教官にとっては必然的に負担増となっている。

、にＩ をりれるためにに、しな’ればならない

な問題としては、第一にの!の、とか、について差

活用できる が全する■-そが八でること２，．三として

無い大学一二｛らある程度用意することのできる 瓢が ること 第二に

しての'情報教育の内容の吟味と指導法の確立を急よい(よ、 攻職＝

とであるらに第三には青報教育を現職教員に行う－とである。この問題

は、一般大学学部においても共通した状況にあるが、教員養成系大学においては

情報教育を実践するに当たって深刻な問題となっている。たとえば、文部省は学

校教育現場において情報化を平成５年度までに実施できるように、中学・高校に

「パソコン・ルーム」を設置する計画である。このことは、現職教員が教材作成

等の情報化を取り入れていなければならないが、学校現場においては特定の教員

が趣味で教材の情報化とかコンピュータ支援の学習法を利活用していても、その

ような計画を実施するには未だに現職教員の間には「情報化アレルギー」が見ら

れる。そればかりでなく、パソコンルームを用意しても、児童生徒がパソコンを

使って何を学習するのか、どのように学習したら効率的なのかについての検討を

しない限り、パソコンルームはゲームセンターを持ち込んだとしか理解されない

面が残る。このような現状において、最も深刻な問題は、情報処理とか情報機器

を利用して教材作成等を指導することのできる教員が不足していること、学校教

育に情報教育を取り入れる環境が整っていないこと（パソコンルームを特別教室

化してしまう危険性等）が挙げられる。情報教育に知識と技術を有する教員を再

教育することは、これらの問題を解決することのできる緊急課題の一つでもある。

学校にパソコンが数十台導入されたからといって、それで教育が情報化されたの
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ではない。教育を情報化することの第一のねらいは、児童生徒の学習指導法を工

夫することであり、学習遅滞現象を起こさないようにするための手段であること

を認識していなければならない。現職教員の情報教育は、教員養成系大学のみな

らず一般大学学部においても取り組まなければならない問題である。

大学や教育現場において、情報教育の実施に対して賛否両論があることは否定

できない。その理由は、情報教育とは何か、教職科目としての情報教育はいかに

あるべきかについては十分な検討なしに進んでいるからである。これらの問題点

を解消する一般的な方法を提言することは難しいが、大学教育における情報教育

に関しては、既に「第二次報告書」において提言したように、情報教育のための

カリキュラムを見直すべきである。教職教育における'情報教育に関しては、２１

世紀に向けての$情報社会の仕組みを理解した上で、初等教育における'情報教育と

中等教育における情報教育とを分けて考える必要がある。学校教育における情報

化とは、真のコンピュータ・リテラシー（活用能力）を理解することによって、

初めて教育にかかわるコンピュータの役割とその効用の限界を識ることができる

のである。

（２）附属学校における情報教育

１９９０年度から文部省は、５か年計画のもとに公立の小学校・中学校・高等

学校にパソコン導入を進めている。附属学校園においても、すでに附属高等学校

と附属中学校にはかなりの台数が導入されている。附属幼稚園や附属小学校およ

び附属養護学校には、公立の学校園に比べて、その設置台数は僅かである。文部

省の計画は情報機器の導入計画であって、それを学校教育にいかに利活用するか

は現場の教師の力量に委ねられている。ところが、教育現場においては、依然と

して「情報化アレルギー」が潜在的に存在することは無視できない。器械が教育

できるかという批判の声は、今も昔も変わらず存在する。しかし、その反面コン

ピュタ利活用による学校教育は、理屈以前の問題であるという声も聞く。このよ

うに、学校教育における情報化には二面性が存在している。確かに、便利な道具

としてのパソコンやワープロを利活用するだけでは、学校教育を情報化している

とは言えない。

社会的には、子供たちがファミコンゲームに夢中になる姿を見て、教師はコン

ピュタの利活用が子供の成長発達によい影響を与えないということから情報教育

の是非を議論している面もある。この議論は、情報教育が学校教育に果たす役割

を理解するには次元の異なる問題をもっていると云わざるをえない。むしろ、キ

ーボードの操作に慣れ親しんでいる子供が、算数や理科が嫌いにならないように

工夫したり、子供が自分から進んで言語を習得したり、社会の仕組みや自然現象
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を学習し理解するプロセスを学習する方法を工夫すること等によって、情報教育

が個人指導に基づく学習遅滞を改善する手段の一つであるとすれば、学校教育に

おける情報化の意義は大いに期待できるはずであろう。中学校や高等学校におけ

る情報教育は、情報処理に関する技術指導も必要であろう。しかし、これだけで

は情報教育が職業教育の一つに過ぎないことになりかねない。情報教育は、豊富

な知識データベースを利活用することによって詰め込み的な暗記学習を止めて教

科教育の新しい展開が期待できることを認識すべきである。既に、この実績は大

学教育における基礎的な専門教育において現れ始めている。

教育現場における情報化アレルギーは、わが国の学校教育において１９６０年

代にプログラム学習法が導入され初等教育と中等教育に応用された歴史に起因し

ている。このプログラム学習法に使用した情報機器の主役は、「テーチイング・

アナライザー」と呼ばれた機器であり、そのソフトは「プログラム学習法」であ

った。この学習法は、個々の子供の学習の到達度を知るには有効であったが、個

々の子供の学習到達の程度に合わせて進行することは不可能であった。その理由

は、この学習法が集団学習指導に基礎をおいていたからである。

１９８０年代になってから導入されたコンピユタ支援の学習法（一般にＣＡＩ

と呼ばれているソフト）は、個人指導・個人学習場面を基本とする学習法である。

一人の児童ないしは生徒がパソコンと対応する学習場面である。パソコン利用の

学習環境は、基本的には個別学習環境であり、学習の進行は個人の能力に応じて

進行する。また、集団学習場面においてパソコンを利用するにしても、低学年の

児童においては２，３人が一台のパソコンを相手に学習するのが最適であり、高

学年や中学生や高校生になると一人一台が原則である。

ところが現状では、初等・中等教育におけるコンピュータの保有台数には校壇

間に格差が著しく、その上指導できる教師も少ない。さらに、コンピュターを利

用した教材開発の程度は十分ではない。教員の情報教育に関する研修も、地域的

には活発であっても、教員の自発的な研修に任されている面が強い。パソコンル

ームが出来ても、教える教師は限られている。その上、それを指導する教員が不

足している現状では、教育現場における情報教育の将来は暗いといわざるを得な

い。この点に関しても、教職教育における情報教育の確立は、緊急課題といえる。

パソコンルームが単なる子どもの遊び場にならないようにするためにも、パソコ

ンがほこりをかぶった状態にならないようにするためにも、情報教育を理解する

ための施策は、大学と附属学校園の両者に課せられた課題である。

（３）情報化における今後の課題

学校教育における情報化に関する教員養成系大学と附属学校園とに共通する問
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題には、人的ならびに物理的環境の充実が緊急課題であるが、情報化を進める上

で念頭におかなければならないことは、情報の倫理基準である。これは、情報化

が進むに従い個人の情報が無制限に利用される危険性が存在しているからである。

とくに、学校教育においては児童・生徒の個人の学業成績や性格や行動に関する

情報の管理は、教師が情報化を図る上で遵守しなければならない。そのためには、

大学における教職科目の中で情報のエシックスないしは情報倫理学を履修させる

ことが考えられる。

第二の問題は、様々なソフトを利用する際の管理義務に関することである。最

近になって、市販のソフトに関するコピーライトが社会的に認知され、利用者が

自発的に守るような傾向が見られるようになった。大学の研究論文の指導におい

ては、コピーライトは当然の義務であり、文章や図版の引用には出版者や原著者

の許可を明記しなければならようになっている。ところが、教師が作成したソフ

トに関しては、その基準が明かではない。確かに、－教師の作成した教材ソフト

は、自分の授業に利用するものであるから、他人が活用しても自由である。しか

し、教材ソフトを利用する者がコピーライトの意識をもつことは、そのソフトの

有用性と価値を認めることになる。

第三には、学校教育における情報教育は、情報化社会における人間の能力を効

率主義だけからみるのではなく、一人一人の能力を尊厳することを教えることを

基本とすべきである。その意味においても、今後の教育において情報教育が市民

社会の個人意識を確立する上で重要な役割を果たすことになれば、教育の情報化

は新しい教育をつくりだすことになるであろう。

Ⅳ－４国際化と教員養成

Ⅳ－４－１大学の国際化についての提言

１）大学の国際Ｉ性が強調され、大学の国際化の必要性が叫ばれるようになって久

しい。しかし、大学がその固有の機能である学術・文化の教育・研究面において

優れて国際的性格を有していることは、しばしば指摘されている通りである。事

実、大学は国や地域の歴史、文化、社会に存立基盤を有し、国の学術・文化を研

究し、国や社会の要請に対応した教育・研究を行い、また、時として、外国の異

質な文化に対して排他的な態度をとることもある。しかし、元来、大学における

教育・研究は、国境を越えた普遍妥当な知識、法則、価値に深くかかわり、その

内容・方法において、異質な外国の学術・文化の摂取や比較をも必須なものとし

ている。また、専門分野によっては、研究者は絶えず外国の研究成果に触れ、こ
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れとの交流や対決を通して、自己の研究課題を追求することもまた事実である。

こうした傾向は、今後国際社会が相互依存関係をますます深め、「国際化時代」

が進行する中で、ますます促進されていくであろう。

ところで、こうした趨勢の中で、我が国の大学が国際性を有するか、また、有

すべきであるとすれば、なによりもまず我が国の大学が外国に対して開かれてい

て、研究・教育上、外国の研究者、学生との自由な交流が行われ、国際化されて

いなければならない。では、「国際化時代」を迎えて、我が国の大学は国際化さ

れているのだろうか。また、国際化のために、我が国の大学はいかなる課題を解

決しなければならないのだろうか。

２）大学の国際化をめぐって、これまで各方面から問題の指摘や提言が多くなさ

れてきている。以下、その主なものを概観してみよう。

まず、外からこの問題の口火を切ったのは、１９７１年、我が国の高等教育政

策に重点をおいてまとめたＯＥＣＤ教育調査団の調査結果の報告書『各国教育政

策の再検討－－－日本』（深谷惇郎訳『日本の教育政策』朝日新聞社1972）であ

った。ＯＥＣＤ教育調査団は、この報告書の中で、特に「世界参加のための教育」

という章を設けて、「ますます小さくなる世界の一部」であり、「世界共同体の

一員として」の日本の「国際的参加の必要性」の増大を強調し、「国際協力」への

態度を求めたうえ、高等教育について、①外国教育の改善、②外国留学の正式認

定、③外国人の雇用に関する教育機関の解放、④世界性をもつ人材の育成、など

を勧告した。

これより早く、中央教育審議会は、すでに１９５６年に『教育・学術・文化に

関する国際交流の促進について』答申していたが、１９７１年の答申（『今後に

おける学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について』）においては、

大学の「国際的な開放」（国際化）の問題にもふれ、我が国と外国の大学との間

で「それぞれ取得した単位が承認されるような措置を讃ずること」、外国人留学

生の「修学の目的達成を容易にするため日本語教育の充実、履修内容・方法の弾

力化、生活条件の整備などを進めること」などを提言している。

しかしながら、中教審がこの問題に本格的に取り組んだのは、１９７４年の答

申『教育・学術・文化における国際交流について』においてである。そこでは、

従来「誤解と不信を招く背景」ともなっていた「一般国民の国際理解や国際協調

の精神の欠如、さらには独善的にして閉鎖的な行動様式」を反省し、「現在の国

際社会」における「国際的協力と協調の必要性」の要請から「国際性豊かな日本

人の育成を図り、諸外国との相互理解や相互の発展向上に努めることは日本に課

せられたきわめて重要な課題である」という「基本的な考え方」から、「大学の

国際化」について、次のような提言を行っている。即ち、①地域研究や比較研究
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等の推進とその教育・研究体制の整備、②留学生交流担当組織の拡充と学生国際
交流の促進、③外国人教員の採用・受け入れの改善策の検討、④国際的研究協力
への援助、⑤国際化を促進するための特別計画をもつ大学に対する財政援助、な

どである。この間、１９７３年には、学術審議会は『学術振興に関する当面の基
本的施策について』答申し、その中で「国際的に開かれた研究組織の確立と国際
交流の促進」について具体的な提言を行っている。また、１９７５年に発表され
た文部省学術国際局の『我が国の学術』においては「学術の国際交流の推進」に
ついてふれ、１９７７年には学術審議会が特に『発展途上国との学術交流の推進
について』建議している。

一方、大学の国際化、国際的教育交流については、財界も強い関心を示し、当
時の石油危機ショックを背景に「資源をもたない我が国」の国際協調の重要性を

再認識して、１９７６年、日本経済調査協議会が留学生問題を中心とした報告書
『国際教育交流の諸問題』を発表し、１９７９年には経済同友会教育問題委員会

も『多様化への挑戦』の中で､２１世紀への飛躍を阻む我が国の３障害の１つ「非
国際性」（他は閉鎖性と画一性）を克服するための教育として「国際社会で活躍
しうる人材の養成」を強調している。

こうした中で、１９８２年、「国立又は公立の大学における外国人教員の任用

に関する特別措置法」の公布は我が国の国公立大学教員任用の歴史において画期
的意義をもつものであったが、我が国の留学生政策上重要なな意味をもつものと

して、１９８３年の「二十一世紀への留学生政策懇談会」（1983年６月当時の中

曽根総理の指示を受けて文部省に設けられた組織)の報告『二十一世紀への留学生
政策に関する提言』があげられる。この報告はまず、２１世紀における日本の国

際的役割はますます重要となり、国際交流とりわけ留学生交流による教育・研究
水準の向上、特に開発途上国への人材養成の協力は極めて重要であって、「二十
一世紀を望む日本にとって、留学生政策は、その文教政策、対外政策の中心に据
えてしかるべき重要な政策の一つ」であると主張している。そして基本方向とし

ては、２１世紀初頭を目途に約１０万人の留学生の受け入れを実現すべきだと提

言し、この政策を実行するための施策として、①留学生受け入れ体制の整備、②

日本語教育体制の改善、③帰国留学生に対するアフターケァーの充実、④民間団
体等の留学生援助活動の充実と連携・協力の確保、⑤留学生政策の推進のための

財政上の配慮等を打ち出している。この提案を受けて文部省では、その翌年、
『二十一世紀への留学生政策の展開について』と題する報告書を公表し、この提
案に盛り込まれた２１世紀初頭における留学生１０万人の受け入れを想定したガ
イドライン、長期計画、そのために講ずべき基本的な方策を具体的にまとめてい

る。即ち、①２０００年における１０万人の留学生の受け入れは年１４．２％の増
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加（1983年を1万438人として計算）を図り、国費留学生と私費留学生の比は９対
１程度、国立と公立・市立の比は１対２とする、②大学等における受け入れ体制

の整備、留学生に対する教育指導体制の充実、留学生の学習に配慮したコース等

の拡充、私費留学生統一試験の海外での実施、現地における留学相談等のための

体制の整備等、③海外における日本語教育のための施策、国内における日本語教
育の充実、帰国留学生に対する諸方策、などである。

その後、臨時教育審議会は４次にわたる『教育改革に関する答申』において

「時代の変化に対応するための改革」の一環として「国際化への対応のための諸

改革」の問題を取り上げ、なかでも１９８６年の第２次答申では、①「帰国子女

・海外子女教育への対応」、②「留学生受入れ体制の整備・充実」、③「外国語
教育の見直し小④「日本語教育の充実」及び⑤「国際的視野における高等教育の
在り方」等について、それぞれ具体的な提言を行った。また、関西経済同友会も、

１９９１年、『大学の国際化一世界に開かれた日本の実現に向けて－』を発

表し、国際感覚豊かな人材を育成するには大学の閉鎖性を改革することが必要だ
として、①外国人教員の受け入れの一層の促進、②留学生受け入れ環境の整備、

③学術研究費に関する支援、④大学入学試験へのヒアリングの導入、などを提言

している。なお、その間、１９９０年には「国際文化交流に関する懇談会」（総

理大臣の私的懇談会として1988年設置）が、今後における我が国の国際文化交流

強化のための重点施策の一つとして、学術交流の充実とその基盤の強化を提言し
ている。

以上のような、各方面の問題の指摘や提言を受けて、国（文部省）及び大学は、

それぞれ教育・学術・文化の国際交流・協力、より具体的には、①教官・研究者

による学術の国際交流・協力、②留学生交流（日本人学生の海外留学と外国人留

学生の受け入れ）、③外国語教育と日本語教育の振興、さらには④大学間（ある

いは学部間）協定締結、などを行うことによって、大学の国際化を図ってきた。

Ⅳ－４－２大学の教員・研究者による学術の国際交流．協力

まず、大学の教員・研究者による学術の国際交流．協力については、個々人に

よる各種の自由で自主的な研究交流・協力や、外国の機関、財団等の招へいによ

る研究交流．協力のほか、文部省の在外研究員制度、国際研究集会への派遣制度、
海外学術研究制度、外国人教師・講師制度や外国人研究員制度、日本学術振興会

の研究者派遣制度、外国人研究者招致制度及び外国人特別研究員制度等、教員・

研究者の公的な派遣・招へい事業が推進されている。そして、これら研究交流・
協力のため出国又は入国する教員．研究者の数は年々急増し、１９８９年度にお

けるその数は、文部省関係事業によるもの（日本学術振興会によるもの及び下記
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のものも含む）だけでも、派遣５，７００人、受入れ３，１２７人に上っている。

しかし、授業との関係で出国の時期や期間がしばしば制約されることがある。そ

のため、米国や我が国の私立大学の一部に見られる、一定期間継続勤務の後に各

自が長期研究有給休暇をとれる制度の導入を望む声が強い。なお、教員養成系大

学・学部の教員からは、専門分野の研究のためばかりでなく、国際性豊かな学校

教員の養成の充実のためにも、在外研究員等派遣の枠の拡大が要望されている。

また各種の国際共同研究（政府間協力協定等に基づくもの、国際学術連合会議

提唱によるもの、ユネスコを通じたもの、科学研究費補助金「国際学術研究」に

よるもの等）への参加や発展途上国との学術交流・協力についても、多くの大学

人が関係している。特に後者の一環として日本学術振興会を通じて行われている、

アセアン諸国を対象とする拠点大学方式による交流、即ち、我が国及び相手国に

分野ごとに拠点となる大学を設けて大学群間で研究者交流、共同研究等を行う拠

点交流方式は注目に値する。そして、これらの事業の多くは、年々拡充され、多

くの成果をあげている。そうした中で、特にアジア諸国の大学との国際的相互学
術交流・協力が近年ますます活発化しつつあることは望ましい。しかし、それら

各種の国際的研究交流・協力の一層の拡充を要望する声は依然として大きい。

なお、大学の国際化の一環として近年多く見られるのは、外国の大学（あるい

は学部）との大学間（あるいは学部間）交流協定の締結である。１９８９年１月

３１日現在の文部省の「仮集計」（学部間協定を含む）によれば、国立９６大学の

うち交流協定締結大学は７２校（75％）飢協定数は６６８件を数え、１大学当た

りのそれは平均９．３件(最低1件、最高156件）を数えている。最近では大学間(又

は学部間)交流協定に基づく大学間(又は学部間)の研究プロジェクトに対しては、

そのための科学研究補助金を交付するなどの措置もとられているが、なかには何

も行っていない有名無実の大学間交流協定もあって、協定締結の意義や目的が問
われかねない事例も少なくない。

Ⅳ－４－３日本人学生の海外留学

１）日本人学生の海外留学には、（１）国費による海外派遣制度によるもの、（２）

我が国の団体や外国政府等の奨学金によるもの、及び（３）私費によるものなど

があるが、近年，我が国の学生で外国の大学に留学する者が増加の一途を辿って

いる。その増加のほとんどは私費留学生であるが、法務省出入国管理統計年報に

よれば、１９８９年に「留学・研修・技術習得」の目的で海外に渡航した日本人

は約１１万３，０００人であり、過去５年間で約６倍、対前年比３４％の急増とな

っている。渡航先別では、５５％が北米、２１．９％がヨーロッパとなっているが、

アジア諸国への渡航も徐々に増加し、その全体に占める割合は５年前の９．５％か
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ら１７．６％にまで上昇している。また、ユネスコ統計年鑑(1989年版）によれば、

外国の高等教育機関に在籍している日本人留学生は約２万９，０００人であり、こ

れを留学先国別でみると、米国が約８３％、西ドイツが４％弱、フランスが約３

％で、ほとんどが欧米３国で占められている。中国と韓国への留学も近年増加し

ているが、全体の４．７％に過ぎない。

２）ところで、第１の、国費による日本人学生の海外派遣制度には、①学生国際

交流制度、②教員養成大学・学部学生海外派遣制度、及び③アジア諸国等派遣留

学生制度の３種類がある。これら国費による日本人学生の海外派遣制度によって、

近年、全国で年間３００人程度の学生が外国の大学に派遣されている。

そのうち教員養成大学・学部学生海外派遣制度は、「国際的視野に立つ識見を

身につけた教育者の養成を図る」趣旨で、１９７８年度に創設され、「国立教員

養成大学学部の原則として第３学年次に在籍し、卒業後初等・中等教育の教員に

なる者」を対象に「１学年」間（実質10か月間）「世界の全地域」の大学等に留

学させる制度である。この制度による年間派遣予定人数は１００人程度（1990年

度106人）であるが、実際に派遣された学生数は、本委員会調査によれば、１９８

６年度８３人、８７年度８１人、８８年度８７人であって、１大学・学部当たり

の派遣学生数は、８８年度の場合、０人から８人（0人4校〔北海道教育大の3分校

を含む〕、１人25校、２人17校、３人4校、４人2校、８人1校）となっている。課程・

専攻分野別では、外国語の修得が前提とされている限り、中学校教員養成課程の

英語専攻学生が８７人中５２人（88年度、以下同じ）で最も多く、次いで小学校

教員養成課程の学生１８人、中学校教員養成課程の音楽専攻学生５人、国語専攻

学生５人などの順となっている。しかし、東京学芸大学や横浜国立大学のように、

特定の課程や専攻に偏らないように配慮しているところも見られる。派遣先国も

米国の５３人を筆頭に、オーストラリアの１１人、シンガポールの６人、ニュー

ジーランドの４人、イギリスの２人など、ほとんどが英語圏によって占められて

いるが（87.3%）、ドイツ５人、フランス・オーストリア・中国各２人などのよう

に、学生の希望によって非英語圏の国々にも派遣されている。にもかかわらず欧

米諸国が圧倒的に多い。こうした中で、前述のように、近年では中国や韓国をは

じめとするアジア諸国に派遣される学生がわずかながらも漸増している。これは、

国際化時代を迎えた今日、近隣相互の学術・文化の交流・友好の一層の促進のた

めにも望ましい傾向であるといえよう。なお、派遣先大学・学部については、教

官の縁故や先輩の学生から後輩へといったように、種々あるようであるが、なか

には大学間（又は学部間）交流協定締結大学・学部としているところや、先方大

学・学部側と連絡をとって年々同一大学・学部としているところなどもある。

また、この制度による派遣留学生の帰国後の進路については、教職への就職を義
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務づけてはいないが、有効回答の２１教員養成系大学・学部における教職への就
職率は、最高８５．７％、最低３８．７％で、その平均が６６．０％（80%以上8校、
６０%以下4校）となっている（いずれも最近数年間の平均値）。

この制度をめぐっては、学生の側に外国語力の一層の向上が期待されているが、
「年間派遣人数」の増加を図り、１大学・学部当たり平均３人程度まで派遣でき

るようにすること、奨学金は現在「月額平均８万円地域差を設ける（北米135千円
～アジア50千円）」となっているが、それをヨーロッパ地域でも北米並に引き上
げること、などが要望されている。派遣学生の指導で大きな問題は、我が国と外
国の大学の学年・学期制度の違い等で、多くの場合、学生は帰国後に卒業・就職
の延期を余儀なくされることが多いことである。また、派遣先大学で履修した単
位の認定も、制度として認めている大学・学部もあるが、実際には多くの場合、
一般教養レベルのものであって、専門科目としての認定は困難なようである。こ
れらの問題については、今後更に検討し改善される必要があろう。

３）我が国の団体や外国政府等の奨学金による日本人学生の海外留学については、

現実には各穏あるが、将来教員を志望する学生、とりわけ教員養成系大学・学部

の学生でそれらの奨学金によって海外留学をしている者はほとんでいない。従っ
て、国費による以外で海外留学を行っている教員養成系大学・学部学生のほとん

どは、私費によるものである。しかし、短期間の語学研修生を除けば、私費で外
国大学に１年ないしはそれ以上の間留学する教員養成系大学・学部の学生数はま

だ少なく、各大学・学部で年間１，２人、多い年度で４，５人程度に過ぎない。こ

の場合も、留学先国は米国が６０％強を占めて最も多く、これにドイツ、イギリ

スなどの国を加えると７４％が欧米諸国、これに対し中国、台湾を中心とするア

ジア諸国は、増加したとはいえ、まだ１５％程度に過ぎない。

Ⅳ－４－４外国人留学生

１）前述のように、文部省では、２１世紀初頭における１０万人の留学生受け入

れを目途に関連施策を総合的に進め、その結果、外国人留学生数は近年急激な増
加を示している。即ち、１９８５年度の１万５，００９人に対して８８年度には２

万５，６４３人、９０年度には４万１，３４７人を数え、過去５年間に２．７５倍の

増加となっている。そのうち、国費留学生は４，９６１人（12.0%）、外国政府派
遣留学生は１，０２６人（2.5%）、私費留学生は３５，３６０人（85.5%）で、これ
を出身地別にみると、アジアの３万７，９３６人(91.7%，うち中国約1ａＯＯＯ)が最
も多く、次いで北米１，２６６人（3.1%）、ヨーロッパ７５９人（1.8%）、中近東
６５８人（1.6%）の順となっている。

２）我が国の国費留学生制度には、大学院レベルの研究留学生と教員研修留学生、
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学部レベルの学部留学生と日本語・日本文化研修留学生の４種類がある。そのう

ち、教員研修留学生の制度は、「主として発展途上国の現職の初等・中等学校教

員及び教育関係機関の専門職員等を日本の教員養成大学等に留学させ、教育経営、

教育方法及び専門教科等に関し学習し、以て本国での教育水準の工場に役立つ幹

部職員の育成に協力し」、さらに「日本の社会及び教育に対する理解を促進する

ことを目的」に、１９８０年度より実施しているものである。その受入れ人数と

受入れ大学・学部数は年々増加し、９０年度には、アセアン諸国、中南米諸国及

び中国、韓国など１９か国から１４９人の教員研修留学生が、２０の教員養成大

学・学部と東京・大阪の両外国語大学及び京都工芸繊維大学に留学している。留

学期間は１年半で、最初の半年間に日本語の研修を受けることになっている。個

々の大学・学部が引受ける留学生の人数は、１大学・学部当たり１人(4校)から１

５人(1校)と差があり、６～８人配置のところが９校、１３人配置のところも３校

みられる。

研修の内容としては、日本語教育、専門教育、見学実習、研究旅行、ホーム・

ステイなどであるが、回答にみられる各大学・学部の問題点としては、来日当初

の６か月間の日本語研修では不十分であること、研修生の日本語能力に加えて個

々人にばらつきがありすぎるること、日本語及び日本文化・日本事情等の教員の

欠如ないしは不足、施設・設備の不足、日本語学習で精一杯のため専門の研修に

入れないこと、応募書類記載の研究テーマと実際に研究したいテーマとの間にし

ばしば相異がみられること、受入れ大学・学部で提供できる専門教育の分野と研

修生の期待する分野とのくい違い、専門教員の負担増、などがあげられている。

なお、受入れの主体は、３大学を除けば、すべて教員養成系の教育学部であるが、

専門教育になると、例えば工業科教育についてはエ学部、農業科教育については

農学部といったように、他学部の支援協力が必要となる。

また、教員養成系大学・学部には、教員研修留学生以外にも国費留学生が少数

ではあるが在学している。しかし、その国費留学生は、在外日本大使館推鮪又は

大学推薦による学部留学生、研究留学生又は日本語・日本文化研修留学生であっ

たり、その資格が正規の学部又は大学院の学生であったり、研究生又は専攻生で

あったり、なかには大学間（又は学部間）交流協定によって我が国の国費留学生

として派遣された者であったりして、まちまちである。

３）しかし、どの大学・学部においても、外国人留学生のほとんどは私費留学生

である。回答があった４６教員養成系大学・学部の外国人留学生数は、教員研修

留学生を除き、６１６人（学部留学生66、大学院学生193人、研究生275人、聴講

生68人、その他24人)であったが、その約９０％は私費留学生で、ほとんどが中国、

韓国、台湾を主とするアジア出身の留学生である。
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私費外国人留学生の受入れは、学部留学生の場合、通例は次のような順序で行
われている。

《留学相談》→《入国手続き》→（渡日）→《(1年間程度の）日本語教育》→

《私費外国人留学生統一試験》《外国人日本語能力試験》→《(当該大学の行

う)入学試験》→（合格・入学）→《専門教育》

私費外国人学部留学生の選考については、一般の受験者と同じ入学試験方法又

はそれに近い方法をとっている大学・学部が数校あった。しかし、大部分のとこ

ろでは、一般の入学試験とは別に、私費外国人留学生統一試験・外国人日本語能

力試験の成績と出身学校の調査書（成績証明書）、それに筆記試験又は面接試験

ないしは実技試験などの成績を総合的に判定して選考を行っている。

ところで、教員養成系大学・学部においては、かなりのところで外国人の学部

学生が在学している。教育実習の履修や教員免許状の取得については、日本人学

生と同様に扱っているところが多い。しかし、その中で、教育実習を特別に附属

学校で実施しているところが数校あった。

また、大学院修士課程の入学試験については、回答のあった１７大学・学部の

うち、日本人の場合と同一の学力試験を課すところが１０校、特別試験を行うと

しているところが７校あった。また、前者の中でも外国語科目では試験方法を考

慮するとしているところが１校、その他、外国語の試験科目として日本語の選択

を可としているところも２校あった。

なお、外国人を研究生（あるいは専攻生）又は聰講生として受け入れる方法に

ついては、最終学校の卒業証明書と成績証明書、健康診断書など、通常の提出書

類に基づいて、あるいはそれに面接又は面接試問などを加えて選考しているとこ

ろがほとんどである。これら留学生の中でも、特に研究生は大学院学生の数に比

べて相対的に多い。彼らのほとんどは大学院進学希望者であると考えられる。

５）ところで、我が国が国家的・社会的に今後さらに国際化し、国際社会に果た

す役割が一層大きくなるにしたがい、また、１０万人留学生の受入れ目標の下で、

外国人留学生は今後も増加の一途を辿るであろう。しかし、外国人留学生の受入

れをめぐっては、なお多くの問題が存在し、その解決が迫られている。前記以外

になお指摘しておきたいことは、以下の諸点である。

その第１は、大学（・学部）が外国人留学生を受入れ、彼らに責任ある指導と

効率的な学習・研究を保障することである。この点について、大学としては、と

りわけ彼らを学部や大学院の正規学生として受入れる場合の選考方法について見

百す八がろう<ののロにみられるようにの、にはに、え

れる日本苧宅Ｌ圭一ついていける基酔や専門学力、さらに修学に耐えら

れる最低の経済的条よどの有無の確認は不可欠であろう また、外国人留学生

－８１－



を受入れる際には、課程・学科や大学院の入学定員の枠内又は枠外で受入れるべ

きかについて検討し、今後は入学定員の枠内で受入れるようにすることが適当で

あろう。なぜなら、現行の学科や講座の教官定員と基準面積は、その学科．講座

の性格と規模以外に，その入学定員によっても法定されているからである（各大

学の聴講生又は研究生規程を参照）。そして、外国人留学生を入学定員内で受入

れるとすれば、入学定員の最高何％を限度にするかについても検討する必要があ

ろう。（今後の18歳人口の減少期はこの問題を検討する好機であるが、外国人留

学生の割合を最高7,8%に抑え、同時に各大学が同程度の分担をすべきであろうｏ）

もとより国は外国人留学生４０人に対して１人の割合で常勤講師を配置している

が、それだけでは、大学の外国人留学生受入れ体制の本質的改善にはならないか
らである。

第２は、今後、外国人留学生や外国人研究者の増加に伴って一層多様化するで

あろう日本語能力の向上を図り、我が国の大学における彼らの効率的な学習や研

究に資するため、例えば、外国人留学生等が４００人に達した大学では、初歩か
ら上級までの、各段階の日本語研修を提供できる ；ｊセンタ（仮利

の設置が具体的に検討されてよいであろう。なお、この語学研修センターでは、

実用外国語〈特に実用英語）の教授も行い、それが、外国人留学生にとっては日
本語研修機関として、また日本人学生にとっては－－－「開かれた大学」にふさわ

しく、一般社会人も受講できる－－－実用外国語研修機関として設置されることがし<、－N

望ましい。 したがって、 外国人樫 ０人以下の六 の襖数大

）地以内のある丈 n匹扉 地区内0.,□

一八

外国人留字生ズ ことが考えられ積にロヰ后請励修を蛍

よう゜

第３は、外国人留学生に対する経済上、生活上の援助についてである。外国人

留学生が経済的裏づけが全くないまま来日することには問題があるが、しかし、

可能な限り彼らに援助の手を差し延べることもまた重要であろう。そこで外国人
留学生が最も待望しているのは、一方では、 受業料の全部又は半額免除、及び国

司の各種の奨字金他天 である。これらのう冒舎の提併

ち、前者の適用を受けられるのは、ほとんど正規の学部留学生か大学院留学生で

あり、事実、彼らの３５％前後の者（大学院留学生約40%）は授業料の全額又は半
額免除を受け、３０％近くの者が何等かの奨学金を受けている。しかし、それを

上回る人数の研究生の場合、それらの措置をほとんど期待できない。上述のよう

に、彼らのほとんどは大学院進学希望者であるが、そのようなことから、大学が
彼らを研究生として受入れても彼らの中には志半ばにして勉学を諦め、働くこ

とに終始する者も決して少なくないのである。したがって、今後は、これらの外
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国人留学生に対しても授業料の減免措置や育英奨学制度の適応・充実を期待した
い。

また、宿舎の問題も、外国人留学生にとっては大きな問題となっている。留学

生宿舎については、大学等の留学生宿舎、留学生会館等の整備、留学生宿舎建設

奨励金の交付、内外学生センターによる留学生宿舎の確保、民間指定宿舎の確保、

貸間物件確保促進・斡旋などの諸方策を講じて、国としても、大学としてもその

安定的確保のために努力している。しかし、実態はそれでも外国人留学生の激増

には追い付けない状況にある。全国的にみると、外国人留学生の８０％近くが民

間の下宿・アパートに入居しているが、彼らにとって、宿舎の問題は、下宿・ア

パート代の上昇と相まって、ますます深刻な問題となっている。教員養成系大学・

学部からの回答にも、この点を指摘したものが多かった。それ故、この問題につ

いての一層積極的な改善方策が求められている。

第４は可外国人留学生の帰国後の、いわゆるアフターケアの問題についてである。

そのため、国は学会誌・専門誌等の送付、短期研修制度、帰国留学生名簿（現在

15大学で作成）、論文博士号取得希望者への援助等の事業のほか、新たに就職情

報の提供なども行っている、これらの事業については、さらに周知徹底を図ると

ともに、「ニユースレター」（情報等提供の定期刊行誌、仮称)の刊行を含め、一

層活発な事業の進展が期待されている．

Ⅳ－４－５帰国子女の受入れと教員養成

我が国の国際的活動の進展に伴い、海外に長期間滞在する邦人の増加とともに、

その同伴する義務教育段階の子どもの数も増加し、１９９０年度現在約４万９，０

００人に達している。また、それに伴い、海外に長期間在留した後帰国した子ど

もは、小・中・高等学校段階合わせて１万１，４５０人（1989年度、小学校6,906

人、中学校2,895人、高等学校1,649人）にも及んでいる。したがって、海外子女

教育とともに、帰国子女が国内の学校生活への円滑な適応を図り、海外で身に付

けた特性を生かす教育及び彼らの大学進学が、目下我が国の大きな教育課題のひ

とつとなっている。そして、そのための諸方策が施されているが、その一環とし
Ｕ

て、８９年度には国立４７大学、１２３学部（９１年度には61大学，143学部）が帰

国子女の受入れ制度を実施している。そのうち教員養成系大学・学部が７（同12）

を数え、教員養成系大学・学部でこの制度の導入を検討しているところも数校み

られる。また、教員養成系大学・学部の中には、帰国子女教育のための教員養成

の必要を指摘しているところも若干あった。

他方、我が国の経済の発展とそれに伴う労働力の不足から、外国人労働者が今

後ますます増加し、その子女が地域の公立小学校や中学校にますます多く入って
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くることが予想される。したがって、こうしたケースに十分対応できる教員の養

成も今後の重要な課題といえよう。

Ⅳ－５地方教育行政の課題

Ⅳ－５－１初任者研修制度の『制度理解』の問題

初任者研修制度は、教員の教職的能力・資質の形成が質的に段階的に行われる

という認識に基づいて成立している。初任者研修制度の創設を提言した臨時教育

審議会第二次答申は「教員の資質向上については、これからの教員に必要とされ

る資質を吟味し、それらを大学における教員養成に期待すべき内容と、採用後に

おける初任者研修あるいは教員の各ライフステージの現職研修において修得すべ

き内容とに整理する。この場合、大学の養成においては、幅広い人間性、教科・

教職に必要とされる基礎的・理論的内容と採用後必要とされる実践的指導力の基

礎の修得に重点を置き、採用後の研修においては、それらの上に立ってさらに実

践的指導力を向上させることに重点を置くこととする」と述べている。それは、

大学教育としての養成教育は、教師としての基礎的力量を形成することを主眼と

するものであり、養成教育が形成する教職能力と学校教育の基本的実務が必要と

する教職能力との間に一定のギャップがあることを確認し、大学卒業後直ちに学

校教育の実践的課題に対処するにはさまざまな困難があるので、そのギャップを

埋める制度が必要である、初任者教員は、教職生活のなかで、このギャップを埋

める制度によって適切な援助を得つつ、基本的な実践的力量を身につけて専門職

として自立する、というものである。教育職員養成審議会「教員の資質能力の向

上方策等について」も、初任者研修制度については、「教職生活へのスタートに

際して．．…新任教員が円滑に教育活動へ入っていけるよう援助する．．…ために」

とその制度の趣旨を説明している。この資質形成の質的段階を区別する認識は、

従来の、大学卒業直後の初任者教師に学校現場で直ちに一人前の教師として活動

することを当然とし、そのような実践的能力の育成を大学の養成教育に求めてき

た「養成教育観」や、そのような「即戦力」や「現在の学校現場が求めている

（とされる）実践的指導力」に着目する「教員選考の観点や方法」そして「初任

者教員の職務と位置づけ」などを根本的に再検討することを求めるものである。

従来「大学における教員養成」の目指す養成教育の理念は、「養成」と「学校

現場の実践的要求」のギャップによって現実的に制約されることが多かったが、

「初任者研修制度の創設」はこれを解決する「制度上の措置」となりうるもので

あり、また、そのように機能させてこそ、教員の資質向上に寄与できるものであ
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ろう。従って、「初任者研修制度」の基本的趣旨を正しく理解し、その趣旨にふ

さわしく関連した諸施策が実施されることがきわめて重要である。

以上の見解は、初任者研修制度の試行実施にあたって、文部省のヒアリングに

おいて国大協の意見として述べたところでもある。本委員会の調査によれば、多

くの県教育委員会は上記の基本的趣旨を理解していると思われるが、その実施状

況は文部省の指導によって、専ら「実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い

知見を得させること」を目的として、行政的に組織的・体系的な研修をさせるこ

とが重視されているので、ヒアリングにおいて提示した意見を再褐しておく。

「初任者研修の試行」について,1988.9.27

１、初任者研修制度についての基本的な意見

この問題についての国立大学協会の基本的見解は、教員養成制度特別委員会が

昭和６２年６月にとりまとめた『大学における教員養成一教員の養成・免許およ

び採用・研修一（中間報告）』の「Ⅱ,教員の採用・研修［３］研修制度」（別紙

略）のとおりである。以下に、この基本的な観点と試行の状況をふまえて、「実

施要項モデル」等に即して委員会の意見を具体的に述べる。

２，「実施要項モデル」について

（１，目的）、臨時教育審議会第２次答申は、初任者研修制度の創設の基本的な

意図を「教職生活へのスタートに際して現職研修を行い、新任教員が円滑に教育

活動に入っていけるように援助すること」と述べている。教育職員養成審議会答

申『教員の資質能力の向上方策等について』（昭和６２年１２月）も「新任教員

の時期は、教職への自覚を高めるとともに、円滑に教育活動に入り、可能な限り

自立して教育活動を展開していく素地をつくるうえで極めて大切な時期である。」

と述べている。この「円滑に教育活動に入っていけるよう援助する」という観点

・姿勢は、初任者研修制度の根本的性格として大切である。この点を文言として

も明確に示しておく必要がある。（中略）

（３、内容）、初任者研修制度の根本的Ｉ性格を上述のように理解すると、「モデ

ル」の骨格になっている新任教員の職務の位置付けや研修内容、指導形態につい

ての大枠の設定内容などは根本的に検討すべき点があると考えられる。委員会の

見解は、初任者研修制度は「援助システムの性格を基本」とすべきであるという

ものであり、新任教員が学級又は教科・科目を担当することを前提として、その

本来の教育活動を援助することを基本として研修計画を立案、実施すべきである

と考えている。この見地からみると、「モデル」や「作成要領」に示されている、

研修の内容、方法、指導形態等は過密・過重であると言わざるをえない。仮に、

「モデル」等に示されているような研修の内容、形式の大枠を前提とするならば、
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（１）新任教員を学級担任等に位置付けることは、かなり無理があろう。

（２）指導教員による指導の日数をあらかじめ定める考え方は、指導内容・方法

の柔軟性を失わせるおそれがある。また、年間７０日間程度という日数も、１年

間の研修期間を研修スケジュールで埋めようという発想からのように思われるが、

新任教員の基本的な職務を研修とするならばともかく、学級担任等としての責任

を果たさせながら行う研修の計画としては妥当とは思えない。同じ観点から、

「教育センター等における研修」の期間は、児童生徒の指導の場から離れる研修

であるから、一層問題である。（３）洋上研修が、なぜ新任教員の研修として必

要であるのか理解できない。新任教員は、日常的な職務の遂行にも困難をかかえ

ているのであり、精神的にもゆとりが必要であることを考慮するならば、研修内

容は必要不可欠な最小限におさえるべきである。（中略）

（６，実施体制）（３）都道府県教育委員会が、指導主事を派遣するなどして

「試行の実施状況を把握し、及び必要な指導、助言等を行う」としているが、関

係学校の研修の自主的なエ夫や努力を規制することのないよう、また、学校長や

関係教員に心理的な規制感を抱かせないように充分に配慮することが必要である。

これは（７，年間研修計画）が柔軟性をもつように作成されること、関係学校が

作成する（８，年間指導計画）が対象教員や校内体制に適したものとなるために

も必要であろう。

３，「計画作成要領」について

目的、内容等の基本的な問題については上記と同じである。

（Ⅱ、（日数）３）で「学年始めや長期休業期間等に集中して行うことも可能」

としているが、学年始めは学級経営的には重要な時期であり、とりわけ初任者に

おいては児童・生徒とどのように関係をつくりあげていくかという、きわめて大

切な教育実践の課題に集中しなければならない時期であることから、これは適切
でない。

（内容及び方法、４）は、一応妥当な内容領域であるが、それはあらかじめ指導

計画の中にスケジュール的に網羅されていなければならないものではないだろう。

実際の指導では、対象教員の力量の状態によって、取捨選択あるいは軽重をつけ
て行われるように、指導計画は柔軟性をもつ必要があろう。

（５）の指導教員による指導の方法等についての例示は、指導のありかたを画一

化するおそれがある。また、児童・生徒の前でに新任教員を「指導する」という

形式には充分な配慮が必要であろう。指導教員の指導は「新任教員の研修」を

「指導、援助」することを主眼とすべきであり、新任教員の教育活動における具

体的な問題状況やその相談に応じて指導・助言することが基本とされるべきであ

ろう。この点について、教育職員養成審議会答申は、指導教員等による指導にっ
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いて、研究授業、示範指導等を挙げながら、それらの「児童・生徒に対する影響

についても十分配慮する必要がある」と注意し「新任教員の自立性に期待し、こ

れを育てるためにも、新任教員からの相談に応じて適宜指導するようエ失するな

ど、新任教員の立場に配慮することが大切である。」と述べていることが、この

モデルや要領では軽視されているように思われる。

（６）の教育センター等における研修の内容・方法等は、初任者にとって不可欠

な内容で、かつセンター等で行うことが適しているものに精選すべきである。

（中略）彼等に必要なことは、教育活動としてこれらを展開するときにぶつかる

実践上の問題にたいする助言や指導であり、それはまさに指導教員に期待されて

いるものである。（中略）「適時'性に配慮して系統性を図る」ということの前提

にある、初任者研修の内容の構想には疑問がある。冒頭でも述べたように「円滑

に教育活動に入っていけるように援助する」この研修の基本的性格からは、研修

内容の構成は対象教員の必要に応ずることに主眼をおくべきで、その点からは系

統性を図ることは必ずしも重要な観点とはならないであろう。

（Ⅳ、洋上研修）は目的あいまいであり、前述の趣旨から、不要と思われる。

（Ｖ、１４）の意欲を大切にするよう配慮することは必要である。このことを基

本として、初任者の多くが共通に持つ悩みを軸として研修計画をつくるべきであ

る。（１７、保護者や地域社会の理解が得られるように）はきわめて大切である

が、この計画の大綱を前提とするかぎり、それはかなり困難であろう。新任教員

はただでさえ学級をまとめ、日常の授業を遂行することに苦労しているのに、こ

のような研修活動を課せられては、授業の準備にも支障を来すし、学級を掌握す

る活動にも集中できない状態に置かれ、自信をもって父母に接することもできな

くなろう。子どもにとっても、父母にとっても、担任の教師が授業や学級経営に

集中できない状態にあったのでは当然不安になったり、新任の教師に担当される

ことを喜ばない気分も生まれる恐れがあろう。この案で、学級担任をさせながら、

研修を１年間行うこと自体に無理がある。

４，「研修内容例」について

指導教員の指導の重点事項例は、「例示」にとどまる限りでは網羅的でよいが、

それをスケジュールとして、実際に研修を行うとすればあまりに網羅的すぎる。

（中略）

５，総括的意見と要望

教員の資質向上の施策として初任者研修制度Lはきわめて重要な位置を占めてぃ

それが成功するか否かはその 本来の趣旨実施において が関係者にどれほ

どに理されるか、また、その￣に心しくされるかにかかっている。

その意味で、関係機関の作成する計画が柔軟であること、機関相互の調整や指導
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莞施の状況や問題点が とくに初任者の要望を率直ににおいて 曜に反凹

けとめるよう、充分に配慮されるよう希望する

現在試行されている研修で、初任者がもっとも神経を使い、また時間、労力を

使っているのは、研修のたびごとに要求される「研修報告書」の作成であると言

われている。研修状況の把握は、研修の成果は、学校長や指導教員が直接確認で

きるのであるから、指導教員の指導報告や学校長の報告で充分ではなかろうか。

ともかく、初任者が教育活動に専念できるよう、その活動を援助することに主眼

をおいて、できるだけ初任者の負担を軽減するよう、配慮されるよう希望する。

（後略）

現在の初任者研修の実施状況は、国大協の要望はほとんど考慮されず、「教員

研修の本質」である「主体的・自発的性格」は全くといってよいほど見られない。

その根底には、教員研修についての施策が「行政研修の優位」の観念において行

われているという問題がある。現職研修の体系的整備においても教員の勤務条件

を改善しつつ研修の機会を提供するという考え方が見られない。

Ⅳ－５－２教員採用の問題

本委員会は先の「中間報告」で、教員採用法制について、現行法の「免許状主

義」の原則に注意を促し、「現行法は、教職の専門性を尊重し、教育の地方自治

と学校の教育上の要請を配慮した、教員採用の仕組みを法定している。しかし、

採用の現実は、教育行政全般の中央集権的統制の強化、教員定数などの財政的な

制約、人事行政上の実務的な条件（地域や職員構成などの適正配置や人事交流な

ど）もあり、法の理念を歪めている場合が見られる。たとえば、１級免所持者が

いるにもかかわらず２級免所持者を採用したり、当該校種・教科の免許状を持た

ない者を採用するなど、あるいは、人事行政上の思惑から新規採用必要数の大部

分を臨時採用するなど、教職の専門性に対する配慮を欠いた採用事例がかなり認

められる。」(4)と指摘した。（前掲,ｐ､36-37）

また、採用・選考方法に対する要望を次のようにまとめている。

「(1)、採用が、養成と職務研修の中間の段階にあることに十分留意し、採用時に

期待すべき資質・能力についての考え方の検討が必要であること。

(2)、選考の観点は、教員としての基礎的資質・能カー大学教育に期待されるべき

事柄一を主とすること。

(3)、選考基準を明示し、試験の問題などは事後公表するなど、公開性を拡大する

こと。

(4)、選考方法や評価の公正さ、妥当性を確保する制度が必要であること。
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(5)、試験時期の早期化、内定の早期化は、学生の通常の就職プロセスの実態を考

慮し、大学教育を阻害しないように配慮すること。

(6)、採用内定後の「赴任前研修」を大学の教育期間中に行うことは止めること。」

<5)(前掲,ｐ､41）

今回のアンケートにおける大学の要望・意見にも、大学の教員養成の理念や方

針を理解した採用方法を要望する意見、試験の内容、方法の改善を求める意見、

採用数の安定化を求める意見、大学側の意見が反映されるような「選考試験機関」

の設置の検討を求める意見などがあったが、おおよそ上記の要望に集約されるも

ので、教員採用についての大学の意見は、「教職の専門'性」の尊重、公正さを

ことを強調しておきたい。する制度の公開性を求めているもので

Ⅳ-５－３教員定数についての問題

教員人事のもっとも基本的な課題は、学校に優れた資質能力を持つ教員を安定

的に確保することである。教員採用は、学校教育を適正に営むために学校が必要

とする教員を充足するために行われるわけであるが、新規採用の数を確定するこ

とはかなり複雑で難しい仕事である。それは現在の教員給与財源の半額国庫負担

の制度との関係で教員の定数が厳密に定められていること、この定数が児童・生

徒数から計算され、それは年々の児童・生徒数の変動によって変化すること、そ

のため定数をオーバーした場合の過剰人員の給与については府県の負担になるこ

と、また退職者数の予測がつき難いことなどから、将来の教員必要数の見通しを

立てながら、新規採用数を定めなければならないからである。それは学校種や中

学・高校の教科担当の問題も考慮した数でなければならないという、さまざまな

要因の絡み合った難しい問題である。

現在、全国的に児童数の減少がかなり続くと予測され、教員採用状況は悪化す

る傾向がみられるが、教員採用状況についての統計は不備が多く、その全貌はな

かなか掴めない。

先に本委員会は、４０都道府県と６政令指定都市の教育委員会の３ヶ年の教員

採用数の統計（小学校、中学校、高等学校、養護教員、特殊学校教員）に基づき、

当該県・市の教員採用数を、正規採用と臨時採用（産休代替教員等と短期雇用、

１年雇用の教員）４年制大学卒と短期大学卒の別で集計（それはもとの統計が不

揃いのため、短大も臨時採用も実際より少なく集計されている）した結果による

と、採用総数は年々減少し、６３年度は61年度より，3,663人減少し、その減少は主

に大学卒者の採用減（3,631人）であり、また正規採用数の減（3,277人）である。

短大卒の臨時採用はこの間136人増加している。このように正規採用を抑え、大学
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卒からの採用を抑え、かえって短大卒の臨時採用を増加させているため、正規採

用と臨時採用の割合は年々悪化している。（６１年度,１：1.17,62年度１：1.24,63年

度,１：1.31川また、全採用数における短大卒の％も年々増大している。

（６１年度,8.4％,62年度,8.6％,63年度,8.9％），このような状況は極めて異常で

あると言わざるを得ない。

教員の資質向上を叫び、教育の専門性を高めるため免許法を改正して、短大卒

の基礎資格では不十分として研修を義務付け、資格基準を高め、さらに、初任者

研修制度を創設して教師の教育力を高める政策を進めている際に、身分の不安定

な臨時教員を正規教員より３割も多く採用しているのである。そうせざるを得な

くさせている「教員定数法等」の関係法規とその行政運営上の仕組みについて、
乱教員の配置などのクラスサイズの縮小根本的な検討、改善が必要である。

X戸定数の基礎Ｌある｡△の

キ間の'１Jした定の徹 鋤一八

認める．」 ◎
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Ⅳ－６小・中学校および高等学校教員の将来需要推計

１推計結果の概要

本報告においては、各都道府県ごとに、西暦２０００年度までの小・中学校教

員の需要数と高等学校教員の需要数を推計した。その推計結果は、見やすいよう

に、本節の末尾にグラフとしてまとめてある。この推計結果によると、北海道、

沖縄を除いて、それ以外の府県では、小・中学校教員に対する需要は、大なり少

なり減少する。ただし、その減少の程度は府県によって異なっており、個別都道

府県ごとに見る必要がある。

高等学校教員に対する需要は、それ以上に都道府県による差があり、一般的な

形でまとめることはできない。いずれにせよ、すべてのことは巻末のグラフが物

語っているので、それをもとに、それぞれの府県の状況を判断する必要がある。

２推計に当たっての前提条件

本推計で用いた推計方法を説明する前に、本推計がよって立っている前提を説

明しておくならば、以下のようになる。

１今後の児童・生徒数を推計するために、本推計では厚生省人口問題研究所の

出生数についての推計値を用いている。この推計によると、今後我が国の出生数

は上昇に転じることになっている。しかしながら、この数年間の経緯をみると、

こうした推計に反して、出生数は減少傾向をたどっている。あとで見るように、

本推計結果によると、１９９５年頃から教員需要が増加に転じる府県がいくつか

見られるが、こうした推計結果が出たのは、我が国全体の出生数が増加するとい

う推計結果による面がかなりある。しかしながら、目下のところ公式の出生数推

計値としては、上記のものしかない以上、それに依拠せざるをえない。いずれ新

たな出生数の推計値が公表されるものと思われるので、その時点で本推計も改定

せざるをえなくなるであろう。その意味で、本推計結果を読み取る際に留意しな

ければならない点は、１９９５年度以降の需要数が本推計値を下回る可能性が大

である、という点である。

２各都道府県における将来の児童・生徒数は、人口変動によって変化する。人

口集中県では児童・生徒数が増加し、人口減少県ではそれが減少することであろ

う。この点に関して、本推計では昭和５７年度から６１年度にかけての児童・生

徒数の変動傾向が今後も同じ形で持続するという前提に立っている。つまり、各

都道府県ごとに児童・生徒数の増減傾向を調べ、それと同じ傾向が今後も持続す

るという前提に立っている。

３小・中学校に関しては、昭和６６年度までにはすべての学級が４０人学級に
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移行し、それ以後の期間は同じ学級定員のまま推移するという前提に立っている。

しかし、高校に関しては、このような学級定員の改定は見込まず、昭和６１年度

の状態が今後も持続することを前提にしている。

４各年度末に６０歳に達する教員は、すべて定年退職するものと見込んでいる。

３推計方法

以上が本推計の依拠している前提であるが、次に具体的な推計方法について、

説明しておくこととする。推計作業は以下の８つのステップにしたがって実施し

た。

（１）出生数の推計

各都道府県ごとに、昭和６３年から７５年までの出生数を推計した。その方法

は、次の通りである。厚生省人口問題研究所『日本の将来人口新推計について』

（昭和６１年８月暫定推計）には、昭和６１年から昭和１６０年までの期間につ

いて、全国の出生数の推計値が挙げられている。この推計値としては、高位推計、

中位推計、低位推計の３種類が挙げられているが、本推計においては、そのうち

中位推計の結果を用いた。

また、同研究所の『昭和６０年国政調査報告結果にもとづく地域人口の将来推

計について』（６２年１月）には、昭和６０年から昭和１００年にいたる期間に

ついて、５年ごとの時点について、５歳きざみの年令人口の推計値が報告されて

いる。そこで後者のデータをもとに、昭和６５年、７０年、７５年の３時点につ

いて、０歳から４歳までの人口の都道府県別の構成比を算出し、この構成比を先

の資料に挙げられている全国の出生数に掛けることによって、各都道府県の推定

出生数とした。

しかしながら、この資料による全国出生数は昭和６２年の時点で、実数とずれ

ている。人口問題研究所の推計によると、昭和６２年の出生数は１４２．９万人

と推計されているが、この年の実際の出生数は１３４．６６５８名であった。そ

こで以下の年の出生数として、人口問題研究所の数値に１３４．６６５８／１４

２．９を掛けたものを使用した。

このような方法で、昭和６５，７０，７５年の各都道府県別出生数を算出し、

その中間年の出生数は直線補間によって推計した。

（２）小学校１年生数の推計

一般的にいって、ある年の出生数の４分の３と、次に年の出生数の４分の１と

を足した人口が、７年後の小学校１年生として入学してくる。しかしその間に移

動・死亡等の理由で、このようにして推計した小学校１年生数と実際のそれとは、

合わないのが普通である。そこで、各都道府県ごとに、過去５年間の実績（昭和
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５７年度から６１年度まで）をもとに、それぞれの県について補正値を求めた。

この補正値を用いて、各都道府県ごとに昭和６２年度以降の小学校１年生数を推

計した。

（３）各学年人口の推計

ある年度の小学校１年生は次の年度には２年生に進級する。その時、人口の流

出・流入によって、増加することもあるし、減少することもある。そこで小学校

１年生から高校４年生（高校４年生とは定時制高校の４年生のことである）まで

の各学年人口について、過去５年間の期間、１年間の増減率を算出した。一例を

挙げるならば、東京都の場合、昭和５７年度から６１年度の５年間に、以下の表

に示すような変化があった。

まず、下表の上の部分は、５７年度から６１年度にかけて、小学校１年生から

高校４年生（定時制４年生のこと）までの実際の児童・生徒数をかかげたもので

ある。７とは中学１年生、１０とは高校１年生を意味している。表の下の部分に

は、１年度学年が進行した場合、どれほどの増減があったかを示している。ＭEAN

の欄は、その増減率の平均を意味し、ＳＤは標準偏差を意味している。
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この各学年人口の年間･増減率の過去５年間の平均をとり、それを各学年人口に

かけることによって、次年度の各学年人口を求めた。たとえば、東京都に関する

推計の過程を示すならば、次のようになる。また、このような方法を用いて、各

学年人口をたすことによって、小学校児童数、中学校生徒数、高等学校生徒数

(定時制をも含む）を推計することができる。
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（４）教員一人当たりの児童・生徒数の推計

[上のような手続きによって求められた小・中・高校の児童以上のような手続きによって求められた小・中・高校の児童・生徒数から、 将

来の教員数を推計するためには、今後の各年度における教員一人当たりの児童・

生徒数を推計しなければならない。ところが、現在、小・中学校においては、４

５人学級から４０人学級への移行が行われており、この学級定員の改定がどれほ

どの教員需要に結びつくかは、本推計にとって、きわめて重要な部分をなしてい

る。しかしながら、その推計を具体的にいかなる方法で行うかという点になると、

さまざまな問題が生じてくる。たとえば、これまでの４５人学級編成のもとでも、
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実際にはかなりの学級が４０人以下で編成されており、このような学級が多けれ
ば多いほど、４０人学級に切り換わったとしても、それほどの教員増が生じるわ

けではない。一般的にいって、人口密度の高い地域では、１学級４０名以上の学
級が多く、したがってそれだけ、４０人学級への移行の影響が強く現れ、それに

対して、人口過疎地域では、それほど多くの影響が現れないものと推定される．
しかも、こうした事情は各都道府県で異なっており、４０人学級への移行にとも

なう教員需要増は、それぞれの都道府県で違ってくるものと推定される。

そこで、今回の推計作業では、以下のような手法を採用することとした。

すでに小学校については、昭和６１年度の１学年から４０人学級編成が導入さ

れ、平成元年度でみると、４学年までが４０人学級、５学年と６学年が４５人学
級で編成されている。また中学校については、平成元年度の時点でみると、１学

年が４０人学級、２学年と３学年が４５人学級で編成されている。そこで、公立
小学校について、１学級当たりの児童数を求めてみると（私立小学校については

該当の統計はとられていない）、たとえば東京都の場合には，次の表に示すよう
に、４０人学級編成に切り換わった学年とそうでない学年とでは、その値はかな
り異なっている。

東京都の公立小学校（単式学級のみ）における学年別１学級当たり児童数（平成
元年度）学年１学級当たり児童数

１学年３１．９

２３１．８

３３１．９

４３２．８

５３４．８

６３５．０

つまり、４０人学級編成の学年では、１学級当たり児童数が３２．０人、４５

人学級の学年ではそれが３４．９人となっている。このことから判断するならば、

東京都の場合には、全学年が４０人学級に切り替わった時点には、教員一人当た

り児童数が、全学年が４５人学級で編成されていた時点（具体的には昭和６０年
度）の教員一人当たり児童数よりも、９１．７％（３２．０／３４．９）に減少
するものと推定される。

この学級定員の改定にともなう１学級当たり児童数の変化は、当然のことなが

ら、都道府県によって異なってくる。そこで、すべての都道府県について、同様
な手法で算出した学級規模の減少率を示すと、以下のようになる。
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第４表：学級定員改善にともなう１学級当たり児童・生徒数の減少率
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ちなみに、この値は小さくなればなるだけ、それだけ学級定員の改定によって、

より多くの教員需要が生じることを示し、逆に１に近くなればなるだけ、学級定

員の改善が教員需要の増加につながらないことを示している。小学校の場合であ

れば、群馬の０．８８１を最低として、山梨の０．９５６の間に分布し、中学校

の場合には、福井の０．８８９を最低として、青森の０．９５９に間に分布して
いる。

そこで本推計では、４０人学級への移行が完了する時点（具体的には昭和６６

年度）には、教員一人当たり児童数が昭和６０年度の値に、上記の表の数値をか

けたものに変化するという立場で、推計を行った。

このように、小・中学校に関しては、学級定数の改定という要因を含めたが、

高校に関しては、このような補正は行っていない。つまり．小・中学校の場合に

は、６６年度までには４０人学級への移行が完了するという前提に立っているが、

高校の場合には、今後とも教員一人当たりの生徒数は、６１年度の水準のまま推
移するという前提に立っている。

（５）教員数の推計

すでに、（３）のステップで、小・中・高校の児童・生徒数は求められている。

また、（４）のステップでは、教員一人当たりの児童・生徒数が求められている。

そこで、児童・生徒数を教員一人当たりの児童・生徒数で割ることによって、各

年度の教員数が求められる。たとえば、東京都の場合の小学校、中学校、高等学

校の児童・生徒数と教員数の推計結果は、次頁表のようになる。
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（６）定年退職教員数の推計

以上までのステップで、各年以上までのステップで、各年度での教員の総数が求められることになるが、次

のステップとして、各年度当初に新たに採用しなければならない教員数、つまり

その年度での教員需要数を求めなければならない。一般的にいって、ある年度で
の教員需要数は、

１その年度の教員総数と前年度での教員総数との差、

２前年度末の時点での定年退職者数、

３前年度期間中での定年前退職者数、
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の３つの要素によって決まってくる。

このうち、１は（５）のステップで求めた各年度での教員総数から求めること

ができるので、次のステップとして２と３を求めなければならない。まず、２

前年度末の時点での定年退職者数を求めるためには、各都道府県の教員の年齢構

成が分かっていなければならない。そこで、『学校教員統計調査』（６１年度版）

をもとに、各都道府県における小・中・高校の教員の年令構成を求めた。この統

計は６１年１０月１日現在での調査結果であるので、その時点で６０歳に達して

いる者は全員、そしてその時点で５９歳に達している者のうち半数が６２年３月

末に定年退職するものとみなした。以下同様の手法で、各年度末での定年退職者
数を算出した。

（７）定年前退職者数の推計

定年による退職の他に、結婚、出産、その他の理由で、定年前に退職する者が

毎年一定程度いる。学校教員統計調査によると、一般的にいって、退職者の年齢

別構成は２つの山をなしている。一つの山は３０歳前後であり、もうひとつの山

は５０歳代の後半である。後者は６０歳の定年を待たずに、それよりも数年前に

退職する者がいることを示している。これら定年前の退職者数を推計するのには
どういう方法があるのであろうか。

結論から述べるならば、本推計では５０歳代後半での退職は無視し、定年前退

職者数がほとんど見られなくなる４９歳までの年齢層だけを考慮に入れることと

した。つまり、各都道府県ごとに、６１年度における４９歳以下の退職者数を求

め、それを将来にわたって固定する手法をとった。本来ならば、各年度ごとに新
規採用教員の年齢構成を推定し、それから教員の年齢別構成を求め、それに年齢

別離職率をかけるなどの方法で推計する必要があるのであろうが、このような方

式は実際問題として技術的には不可能である。そこで本推計では、こうした固定
方式を採用することとした。つまりこの推計では、定年前退職者数は各府県とも

６１年度のままで、今後それに変動はないという前提に立っていることになる。

（８）以上、出生数の変化、都道府県間での人口移動にともなう児童・生徒数の

変化、学級定員の改定にともなう教員一人当たり児童・生徒数の変化、６１年度

における教員の年齢構成から推計される今後の定年退職者数、定年前での退職者
数、などのすべての要因を取り込み、推計作業を行った。

４グラブの見方

以上の手続きで推計した結果は、すべて末尾のグラフに示されている。グラフ

のタイトルが示しているように、小・中学校教員の需要数と高等学校教員のそれ

との２部に分けてかかげてある。ここで、このグラフの見方を若干説明しておく。
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１、このグラフでは、横軸に昭和による年度をとってある。つまり、昭和６５年

度とは平成２年度のことであり、西暦では１９９０年度を意味している。横軸の

下にローマ字で”SHOU+CHUU”と書いてあるグラフが小・中学校教員の需要数

を示しており、，KOTOUGAKOmと書かれたグラフが高等学校教員の需要数を示して

いる。また、縦軸は採用数、採用推計数などの人数を示している。縦軸に,SAIYO

USUrと書かれ、その脇に．＊１０ｍあるいは、"＊１００，と書かれているのは、

目盛り数字を10倍、もしくは100倍した数字が実数であることを意味している。

また、目盛り数字が等間隔になっていない場合があるが、それは四捨五入してあ

るためである。

２，グラフには、昭和５５年度から昭和６３年度までの期間に、白抜きの棒が立

っているが、これは各年度での採用実数、つまりこれまでの実際の採用数を示し

ている。つまり各都道府県において正規に採用された教員数（臨時採用は含まず）

を示している。それに次いで６４年度から７５年度にかけて、斜線の入った棒が

立っているが、これが本推計による教員需要数、つまりその年度当初に採用する

ことになるものと推定される新規教員数を示している。

３，５９年度から６３年度の所に点線が引かれ、その上に数字が書き込まれてい

るが、これは５９年度から６３年度までの過去５年間の採用数の平均値を示して

いる。つまりこれが最近年における採用実績を示している。次に６４年度から６

８年度の所に、同じく点線が引かれ、その上に数字が書き込まれているが、これ

は６４年度から６８年度までの５年間の推計採用数の平均値を示している。同じ

く、６９年度から７３年度の所にも、点線が書かれ数字が示されているが、これ

が６９年度から７３年度の５年間での推計採用数の平均値を示している。

４，過去の採用数は、毎年１０月頃、文部省地方課が「教育委員会月報」に公表

するその前年度の「公立学校教員採用選考試験の状況について」に収録されたデ

ータを使用している。この場合、注意を要することは、過去の採用数が公立学校

に限定されており、国立学校、私立学校を含んでいないという点である。それに

対して、６４年度以降の推計採用数は国、公、私立学校のすべてを含んでいる。

現在のところ、国立、私立での教員採用数は統計として公表されていないため、

ここに上げた２種類のデータに一貫性を与えることはできない。したがって、私

立、あるいは国立学校の比重の高い県では、公立学校の今後の採用推計数は、こ

こで示した推計結果よりも下回るものと見なければならない。それと同様、高校

教員の場合も、これまでの採用実績は公立学校だけに限定されており、それに対

して採用推計値は国立、私立を含んでいるので、国立、私立学校の多い府県では、

公立学校での採用数は、これを下回るものと見なければならない。

５，若干の府県では高等学校教員の試験区分がなく、主として中学校の並願させ、
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その合格者から採用する方式をとっている。そのため、過去の採用数といっても、

福井県の場合には、小・中学校教員採用数のなかに高校教員も含まれており、ま

た富山、和歌山では、高校教員採用数は、中学校に一括含まれている。この３県

のグラフを読む際には、この点に留意する必要がある。詳細は、上記「教育委員

会月報」の各年度の報告を参照していただきたい。

５結論

一般的にいって、国民の収める租税をもとに運営されている公共事業には、そ

の財源を可能な限り有効に活用することが求めれている。地方自治体もまた、例

外ではない。その目的のもとに、各自治体とも、必要以上の職員をかかえること

がないよう、職員定数を厳しく管理している。そのことは教員の場合も同様で、

各自治体とも必要以上の教員を採用することのないよう、毎年、採用必要数を算

出して、採用人事に望んでいる。これは国民の収める税金によって運営されてい

る地方自治体としては、きわめて合理的な対処の仕方である。

その結果、これまでも教員採用数は時期によって、大きく変動してきた。ある

時期には、大量の教員を採用し、他の時期には厳しく採用数を手控えるという変

動を繰り返してきた。そのため、教員の年齢構成に大きな歪みが生じ、そのこと

がまた原因となって、ある時期には大量の定年退職者を補うために大量採用を行

い、そうでない時期には採用を手控えるという循環を繰り返してきた。こうした

採用者数が年度によって不安定であることは、養成機関の側からみれば、不都合

なことであることは、明らかである。しかしながら、それは合理性追求を課せら

れている自治体からすれば、避けることのできない当然の結果という側面を持っ

ている。

既に進行し、今後益々明らかとなる教員の需要減は、児童・生徒数の減少とい

う構造的な要因によるものである以上、その回復を期待することは現在の状況の

もとではきわめて困難である。こうした厳しい状況下で、可能な限り安定した採

用を確保するためには、それぞれの状況に応じて、きめの細かい対策を採用する

ことが必要であろう。今後の教員需要状況が、それぞれの都道府県で大きく異な

る以上、各地の自治体と養成機関は、相互に緊密な協力関係を築き、今後起こり

うる事態を慎重に検討し、事態に対応してゆく必要があろう。

－１０１－
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